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ウズベキスタンのコンリクール地区で、身長と体重を測ってもらう3歳のエルラン君。
©.UNICEF/NYHQ2011-1680/Giacomo.Pirozzi

序

ユニセフが、子どもの状況の詳細が分かるよう、世界と各国について標準化された統計
表を『世界子供白書』として発行するようになって30年が経つ。

子どもの状況についての指標が最初に公表された年から多くのことが変わったが、その
基本は変わっていない。「子どもたちの状況をめぐる信頼できるデータを得ることは、
子どもたちの生活の向上にとって重要であり、すべての子どもの権利の実現のために不
可欠なものである」という考え方である。

データは、世界の22億人の子どもたちのためのアドボカシー（政策提言）や行動を支
え続けている。子どもの生活の向上を目指す決定や行動の根拠となる事実を諸政府に示
すことによって支えているのだ。そして新たな形でデータの収集・利用を行えば、最も
困難な立場にある子どもたちにも投資や支援が届くようにすることができるであろう。

データはそれ自体では世界を変えることはできない。しかし、データは変化を可能にす
るものである。ニーズを見定めたり、アドボカシーを支えたり、進捗具合を測ることが
できる。大事なのは意思決定者がデータを利用し、肯定的な変化を起こすこと、そして、
そうした義務を負う人たちに、子どもやコミュニティの人たちがきちんと説明責任を求
めることができるよう、データをいつでも利用可能にしておくことである。
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カンボジアの学校で列に並ぶ女子生徒たち。©.UNICEF/CBDA2010-00264

数字の裏に見える子どもたちの状況
本論に続く統計表に着目していただきたい。数字
が縦横に、小さな文字でずらりと並んでいる。純
然たる記号にまで単純化されているが、これは国
の現在と未来の姿、即ち子どもたちの姿である。
視線を表の列から列へと移していくと、子どもた
ちの生活の様相が明らかになってくる。子どもた
ちがどのような環境で生まれ、どのように育てられ、
どのように成長し、学習し、どのように働き、他
の人たちとつながっていくか、どのようにして世
界の中で生き抜いていくかが見えてくるはずだ。

ひとつだけ国を選んでみてほしい。どの国でも
よい。出生登録の割合はどのくらいだろうか？
それにより、何人の子どもたちが公式にアイデ
ンティティを認められ、そこから派生する様々
なサービスや保護を受ける権利、市民権を行使
する権利を得ているのだろうか？　それを見て
いただきたい。

どれだけの子どもたちが生まれて１年以内に命
を失っているのか、そしてどれだけの子どもた
ちが５歳の誕生日を迎える前に亡くなってしま
うのか？.そして５歳まで生きることができた
子どもたちの平均余命はどれくらいなのか？.
子どもたちは、幼くか弱い彼らに襲いかかる病
気から身を守ってくれるワクチン接種や投薬を
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低い。

2.7倍

受けているのだろうか？

子どもたちは、心身の健全な発達に必要な栄養
を摂取しているだろうか？　飲んだり洗ったり
するのに適切な水や、安全で衛生的なトイレを
使うことができているのだろうか？

初等学校に就学できるのは何パーセントで、中
等学校まで進学できているのはどのくらいか？.
どれだけの子どもたちが、子どものうちに就労
または結婚させられているのか？　HIV感染か
ら自分の身を守るための知識を十分に備えて思
春期を迎えているだろうか？.

過去20～30年の間に、とてつもなく大きな進
展があったことをデータは示している。

・.もし死亡率が1990年時点のレベルにとどまっ
ていたならば命を失っていたであろう約9,000
万人の子どもたちが、５歳より長く生きるこ
とができるようになった1。

・.はしかによる５歳未満の子どもの死亡数は
2000年の48万2,000人から2012年には８万
6,000人にまで減少した。これは1980年に
は16%であった予防接種率が、2012年には
84%まで増加したことによるところが大き
い2。

・.栄養面での改善により、発育阻害の割合は、
1990年時点より37%減少した3。

・.初等学校への就学は後発開発途上国において
も上昇した。後発開発途上国では、1990年
には、初等学校に入学した子どもの割合は
53%のみであったが、2011年には81%にま
で向上した4。

・.1990年以来、19億人近くの人たちがより改
善された衛生設備を利用できるようになった5。

しかし、もう一方で、統計表は子どもの権利の
侵害が続いていることを証言している。

・.2012年には660万人あまりの子どもが５歳
未満で命を失ったが、その多くは予防可能な
原因によるものであり、それは生存と発達と
いう基本的な権利が実現されなかったことを
示している。

・.世界の子どもの15%が児童労働に従事して
いるが6、これは経済的搾取から保護される
権利、学習や遊びの権利が侵害されている。

世界で最も貧しい子ども
たちは、最も裕福な子ど
もたちに比べ、専門技能
者が付き添う出産で生ま
れる可能性が
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・.女子の11%が15歳を迎える前に結婚し7、健
康、教育、保護を受ける権利が阻まれている。

・.家庭や学校で子どもが暴力的なしつけを受け
るのは、残酷で尊厳を無視するような罰を受
けない権利の侵害である。

統計表はまた、利益と剥奪が不均等に分布され
ていることを示し、格差や不平等を明らかにし
ている。子どもに与えられる機会は、その子ど
もが属する国が豊かか貧しいか、女子と男子の
どちらとして生まれたか、家族が裕福か貧しい
か、また居住地が農村部か都市部か、同様に住

すべての権利を子ども一人ひとりに

南スーダンの西バハル・アル・ガザール州のワーウ病院で生まれた新生児
©.UNICEF/NYHQ2011-0453crop/Veronique.de.Viguerie

「子どもの権利条約」を作成するにあたり、国際社会は、子どもがおと
なと同じように尊重されるべき権利の持ち主であることを認めた。

子どもの権利条約の４つの主な基本原則：

差別のない処遇、すなわち普遍的適用
すべての子どもは、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的意見
もしくはその他の意見、国や種族あるいは社会的出身の違いや、財産、
心身障がいの有無、出生または他の地位にかかわらず、みんな平等に
この条約に定める権利をもっている。（第２条）

最善の利益
子どもに関係のあることを行うときには、子どもに最もよいことは何
かを第一に考えなければならない。（第３条）

生命・生存・発達
すべての子どもは生命に対する権利をもっている。身体や心、知能、道
徳、精神、社会面において可能な限り最大限に、生存および発達する権
利をもっている。（第６条）

子どもの意見の尊重
子どもは、自分たちに関係のあることについて自由に自分の意見を表す
権利をもっている。子どもの意見は、子どもの発達に応じて十分に考慮
されなければいけない。（第12条）
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まいが富裕層の居住地域にあるのか貧困地域に
あるのかなどによって異なる。

毎日命を失う、およそ１万8,000人の５歳未満
児の多くは、貧困や地理的条件のためにサービ
スを断たれている都市の一部や農村部の地域の

子どもたちである。こうして失われた命の多く
は、すでに証明済みの手段とわずかな費用で救
うことができたはずの命である。

下痢性疾患は経口補水塩で効果的かつ低費用で
治療することができるのにもかかわらず、下痢

「子どもの権利条約」は子どもの権利を明示し、また批准国にその尊
重・保護・実現を義務づけることにより、データの収集・分析・発信
を強く促すものとなっている。

子どもは、生存し、最大限可能な発達を遂げるために、健康上のケア
や栄養に富む食物、精神を育み有用な知識や技術を培う教育、暴力や
搾取からの解放、遊ぶ時間と空間などを必要とする。そのため生命、
生存、発達の権利は、これが実現可能となるよう、広範囲にわたる指
標が必要となる。

差別や不平等と闘うには、差別を受けたり、サービスや機会の提供か
ら排除されたりしている子どもたちを探りだす必要がある。そのため、

「子どもの権利条約」の施行状況を審査する「国連子どもの権利委員
会」は、データを年齢、性別、居住地が都市部にあるのか農村部にあ
るのかの分類、マイノリティまたは先住民集団への帰属、民族、宗教、
障がいおよび「適切と考えられるそのほかの分類」に応じて区分して
扱うことを強く奨励している8。

同委員会はさらにデータは収集するだけでは不十分であると強調した。
問題を識別し政策に生かすにはデータは分析され、公に発信され、また
子どもの権利の実現における進捗の評価にも利用される必要がある9。

「子どもの権利条約」に保障されている「意見を述べる権利」は、子ど
もの生活に影響を及ぼす決定を下すおとなに対し、子どもの意見に然
るべき敬意と配慮をもって彼らの声を深く真摯に聴くことを求めてい
る。そのため、子どもにも調査研究に参加する安全で有意義な機会な
らびにデータ収集・分析の成果にアクセスする権利が必要である。
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による５歳未満児死亡率が高い国では、最も裕
福な家庭の子どもが下痢性疾患にかかった場合
に治療を受けられる割合は、最も貧しい家庭の
子どもと比較して４倍も大きい10。また世界全
体では1990年以来、改善された飲料水源を利
用できる人口が21億人増加した11一方で、この
進歩は農村部に住む多くの人たちが恩恵を受け
られないまま達成されたものであった。恩恵を
受けられなかった農村部の人々の数は、世界人
口でいえば半数以下であるものの、安全な飲料
水源を利用できない人の83%を占めている。

データは、平均値として覆い隠されてしまうよ
うな格差を明らかにすることができ、今までサー
ビスが届いていなかった人たちのもとに支援を
向けるのに役立ち、排除という誤った行動を正
すことができる。支援と機会をより的確に絞り
込むことができれば、それがもたらすインパク
トはさらに大きくなるはずである。

子どもの権利を守るためのデータ
2014年11月には「子どもの権利条約」採択25
周年記念を祝し、2015年にはミレニアム開発
目標.(MDGs)の達成期限を迎えることとなる。
いずれの機会も、子どものために達成された進
歩を祝うと同時に、いまだに権利が実現されず
にいる何百万人もの子どもたちに支援を届ける

にとどまっている。

39%

ため、約束を新たにする機会となるであろう。

データは、この進歩を達成するのに重要な役割
を果たしてきており、世界の22億人の子ども
のうち最も不利な立場にある子どもたちを特定
し、彼らが直面している障壁を理解し、あらゆ
る子どもの権利の実現を可能とするイニシア
ティブを設計・モニタリングする上でも極めて
重要なものである。

データという証拠があるおかげで、子どもの権
利を守るという約束がきちんと守られているか
どうかの評価が可能となり、約束を守ろうとい
う決意に拍車をかけた。それは子どもたちがど
のような現実に直面しているのかを人々が理解
する上で役立ち、現状改善を後押ししたのである。

1989年11月20日の国連総会で「子どもの権利
条約」が採択された際、データの重要性が新た
に認識された。子どもの権利が成文化され、そ
の履行を約束するにあたり、同条約の批准国は
自国の子どもの状況を報告する義務を負ったの
である。翌年９月に「子どもの権利条約」が発
効すると、「子どものための世界サミット」に
参加した指導者たちは、2000年までに、子ど
もの生存と発達、教育、保護を改善するため、
具体的な目標を設定した14。2001年には、８
つのミレニアム開発目標が採択され、よりグロー

ニジェールでは都市部に
住む世帯の100%が改善
された飲料水源を利用で
きるのに対し、農村部に
住む世帯ではそれが

（10ページにつづく）
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複数指標クラスター調査（MICS）
が網羅する項目

複数指標クラスター調査（MICS）は1990年
代初頭にユニセフが開発し、各国の当局によっ
て実施されてきた調査であり、子どもに関す
る最大の統計情報源である。各回の調査は特
定の問題分野に関する独立したいくつかのモ
ジュール（項目）から成っている。各国は自
らの状況に即してモジュールを選択できる。
調査方法は標準化されているため、異なる時
点や国で得られたデータの比較も可能である。
データは性別、教育、豊かさ、居住地、その
他の要因で区分され、格差を明らかにするよ
う工夫されている。

調査は、グローバルな目標達成に向かっての
進捗をモニタリングするのに適した設計がさ
れている。各回の調査では、通常約１万世帯
をサンプリングし、15歳から49歳の女性と
男性、ならびに５歳未満の子どもをもつ母親
あるいは保護者を対象とする面接調査を含ん
だものとなっている。データへの需要の高ま
りを受けて同調査で取り扱われるテーマの数
は、ここ数年の間で大幅に増加している。

MICSに関する詳細は、以下を参照：
http://www.childinfo.org/mics.html

1995
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質問項目数

第４回

第３回

第２回

第１回

食事思い出し法 亜鉛
生活満足度
取り残された子どもたち　手洗い場
マスメディア‒情報通信技術
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家庭の特性
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母乳育児と補助食

病気の症状についての知識

水と衛生
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中・
出産
後の
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容

ＨＩＶ
／エ
イズ
に関
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、検査

破傷風
トキソ

イド

身体
測定

急性呼
吸器感

染症の

症状
と治
療

左とイコールではないです↓
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携帯電話の技術を使い、疾病の発生
に迅速に対応できるようになった。

MICS（複数指標クラスター調査）とDHS
（人口保健調査）では、試験的に、調査
対象の世帯が使っている水の大腸菌検査

を採り入れた。

血液検査のような客観的な検
査・測定を行なうことで、疾病
の有無をモニターすることがで

きる。

データに見る前進



9

新たなアプローチ
新たなツールやパートナーシップによって、データの収集・共有
方法が新しく生み出され、また場合によっては古くからの仮定が
検証し直される場合もある。

費用対効果が高く、定期的かつ標準化された水質検査が存在しな
いことから、世界保健機関（WHO）とユニセフは、安全な飲料水
を手に入れることができるかどうかの指標として、「改善された水
源の利用」を挙げている。保護された井戸があれば水が安全であ
る可能性は増すものの、最近までそれは確実性を欠いていた。し
かし今日では迅速で低価格な新水質検査キットが入手可能となっ
たため、MICSおよび人口保健調査（DHS）では実際に家庭で使っ
ている水の大腸菌検査を試験的にモジュールの中に採り入れてい
る12。

同様に、世帯調査ではHIV感染率、その他の保健指標の推計値を
より正確に出すため、客観的な測定法を採用している。以前は、
HIV感染率の推定は主に出産前ケアを受ける妊婦をモニタリング
する定点観測調査に拠っていた。しかし、2001年、マリでは、実
際のHIV検査を調査に導入した。また、国の人口全体を代表する
サンプリング（ここには男性も含まれる）に基づくHIV感染率の
推定が可能となった。これにより、国連合同エイズ計画（UNAIDS）
や各国政府は公式のHIV感染率の推定値を修正し、この疾患の社
会的・人口学的・行動学的側面への理解を深めることができるよ
うになった13。

携帯電話関連の技術により、子どもに影響を及ぼす事柄について
の調査や対応にかかる時間を短縮することができた。ウガンダで
使われている健康管理情報システムM-Tracは、行政の公衆衛生担
当者に、医療従事者が疾病の発生を知らせるシステムで、保健施
設にどれくらいの医薬品が残っているかの在庫状況も知らせるこ
とができ、医薬品不足を回避できるようになっている。またウガ
ンダにはU-report（ユー・レポート）というテキスト・メッセー
ジ・サービスがあり、一般の人たちがサービスの提供に関して匿
名で苦情を寄せることができる。

その他にも、衛星画像、交通センサー、ソーシャル・メディア、
ブロゴスフィア、オンライン検索ツール、モバイル・バンキング、
ホットライン・サービスなど、忙しい現代生活に対応したツール
があり、有用な情報を得る努力が行われている。「ビッグ・デー
タ」の中から有用な情報を掘り出し、政策立案者に対して、人々
の福祉や健康についての有用な情報を提供したり、脆弱なところ
に焦点を置く手助けをしているのである。

ツールや手法が異なっているのは、異なる目的のために使うから
である。リアルタイムのデータを収集する革新的な技術が、グロー
バルなイニシアティブのモニタリングに適合しているとは限らな
い。これは、国と国との比較、長い時間をかけて比較したデータ、
それも標準化された書式のデータが必要だからである。しかし、
上記に挙げた試みは現地レベルでの問題解決に寄与する可能性も
有しているのである。

シリア難民を受け入れているヨルダンのザータリ難民キャンプで、蛇口から水を飲む少女.
©.UNICEF/NYHQ2013-0667/Shehzad.Noorani
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バルな形で目標設定が強化された。ミレニアム
開発目標には特定の目標値が設定され、2015
年までモニタリングを要することになったので
ある。.

画期的ともいえる、国際公共政策でのこの出来
事は、なんとしてでも子どもの権利を守ろうと
する意思の表れであった。しかし、進捗状況を
把握し、以後の方向性を決めるには、データが
必要であった。それも、各国間や経年で比較で
きるデータである。ユニセフは、保健分野のミ
レニアム開発目標の実現に向けて、世界の進捗
状況をまとめる役割を担った。

モニタリングには、国家機関、多国間組織、機
関間組織、大学やNGO（非政府組織）など多
くの組織が関わっている。ユニセフは、複数指
標クラスター調査（MICS）を開発し、これは
各国の統計局が実施している。

モニタリングの重要性はいくら強調しても強調
しすぎることはない。それは政治的舞台で確約
された事柄が、子どもたちの生活の場である各
家庭、診療所、学校や路上においていかに尊重
されているかを示してくれるからである。モニ
タリングにより、信頼できるデータが効果的に
発信され、賢明に利用されれば、権利の否定が
そのまま見過ごされることはなくなるはずで
ある。

語られない物語を伝える
統計に含まれてはじめて、子どもたちは目に見
える存在となる。その存在が認識されることに
より、子どもたちが抱えるニーズに対処し、権
利を前進させることが可能となる。

例えば、2010年にコンゴ民主共和国で実施さ
れたMICSでは、子どもの出生登録が28％に
とどまっていることがわかった。ユニセフの「公
平性のある成果を目指すモニタリング・システ
ム（Moni to r ing . o f . Resu l ts . fo r . Equ i ty.
Systems）」の枠組みに則した迅速調査では、「公
式なアイデンティティを保持する権利」が確保
されないことは、保健、教育、その他のサービ
スへのアクセスが断たれるなど、さらなる剥奪
を引き起こすことが明らかとなった。

コミュニティを巻き込んで作成・実施された行動
計画は出生登録の急増につながった――ある地
区の出生登録は、2012年６月の６％から2012
年12月には41％になった。妊産婦も恩恵を受
けた。少なくとも４回にわたり出産前ケアを受
けた妊産婦の割合は、６カ月前はわずか16％
であったのが58％に達した15。

しかしながらすべての子どもがデータに反映さ
れているわけではなく、またデータに反映され
ないということは永続的に見えない存在、声の

（６ページからのつづき）

これに対して最富裕層で
は56％が出生登録されて
いる。

４％

タンザニアの最貧困層で、
出生登録される子どもは
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ない存在であり続けるということ以外の何物で
もない。これは子どもにさらに大きなリスクを
負わせることになる。データから取りこぼされ
たり、見過ごされがちになる集団は、施設や一
時的な住居に住む子どもたち、こう留されてい
る子どもたち、路上で生活したり働いたりして
いる子どもたち、障がいのある子どもたち、人
身売買された子どもたちや移民、国内避難民や
難民の子どもたち、そして遠隔地に住んでいる、

あるいは遊牧や牧畜の生活様式を続ける少数民
族の子どもたちである16。
.
こうした子どもたちの多くは何重もの差別と剥
奪を経験している。収集されたデータをさらに
分析し、例えば障がいやこう留、移民などの理
由による差別・剥奪が、豊かさ、性別、居住地
域に起因することを明らかにせねばならない。

ヨルダンのラムサにある施設で、お絵かきのプログラムに参加する
シリア難民の子どもたち
©.UNICEF/NYHQ2012-0197/Giacomo.Pirozzi
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数値と言葉が示すもの

以前は対象とされていなかった子どもたちに関
してもデータ収集の範囲を広げる努力がなされ
ている。その例として、ユニセフと「障がい者
の統計に関するワシントン・グループ」に属す
るパートナー団体は、障がいのある子どもたち
を見つけ出し、彼らが直面するさまざまな剥奪
の実態を把握するためのツールを開発してい
る18。.

その他にも、最近まで政策立案者がその重要性
をほとんど顧みなかった子どもの早期ケアのよ
うに、これまで見過ごされてきたものの中には、
より大きな関心を向けるべき問題がある。神経
生物学的研究によると、子どもが小さい頃に受
けた悪い影響は、おとなになってからも引きず
ることが分かっている。例えば、小さいうちに
健康・栄養状態に問題がある子どもは、これが
学習能力に影響し、引いてはその後の生計を立

量的データとは、例えば学校に就学する子どもの割合、ある病気の発
生件数、若者がHIVにさらされるリスクを減少させるための知識がど
れだけあるかなど、あらゆる事象を表す数値をいう。一方、質的デー
タは掘り下げた内容の面接調査や観察、または写真や地図などの視覚
的情報からとったデータである。

量的データは世帯構成員の宗教・民族的背景と職業、住居の部屋数、
床・屋根・壁などに使用されている素材について尋ねたり、電気が通
じているか、ベッド・テーブル・自転車などをもっているかどうか、
またその世帯が土地や家畜を所有するかなど「豊かさ」のような基礎
的指標の作成に用いられる。子どもたちが諸権利全般を享受している
かどうか、格差を測る際に使用されている豊かさの五分位数はこの合
成指標に基づくものである17.。

量的データと質的データは相互に補完しあうことで、子どもの現実的
な状態についての詳細部分や微妙な部分を提示してくれる。その一例

として、エチオピア、インド、ペルーおよびベトナムで長期にわたり
行われた子どもの貧困研究『ヤング・ライブズ（Young.Lives）』を挙
げることができる。同研究は１万2,000人の子どもについての世帯調
査（３年毎に実施）に、インタビューや子どもの日記、子どもたち自
身が案内する自宅周辺地域の視察などによる事例研究を組み合わせて、
子どもが置かれた社会経済的状況やサービスへのアクセスを聞き出し、
子どもがどのように時間を過ごし、今の自分があるのはどうした経験
があったからだと思うのか、またそれについてどのように感じ、どの
ような目標を達成したいと願っているのかなど、広範囲にわたるテー
マを掘り下げている。

世帯調査データからは子どもの状況が見えて来ると共に、事例研究に
基づく質的データからは、ひとりの子どもの視点を通して、子どもた
ちの生活に影響を及ぼす特定の問題点が見えてくるのである。
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てる能力も損なわれる可能性がある19。

表14で扱われている「子どもの早期ケア」のデー
タはMICSがこのテーマについての世帯調査を
開始した2000年から徐々に蓄積されたもので
ある。それでも、これらについて信頼のおける
データをもつ国の数は、他の表で扱われている
既存のテーマに関するデータの場合と比べて３
分の１にとどまっている。

問題の中には、例えば子どもへの暴力や女性性
器切除/カッティングのような有害な因習など、
デリケートな性質のものがあり、データ収集を
難しくしている。調査の対象であったり調査に
参加していたりする子どもの安全を確保するた
め、慎重さも求められる。

2011年、国連子どもの権利委員会は子どもへ
の暴力の根本的原因に関するデータが存在しな
いことを指摘した20。そのため、不足データを
集める努力がなされている。政府、ユニセフ、
その他の関係者たちが、国レベルあるいは多国
間での調査を開発、実施しているのである。そ
の例としてはカンボジア、ハイチ、ケニア21、
マラウイ、タンザニア22.ならびにジンバブエ
で最近行われた調査が挙げられる。さらに多く
の国々が、子どもに対する暴力に関する調査を
実施する予定である。

女性性器切除/カッティングに関しても新た
なデータが収集されている。2013年、ユニ
セフは、15歳未満の女子に関する新たなデー
タのほか、女性性器切除/カッティングの実
施率が最も高い29カ国のデータを要約・分
析した最初の報告書を発行した23。国連総会
は前年、女性性器切除/カッティングの廃止
に向けたグローバルな取り組みの強化を要請
した決議を行っているが、ユニセフはこの動
きを実現するための有用なツールを提示した
ことになる。同決議は、統一された手法と基
準のもとにデータを収集すべきだと強調して
いる25。子どもたちの状況の前進により調査
研究の領域の拡大も可能となった。より多く
の子どもたちが５歳の誕生日を生きて迎えら
れるようになり、多くの家族や国々がより豊
かになったことで、調査の着眼は生存や基礎
保健の先を見据え、子どもの発達や生活の質
に貢献する多くの要因まで含むようになった。

行動の根拠となる事実

子どもの権利と幸福は、ミレニアム開発目標
の達成期限である2015年以後も国際社会が
設定する目標の中心にあるべき事柄である。

価値ある目標が設定され、それが達成される
か否かを左右する要因は様々であろうが、そ
の中でも重要なのが、開発に関する意思決定

ウクライナでは、自
宅に本がある子ども

は、裕福な子ども
（99%）、貧しい
子ども（93%）と、

ほぼ同じ割合である。

（16ページにつづく）
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“近隣の地域には多くの
支援が必要なため、私
たちの声を聴いてもら
う必要があったのです”

――  キャサリン、17歳。アルゼンチ
ンのデジタル・マッピング・プ
ロジェクトに若者たちが参加し
た理由を聞かれて
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ハイチ、ポルトープランスにて、放置自動車の位置情報付き写真の撮影準備をする若者たち
.©.UNICEF/NYHQ2012-0915/Marco.Dormino

変革を促す子どもたち
子どもの生活は子どもたち自身が一番よく分かっている。子ども
たちは、その声を聴いてもらう機会さえ提供されれば、物事の根
拠を立証したり補強することができ、有用な知識をもたらすこと
ができる。子どもたちはまた、調査研究によって得た知識を活用
し、自分たちのコミュニティに変化をもたらす力ももっている。

その一例として、2012年のモンスーンの頃、事故防止策をしてい
なかった灌漑地域で多くの子どもが溺死したインドのカルナータ
カ州クンダプーラの事例が挙げられる。子どもの人権擁護を推進
する非政府組織（NGO）CWC（Concerned.for.Working.Children=
働く子どもたちを守る）の報告によれば、その雨害の中を生き延
びた子どもたちは、この死亡事故を教訓にコミュニティ内にある
危険区域を示す地図作りに取り組んだという。その過程で彼らは、
灌漑用の池や水路の多くは、子どもたちが頻繁に通行する道のす
ぐ脇に、地方政府への申請なく作られていたことに気づいたので
ある。その発見により、安全柵、看板・標識、その他、灌漑用池
に子どもたちが入り込まないようにする、低価格の安全対策が義
務付けられた。2012年、それ以降の新たな事故は報告されず、ま
た2013年のモンスーンでも、人口37万7,000人を超える同コミュ
ニティでの事故報告は１件もなかった。

データ収集における革新は子どもの参加に新たな道を開いている。
ユニセフ、マサチューセッツ工科大学、PLOTS（Public.Laboratory.
for.Open.Technology.and.Science=開かれた技術と科学のための
公共研究所）.およびInSTEDD（Innovative.Support.to.Emergencies,.
Diseases.and.Disasters=緊急、疾病、災害への革新的支援）.は共
に、モバイルアプリケーションを活用し、リアルタイムでデータ
収集が出来るマッピング・プラットフォームの開発に取り組んで
いる。ブラジルのリオデジャネイロとハイチのポルトープランス

にある低所得コミュニティでは、若者たちが地理情報システム
（GIS）アプリを搭載した携帯電話を用いて、位置情報付きの写真
を撮影し、地域の問題を記録してきた。リオデジャネイロでは、
こうした自警活動が、山積みされたゴミの撤去や橋の修復という
成果につながった。リオデジャネイロとポルトープランスの若者
たちによる活動は現在も継続されており、2013年後半までに、こ
のプログラムはアルゼンチンのブエノスアイレスまで広がってい
る24。

これらは、子どもたちにとって意味がある成功例といえる。子ど
もたちはデータを活用し、彼らが属するコミュニティ全体が利用
するインフラ設備やサービスの向上を図っているだけでなく、彼
ら自身の状況をも改善しているからである。その過程で、子ども
たちはエビデンスのもつ力を学ぶとともに、自分自身の権利のた
めに声をあげる自信も獲得しているのである。

以上の事例は、重大でありながらも比較的取り組みやすい問題で
ある。これとは違い、虐待などの問題では、困難を要することも
多く、そうした場合は子どもたちを保護する必要もある。調査研
究に参加する子どもたちは、知と変革の担い手であると同時に、
弱く、支えを必要とする存在でもある。子どもたちは安全だと感
じ（実際に安全でなければならない）、耳を傾けてもらえると感じ
なければならない。したがって、参加型調査研究に携わるおとな
は子どもたちの安全とプライバシーを守る義務を負っているので
ある。虐待された経験を打ち明けた子どもが加害者による報復の
危険にさらされること、あるいは心に傷を残す衝撃的な出来事を
経験した子どもが、必要以上にその出来事について話すよう無理
強いされることがあってはならない。リスクを冒すに価するのは、
それが子どもたちに利益をもたらす場合のみである。
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を行う人たちが根拠となる事実に留意し、
貧しく、排除された子どもたちやコミュニ
ティの声に真摯に耳を傾けられるか否かで
あろう。

幸い、意思決定者たちには、世帯調査によ
り重要な証拠が提示されている。世帯調査
は多くの人々を対象としており、彼らの実
際の経験を基に、信頼性が高く、標準化さ
れた比較可能なデータがとられているから
である。調査研究、その結果に行われるア
ドボカシー活動への子どもや若者の参加が
増加しつつある。

子どもや彼らが所属するコミュニティには、
自分自身の生活に関する情報を提供され、
生活に影響を及ぼす決定に参加する権利が
ある。情報を得る権利と参加する権利はそ
れ自体、人々が求めるべき重要な権利なの
である。これらは開発プログラムをより効
果的にするものでもある。データは決定の
根拠となり、行動を評価するもととなる。
そして、情報と参加は人々に変化を求める

ための力を与え、履行責任者たちに実施を促
すことができるのである。

排除をなくすには、包括的なデータをもたな
ければならない。子どもやその家族がどのよ
うな剥奪を経験しているのか、データ収集の
範囲、利用可能性、信頼性を向上させるため、
データの収集・分析ツールは常時修正され、
また新たに開発されている。これには持続的
な投資とコミットメントが必要である。

データは子どもたちの状況が前進しつつある
ことを示してくれる一方で、いまだ格差が残
ることをも示している。データは最も大きな
危険にさらされている子どもたち、すなわち
存在が見えてこない、社会の支援が届いてい
ない子どもたちがいることも示している。す
べての子どもがその権利を完全に享受する機
会を確実に与えられるか否かは、官界から草
の根にいたるまでのあらゆるレベルの意思決
定者にかかっているのである。

グアテマラのコバン市の保健所で娘に母乳を与え
る女性と保健師
.©.UNICEF/NYHQ2012-2245/Susan.Markisz

ブルキナファソでは、女性性器切除/カッティングを受けた 

15～49歳の女子および女性は76％にのぼるが、この慣習
が続くことを望んだのはわずか９％であった26。

（13ページからのつづき）
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ウ ガ ン ダ の ム ラ ゴ 病 院 で 携 帯 届 出 シ ス テ ム
（MobileVRS）により発行された出生証明書と子
ども
©.UNICEF/UGDA201300588/.Michele.Sibiloni



指標の一例と、その指標から分かる子どもの生活状況
❶.低体重/発育阻害/消耗症：栄養状態が良
好な子どもは、学習成果があがり、おとなに
なるまで健康に育ち、自分自身に子どもがで
きた場合も、その子によりよい人生のスター
トを切らせることができる。子どもが栄養不
良かどうかは、年齢相応の体重や身長に成長
しているか、身長相応の体重があるかどうか
で見分けることができる。

❷.殺虫剤処理を施した蚊帳の使用：この蚊
帳はマラリア予防に重要な役割を担っている。
毎晩就寝時にこの蚊帳を使用することで５歳
未満の子どもの死亡数を約20％減少させる
ことができる。..

❸.暴力的なしつけ：親や、子どもの面倒を
みる人たちの多くは、いまだに体罰や精神的
な威圧でもって子どもの行いを正そうとする
が、これは子どもの人権の侵害である。

❹.改善された飲用水源と衛生設備を利用す
る人：人々には安全で十分な飲料水と衛生設
備を手に入れる権利がある。これらが欠如す
ると、死や疾病につながる可能性があり、そ
の傾向は特に子どもたちに多く見られる。汚
染された飲料水、衛生設備の欠如、不衛生な
環境に起因する下痢性疾患によって、毎日、
平均1,400人以上の子どもたちが命を失って
いる。.

❺.出生登録：すべての子どもには「アイデ
ンティティ（身元関係事項）を保持する権利」
がある。出生登録をしていない場合、他の子
どもと同等のサービスや保護を受けられない
可能性がある。

❻. 予防接種の実施：ジフテリア、百日咳、
破傷風、小児結核、ポリオおよびはしかの予
防接種は何百万人もの命を救い、数え切れぬ
ほどの子どもたちを疾病と障がいから守り、
貧困の削減に貢献してきた。これは公衆衛生

分野の中でも、最も重要で費用効率の高い支
援のひとつである。

❼.完全母乳育児：生後６カ月までの乳児に
とって必要な栄養はすべて母乳でまかなえる。
完全母乳育児は乳児に理想的な栄養を提供で
きるばかりではない。完全母乳育児のもとで
育った子どもは、下痢や急性呼吸器感染症（肺
炎）、その他の疾病により死亡する確率が大
幅に低い。また母乳育児は、乳児の免疫シス
テムを支えることも分かっており、おとなに
なってからも、肥満や糖尿病といった慢性疾
患から身体を守るとされている。

❽.肺炎および下痢に対するケア：肺炎や下
痢は子どもの命を奪う主要な疾患である。
2012年に亡くなった推定660万人の５歳未
満児のうち、17％は肺炎、９％は下痢によ
るものであった。亡くなった子どもの多くは、
最も貧しい国や地域、そして社会の中でも最
も不利な立場にある子どもたちの間に集中し
ていた。ところが、肺炎や下痢の治療費は決
して高くなく、治療効果も高いのである。

❾.HIVについての包括的な知識：2012年に
新たにHIVに感染した人々の約３分の１は、
15～24歳の若者であった。若者には「知る
権利」があり、それをもって自らを守ること
ができなければならない。

�. 専門技能者が付き添う出産：2010年に
30万人の妊産婦が命を失い、2012年に１カ
月未満の新生児が300万人近く亡くなった原
因には、妊娠中および分娩時のケアの不足が
あげられる。母親と新生児の双方にとって最
良の結果を出すには、専門技能をもった医師、
看護師あるいは助産師が出産に付き添うべき
である。

�.初等および中等教育への就学：数十年に
わたって数々の約束が表明され、その履行が

再確認されてきたのにも関わらず、2011年
には初等教育就学年齢にあたる約5,700万人
あまりの子どもが就学することができず、質
の高い教育を受ける権利を享受できていな
かった。世界全体では、中等教育就学年齢で
中等学校に在籍している子どもは男子では
64％、女子では61％にとどまり、これが後
発開発途上国では男子で36％、女子で30％
となっている。　.

�.若者および成人の識字率：基礎的な読み
書き・計算能力は個人の幸福と社会の発展に
不可欠なものである。

�.児童労働：多くの子どもは家計を助ける
ために危害や搾取を伴わない方法で就労して
いる。しかし、その他の何百万人もの子ども
たちが教育の機会や喜び溢れる子ども時代を
奪われ、身体・精神面で健全に発達する権利
を侵害されるような労働条件下で働かされて
いる。

�. 情報メディアの利用：情報メディアは、
子どもや若者たちが、自らの考えを表現し、
他者とつながる機会がもてるよう、情報や機
会を提供している。しかし、他方では、不適
切な内容や好ましくない接触の機会を、子ど
もたちに提供してしまうこともある。

�.10代の妊娠：若年期の妊娠は、まだ体が
成長しきっていない少女の健康や将来への展
望を阻害することがある。学校教育を修了で
きなかったり、経済的自立が可能な仕事に就
けなくなったりして、若年期に出産した女性
たちは、自らの子ども共々、貧困から抜け出
せなくなる可能性がある。
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概要
　以下は、国・地域（countries.and.territories）、並びに、世界の
それぞれの地域（regions）での、子どもの生存、発達、保護に関
する最新の統計を掲載したものである。

　ここに示した統計テーブルは、国際的に合意された子どもの権
利や発達に関連する目標や協定の実現に向けて、進展・結果を求
め努力をしているユニセフの支えとなるものでもある。ユニセフは、
ミレニアム開発目標（MDG）やその指数はもとより、ミレニアム
宣言の中の子どもに関する目標がきちんと達成されているかどうか、
モニタリングをする役割を担う主導機関となっている。また、こ
れらの目標や指数をモニタリングする役割を担う国連としての仕
事の中でも、ユニセフは主要なパートナーとなっている。

　統計は、国別や経年別にも比較可能となるよう最大限の努力が
払われている。しかしながら、国レベルのデータは、データ収集
の方法、推計値の算出方法、対象となる人口などが異なる可能性
がある。また、ここに掲載されたデータは、年々進化する手法、
時系列データの見直し（例えば、予防接種、妊産婦死亡率）、そし
て地域の分類変更などの影響を受けている。さらには、年単位で
のデータ比較を可能にする指数が、ものによっては得られていな
いことがある。そういう意味では、これまでに出版された「世界
子供白書」とのデータ比較は推奨できない。

　本書に掲載されている数値は、ウェブサイト<www.unicef.org/
sowc2014>とユニセフの世界統計データベース<www.childinfo.
org>に掲載されている。最新版の統計表のほか、出版後の更新情
報および正誤表についても、上記ウェブサイトを参照されたい。

データについての一般的留意事項
　以下の統計表に示したデータは、ユニセフのグローバル・デー
タベースから取得したものであり、定義と出典のほか、必要に応
じて脚注も添えられている。統計表を作成するにあたっては、複

数指標クラスター調査（MICS）や人口保健調査（DHS）など、関
係機関の推計値と国別世帯調査を用いた。他の国連機関のデータ
も使用されている。今年の統計表に示したデータには、2013年８
月現在入手可能なデータが全般的に反映されている。手法とデー
タ出典に関する詳細な情報は、<www.childinfo.org>に掲載されて
いる。

　本書には、2012年版『世界人口予測（World Population Prospects: 
The 2012 Revision）』と2011年版『世界都市化予測（World Urbanization 
Prospects: The 2011 Revision）』（国連経済社会局発行）から得
た最新の人口推計と将来推計も含まれている。近年になって災害
にあった国は、データの質が低下しやすい。その可能性が特に高
いのは、国の基本インフラの破壊や大規模な人口移動が生じた国
である。

複数指標クラスター調査（MICS）：ユニセフは、MICSを通して、
信頼性が高く国際比較が可能なデータを各国が収集するのを支援
している。1995年以来、100を超える国と地域において約250件
の調査が実施されてきた。第５回MICS調査が40カ国以上で進行
中である。MICSは、ミレニアム開発目標（MDGs）など、子ども
たちのための国際的に合意がなされた開発目標の達成に向けた進
捗状況をモニタリングするための最大級のデータ源である。これ
らのデータの詳細な情報は、<www.childinfo.org/mics.html>に掲
載されている。

子どもの死亡率に関する推計値
　ユニセフは、死亡率に関する推計値（新生児死亡率、乳児死亡率、
５歳未満児死亡率、５歳未満児死亡数＜全体および男女別＞など）
を参照年２年分以上について、『世界子供白書』に毎年掲載している。
これらの数値は、本書の制作段階で入手可能な最良の推計値であり、
国連の「死亡率推計に関する機関間グループ」（IGME）の作業に
基づくものである。同グループには、ユニセフ、世界保健機関

（WHO）、世界銀行、および国連人口局が参加している。IGMEは、
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 ５歳未満児死亡率（出生 1,000人あたり）

 ユニセフによる地域グループ 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

 サハラ以南のアフリカ 242 216 199 185 177 170 155 130 106 98

　東部・南部アフリカ 209 190 186 172 163 155 139 111 85 77

　西部・中部アフリカ 274 245 217 203 195 189 174 151 127 118

.中東と北アフリカ 202 165 126 90 71 61 50 41 32 30

.南アジア 211 193 170 149 129 111 94 78 65 60

.東アジアと太平洋諸国 114 92 75 63 58 51 41 30 23 20

.ラテンアメリカとカリブ海諸国 118 102 84 67 54 43 32 25 23 19

 CEE/CIS＊ 97 74 68 55 47 47 36 27 21 19

 後発開発途上国 238 227 209 188 172 156 138 114 93 85

 世界 145 128 116 99 90 85 75 63 52 48

 ５歳未満児死亡数（単位：100 万人）

 ユニセフによる地域グループ 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

.サハラ以南のアフリカ 3.1 3.2 3.4 3.5 3.8 4.0 4.1 3.8 3.4 3.2

.　東部・南部アフリカ 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.2

.　西部・中部アフリカ 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0

.中東と北アフリカ 1.3 1.1 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

.南アジア 5.8 5.6 5.5 5.1 4.7 4.0 3.4 2.8 2.2 2.1

.東アジアと太平洋諸国 4.7 3.5 2.3 2.5 2.5 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6

.ラテンアメリカとカリブ海諸国 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2

.CEE/CIS＊ 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

.後発開発途上国 3.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.5 3.4 3.0 2.6 2.4

 世界 17.1 15.3 13.8 13.2 12.6 10.9 9.7 8.2 7.0 6.6

＊中部・東部ヨーロッパ、独立国家共同体

新たに入手可能となったデータを詳細
に検討し、死亡率の推計値を毎年更新
している。この検討作業によって、以
前報告された推計値の改訂が必要とな
ることが多い。したがって、各年版の『世
界子供白書』で報告されている推計値
は比較できない場合があり、死亡率の
経年変化を分析する目的で使用しては
ならない。ただし、1970～2012年の
５歳未満児死亡率に関しては、ユニセ
フの国分類や地域分類に基づき、比較
可能な推計値を23ページにまとめてい
る。最新のIGME推計値に基づく1970.
～2012年（1970年、1990年、2000
年および2012年）の各国の死亡率指標
は表10に示されているほか、<www.
childinfo.org> と <www.childmortality.
org>にも掲載されている。
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シエラレオネ 182 1
アンゴラ 164 2
チャド 150 3
ソマリア 147 4
コンゴ民主共和国 146 5
中央アフリカ共和国 129 6
ギニアビサウ 129 6
マリ 128 8
ナイジェリア 124 9
ニジェール 114 10
コートジボワール 108 11
ブルンジ 104 12
南スーダン 104 12
ブルキナファソ 102 14
ギニア 101 15
赤道ギニア 100 16
レソト 100 16
アフガニスタン 99 18
コンゴ 96 19
トーゴ 96 19
カメルーン 95 21
ベナン 90 22
モザンビーク 90 22
ジンバブエ 90 22
ザンビア 89 25
パキスタン 86 26
モーリタニア 84 27
ジブチ 81 28
スワジランド 80 29
コモロ 78 30
ハイチ 76 31
リベリア 75 32
ガンビア 73 33
ケニア 73 33

以下のリストは、子どもの福祉の極めて重要な指標のひとつである５歳未満児死亡率（U5MR、
出生1,000人あたりの死亡数であらわす）の2012年の推定値が高かった順に各国・地域を配列
したものである。30ページ以降の統計表では、英語名のアルファベット順に配列してある。

国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位 国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位

５歳未満児死亡率の順位（高）

スーダン 73 33
ガーナ 72 36
ラオス 72 36
マラウイ 71 38
ウガンダ 69 39
エチオピア 68 40
パプアニューギニア 63 41
ガボン 62 42
キリバス 60 43
セネガル 60 43
イエメン 60 43
マダガスカル 58 46
タジキスタン 58 46
東ティモール 57 48
インド 56 49
ルワンダ 55 50
タンザニア 54 51
ボツワナ 53 52
サントメ・プリンシペ 53 52
トルクメニスタン 53 52
エリトリア 52 55
ミャンマー 52 55
ブータン 45 57
南アフリカ 45 57
ネパール 42 59
バングラデシュ 41 60
ボリビア 41 60
カンボジア 40 62
ウズベキスタン 40 62
ミクロネシア連邦 39 64
ナミビア 39 64
マーシャル諸島 38 66
ナウル 37 67
アゼルバイジャン 35 68

ガイアナ 35 68
イラク 34 70
グアテマラ 32 71
インドネシア 31 72
モロッコ 31 72
ソロモン諸島 31 72
フィリピン 30 75
ツバル 30 75
朝鮮民主主義人民共和国 29 77
モンゴル 28 78
ドミニカ共和国 27 79
キルギス 27 79
ニウエ 25 81
ニカラグア 24 82
エクアドル 23 83
ホンジュラス 23 83
セントビンセント・グレナディーン 23 83
パレスチナ 23 83
ベトナム 23 83
カボヴェルデ 22 88
フィジー 22 88
パラグアイ 22 88
エジプト 21 91
パラオ 21 91
スリナム 21 91
トリニダード・トバゴ 21 91
アルジェリア 20 95
グルジア 20 95
ヨルダン 19 97
カザフスタン 19 97
パナマ 19 97
バルバドス 18 100
ベリーズ 18 100
コロンビア 18 100

５歳未満児死亡率の順位
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国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位 国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位 国と地域　

U5MR
（2012）
値 順位

イラン 18 100
ペルー 18 100
モルドバ 18 100
セントルシア 18 100
サモア 18 100
バヌアツ 18 100
アルバニア 17 109
バハマ 17 109
ジャマイカ 17 109
アルメニア 16 112
エルサルバドル 16 112
メキシコ 16 112
チュニジア 16 112
リビア 15 116
モーリシャス 15 116
シリア 15 116
ベネズエラ 15 116
アルゼンチン 14 120
ブラジル 14 120
中国 14 120
グレナダ 14 120
トルコ 14 120
ドミニカ 13 125
セーシェル 13 125
タイ 13 125
トンガ 13 125
ブルガリア 12 129
オマーン 12 129
ルーマニア 12 129
クック諸島 11 132
クウェート 11 132
モルディブ 11 132
ウクライナ 11 132
アンティグア・バーブーダ 10 136

バーレーン 10 136
コスタリカ 10 136
ロシア連邦 10 136
スリランカ 10 136
チリ 9 141
ラトビア 9 141
レバノン 9 141
マレーシア 9 141
セントクリストファー・ネーヴィス 9 141
サウジアラビア 9 141
ブルネイ 8 147
スロバキア 8 147
アラブ首長国連邦 8 147
ボスニア・ヘルツェゴビナ 7 150
マルタ 7 150
カタール 7 150
セルビア 7 150
旧ユーゴスラビア・マケドニア 7 150
米国 7 150
ウルグアイ 7 150
キューバ 6 157
ハンガリー 6 157
モンテネグロ 6 157
ニュージーランド 6 157
オーストラリア 5 161
ベラルーシ 5 161
カナダ 5 161
クロアチア 5 161
ギリシャ 5 161
リトアニア 5 161
ポーランド 5 161
スペイン 5 161
英国 5 161
オーストリア 4 170

ベルギー 4 170
チェコ 4 170
デンマーク 4 170
エストニア 4 170
フランス 4 170
ドイツ 4 170
アイルランド 4 170
イスラエル 4 170
イタリア 4 170
モナコ 4 170
オランダ 4 170
ポルトガル 4 170
韓国 4 170
スイス 4 170
アンドラ 3 185
キプロス 3 185
フィンランド 3 185
日本 3 185
ノルウェー 3 185
サンマリノ 3 185
シンガポール 3 185
スロベニア 3 185
スウェーデン 3 185
アイスランド 2 194
ルクセンブルク 2 194
バチカン – –
リヒテンシュタイン – –

５歳未満児死亡率の順位（低）

いまだに毎日約1万8,000人の５歳未満児が
命を失っている
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国と地域の分類
14の統計表の末尾に掲げられた平均値は、以下のように分類され
た国・地域のデータを用いて算出されている。

サハラ以南のアフリカ
東部・南部アフリカ；西部・中部アフリカ；ジブチ；スーダン

東部・南部アフリカ
アンゴラ；ボツワナ；ブルンジ；コモロ；エリトリア；エチオピア；
ケニア；レソト；マダガスカル；マラウイ；モーリシャス；モザンビー
ク；ナミビア；ルワンダ；セーシェル；ソマリア；南アフリカ；南スー
ダン；スワジランド；ウガンダ；タンザニア；ザンビア；ジンバブエ

西部・中部アフリカ
ベナン；ブルキナファソ；カボヴェルデ；カメルーン；中央アフリ
カ共和国；チャド；コンゴ；コートジボワール；コンゴ民主共和
国；赤道ギニア；ガボン；ガンビア；ガーナ；ギニア；ギニアビサ
ウ；リベリア；マリ；モーリタニア；ニジェール；ナイジェリア；
サントメ・プリンシペ；セネガル；シエラレオネ；トーゴ

中東と北アフリカ
アルジェリア；バーレーン；ジブチ；エジプト；イラン；イラク；
ヨルダン；クウェート；レバノン；リビア；モロッコ；オマーン；
カタール；サウジアラビア；パレスチナ；スーダン；シリア；チュ
ニジア；アラブ首長国連邦；イエメン

南アジア
アフガニスタン；バングラデシュ；ブータン；インド；モルディ
ブ；ネパール；パキスタン；スリランカ

東アジアと太平洋諸国
ブルネイ；カンボジア；中国；クック諸島；朝鮮民主主義人民共和国；
フィジー；インドネシア；キリバス；ラオス；マレーシア；マーシャル諸
島；ミクロネシア連邦；モンゴル；ミャンマー；ナウル；ニウエ；パラ
オ；パプアニューギニア；フィリピン；韓国；サモア；シンガポール；ソ

ロモン諸島；タイ；東ティモール；トンガ；ツバル；バヌアツ；ベトナム

ラテンアメリカとカリブ海諸国
アンティグア・バーブーダ；アルゼンチン；バハマ；バルバドス；ベ
リーズ；ボリビア；ブラジル；チリ；コロンビア；コスタリカ；キュー
バ；ドミニカ；ドミニカ共和国；エクアドル；エルサルバドル；グレ
ナダ；グアテマラ；ガイアナ；ハイチ；ホンジュラス；ジャマイカ；
メキシコ；ニカラグア；パナマ；パラグアイ；ペルー；セントクリス
トファー・ネーヴィス；セントルシア；セントビンセント・グレナ
ディーン；スリナム；トリニダード・トバゴ；ウルグアイ；ベネズエラ

CEE/CIS
アルバニア；アルメニア；アゼルバイジャン；ベラルーシ；ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ；ブルガリア；クロアチア；グルジア；カザフ
スタン；キルギス；モンテネグロ；モルドバ；ルーマニア；ロシア
連邦；セルビア；タジキスタン；旧ユーゴスラビア・マケドニア；
トルコ；トルクメニスタン；ウクライナ；ウズベキスタン

後発開発途上国・地域
［国連後発開発途上国・内陸開発途上国・小島嶼開発途上国担当上
級代表（UN-OHRLLS）によって「後発開発途上」と分類された国
と地域］：アフガニスタン；アンゴラ；バングラデシュ；ベナン；ブー
タン；ブルキナファソ；ブルンジ；カンボジア；中央アフリカ共和
国；チャド；コモロ；コンゴ民主共和国；ジブチ；赤道ギニア；エリ
トリア；エチオピア；ガンビア；ギニア；ギニアビサウ；ハイチ；キ
リバス；ラオス；レソト；リベリア；マダガスカル；マラウイ；マリ；
モーリタニア；モザンビーク；ミャンマー；ネパール；ニジェール；
ルワンダ；サモア；サントメ・プリンシペ；セネガル；シエラレオネ；
ソロモン諸島；ソマリア；南スーダン；スーダン；東ティモール；トー
ゴ；ツバル；ウガンダ；タンザニア；バヌアツ；イエメン；ザンビア

特定の表に関する注記
表２　栄養指標
低体重・発育阻害・消耗症・過体重：ユニセフとWHOおよび世界銀行
は、各地域と世界の平均値の計算と推定、および傾向分析を行うため、
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身体測定データを一致させる処理を継続している。この一環として、低
体重（中度・重度）、発育阻害、消耗症、および過体重の蔓延率に関す
る各地域と世界のそれぞれの平均値は、M..de.Onis. 氏ほか著の

‘Methodology.for.Estimating.Regional.and.Global.Trends.of.Child.
Malnutrition’（International Journal of Epidemiology,.vol..33,.2004,.
pp..1260-1270）で触れられているモデルを基に算出された。データ収
集源の違い（入手可能となった新たな経験的データが盛り込まれている）
や統計方法の違いにより、これらの推計値はこれまでに発行されている

『世界子供白書』で報告されている平均値と比較できないこともある。
　
ビタミンAの補給：４～６カ月の間隔でビタミンAを年２回補給さ
れることが子どもたちにとって重要であることを強調するため、本
書ではビタミンAの補給について完全投与（２回以上）のみを報告
している。この指標を測定する直接的な方法がない場合には、統計
をとった年度の１回目および２回目の補給率のうち、低い数値（割
合）の推定値が「完全投与」として記載されている。

表３　保健指標
水と衛生：本書には飲料水と衛生設備の普及率の推計値も掲載され
ており、各値はWHOとユニセフの水と衛生共同モニタリング・プ
ログラム（JMP）から得ている。これらの値は国連による正式な推
計値であり、水と衛生に関するミレニアム開発目標の達成状況を測
定するために用いられる。JMPの調査方法と国別推計の完全な情報
は、<www.childinfo.org>と<www.wssinfo.org>で見ることができ
る。JMPの推計は、利用可能なすべての世帯標本調査と国勢調査に
線形回帰を用いて算出しており、最新の推計値が発表されるまでに
新たな追加データが出て来るため、JMP推計値は、あとから出て来
る値と比較してはならない。

予防接種：本書では、WHOとユニセフによる国別予防接種率の推
計値を記載している。これらは国連による正式な推計値であり、は
しか予防ワクチン接種率に関するミレニアム開発目標の達成状況を
測定するために用いられる。2000年以来、推計値は毎年１回７月
に更新されているが、その前には協議プロセスを設け、各国に報告
書の草稿を提示してレビューとコメントを求めている。このシステム

では新たな経験的データが組み込まれ、改訂版が毎年公表されるた
め、旧版から得た予防接種率とは比較できない。プロセスに関する
詳細は、<www.childinfo.org/immunization_countryreports.html>で
見ることができる。

報告された予防接種ワクチン６種の地域平均値は、以下のように算
出されている。
・.BCGに関しては、国の定期予防接種計画にBCGが組み込まれて

いる国のみ、地域平均値に含まれている。
・.DPT、ポリオ、はしか、B型肝炎、インフルエンザ菌b型（Hib）

ワクチンに関しては、すべての国が地域平均値に含まれている。
・.出生時の破傷風からの保護（PAB）に関しては、妊産婦および新

生児破傷風の流行地域のみ、地域平均値に含まれている。

下痢の治療：統計表には経口補水塩（ORS）による下痢治療のデー
タが盛り込まれている。ORSは子どもの生存に不可欠なため、ORS
の普及率をモニタリングすることは極めて重要である。その代わり
に過年度に使用されていた指標である経口補水療法および授乳・食
事の継続による対応を除外したが、いずれも<www.childinfo.org>
に引き続き掲載してある。

表４　HIV/エイズ指標
　2013年、国連合同エイズ計画（UNAIDS）は、WHO（世界保健
機関）が発表したHIV治療ガイドライン（おとなと子どもの治療、
HIV母子感染予防のための新しい治療方針を示している）の変更点
を反映する形で、全国レベル、国レベル、地域レベルでのHIV/エ
イズの推計値を発表した。また、HIV母子感染の推計値や感染した
子どもの生存率でもより確実性の高い推計値を発表した。さらに、
いくつかの国については、人口調査、拡張全国センチネルサーベイ
ランス・システム、およびプログラム・サービス統計から、従来よ
りも信頼性が高いデータを利用できるようになった。国連合同エイ
ズ計画は、この改良された手法に基づき、推定HIV感染率、エイズ
とともに生きる人々と治療を必要とする人々の数、エイズ関連の死
亡者数、新たなHIV感染件数、エイズを含むあらゆる原因で親を失っ
た子どもの数を、過去にさかのぼって推計している。傾向分析には、
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新しい推計値のみを使用することを推奨する。本書の統計表に示
されている新たなHIV/エイズ推計値は、国連合同エイズ計画の

“Report on the Global AIDS Epidemic, 2013”でも公表されてい
る。概して、『世界子供白書2014.統計編』に掲載されている世界
および地域別の数字は、これまでに公表された推計値と比較する
ことができない。HIV/エイズ推計値、統計方法、更新情報の詳細
については、<www.unaids.org>において見ることができる。

表８　女性指標
妊産婦死亡率（調整値）：2012年に公表された2010年の妊産婦死
亡率の調整値を表に示す。この「調整値」は、世界保健機関（WHO）、
ユニセフ、国連人口基金（UNFPA）、および世界銀行から成る「妊
産婦死亡に関する機関間グループ」（MMEIG）と独立した技術専
門家らによって算出された。ここでは、妊産婦死亡率を算出する
ために二重の方法を採用している。すなわち、誤分類や過少報告
を修正するため住民登録システムから得られる既存推定値を調整
したことと、妊産婦死亡率について信頼性が高い国レベルの推計
値がない国のために統計モデルを使って推定値を生成したことで
ある。このように調整された推計値は、国連機関間グループの過
去の推計値とは比較することができない。完全な報告書（1990
年、1995年、2000年、2005年、2010年の国別・地域別のすべ
ての推計値のほか、手法に関する詳細も含まれている）は、<www.
childinfo.org/maternal_mortality.html>に掲載されている。

表９　子どもの保護指標
出生登録：第2回および第3回複数指標クラスター調査（MICS2、
MICS3）から第4回（MICS4）にかけて出生登録の定義が変化した。
その後の回における比較可能性をもたせるため、MICS2およびMICS3
から引かれたデータはMICS4で用いられた指標の定義にしたがって計
算し直されている。したがって、ここで紹介する再計算を経たデータ
は国別のMICS2およびMICS3に掲載された推定値と異なりうる。

児童労働：表中の第４回MICS調査（MICS4、2009～2012年）
で得られたデータは、他国と比較できるように、MICS3調査で用
いられた指標定義に従って再計算されている。この定義では、水

汲みや薪集めといった活動は、経済活動ではなく家事に分類されて
いる。このアプローチのもとでは、５～14歳の子どもは、週28時
間以上にわたって水汲みまたは薪集めをしなければならない場合の
み、児童労働者と見なされることになる。

女性性器切除/カッティング（FGM/C）：0～14歳の女子に対する女
性性器切除の実施率のデータは技術上の理由から再計算されている
ため、原典である複数指標クラスター調査（MICS）および人口保健
調査（DHS）の国別報告書とは数値が異なりうる。詳しくはUNICEF,

“Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and 
exploration of the dynamics of change”,.New.York,.2013を参照。

子どもに対する暴力的なしつけ：2010年よりも前のユニセフ出版物
とMICS国別報告書で使われた推計値は調査世帯の重みを用いて算出
されたが、その重み付けではMICS調査の子どものしつけに関するモ
ジュールの管理について最終段階での子どもの選択が考慮されていな
い（子どものしつけに関するモジュールでは、２～14歳の子ども１人
の無作為な選択が行われている）。2010年１月には、最終段階での子
どもの選択を考慮する世帯の重み付けを用いることで従来よりも正確
な推定値を生成することが決定された。MICS3のデータは、この方法
で再計算された。2010年以降のすべてのユニセフ出版物（『世界子供
白書2014.統計編』を含む）では、改訂後の数値を用いている。

表10　進展の度合い
表10では、子どもの福祉における進展を示す主たる指標として、５
歳未満児死亡率（U5MR）が用いられている。1970年には毎年約
1,710万人の５歳未満児が命を落としていた。それに対し2012年
には、５歳の誕生日を迎える前に亡くなった子どもは推定660万人
であった。したがって、世界の５歳未満児死亡数が長い間に著しく
減少してきたことは明らかである。

U5MRは、子どもの福祉の物差しとして、いくつかの利点を備えている。
・.第一に、U5MRは開発の過程の結果を測定するものであって、就

学率、１人あたりのカロリー摂取率、人口1,000人あたりの医師
数のような「インプット」を測定するものではない。後者はいず
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れも目的達成の手段である。

・.第二に、U5MRは多種多様なインプットの結果であることが知ら
れている。例えば、肺炎治療の抗生物質、マラリア予防の殺虫剤
処理を施した蚊帳、母親の栄養状態と保健知識、予防接種や経口
補水塩療法の利用水準、母子保健サービス（妊産婦ケアを含む）
の利用可能性、家族の所得と食料の入手可能性、安全な飲料水と
基礎的衛生設備の利用可能性、子どもの環境の全面的安全性など
がある。

・.第三に、U5MRは、例えば１人あたりのGNIなどに比べ、平均値の
誤謬に影響を受けることが少ない。富裕層の子どもたちの所得が
1,000倍ということは人為的尺度ではあり得ても、そうした子ども
たちの生存可能性が1,000倍ということは自然尺度ではあり得ない
からである。言い換えれば、各国のU5MRは少数の富裕層による
影響を受けにくいため、大多数の子ども（および社会全体）の健康
状態を、完全には程遠いものの、より正確に描き出すことができる。

　U5MR低減の速度を評価するには、U5MRの年間削減率（ARR）
を算出すればよい。絶対的な変化を比較するのとは異なり、ARR
は、最初の値との差を反映した相対的な変化を測定する。

　５歳未満児死亡率が低くなれば、絶対的な低下のポイント数が同

じであっても削減率は大きくなる。したがってARRは、例えばU5MR
が絶対的に10ポイント低くなった場合、同じ期間において５歳未
満児死亡率が低かったほど、進展の度合いが高かったことを示す。
U5MRが1990年に100であったのが10ポイント下がり2012年に
90になった場合は10%の削減になり、これはARRが約0.5%削減
に相当する。一方、同じ10ポイントでも同期間中に20から10に下
がった場合は50%の削減になり、これはARRで言えば3.2%削減に
相当する（削減率がマイナスの場合は、期間内に５歳未満児死亡率
が増加したことを意味する）。

それゆえ、国内総生産の成長率と併せて用いると、U5MRとその削
減率は、いかなる国や地域で、いかなる期間においても、最も重要
な人間的ニーズの一部の充足に向けてどのような進展があったかが
わかる。

表10が示しているように、U5MRの年間削減率と１人あたり国内
総生産の年間成長率との間に固定的な関係は存在しない。ただし、
これら２つの指標を比較することで、経済的発展と人間開発の関連
性が浮き彫りにされるのである。

最後に、各国・地域の合計特殊出生率とその年間平均減少率も表10.
に示した。これにより、U5MRを大きく削減できた国の多くは、出
生率も大きく削減できていることがわかる。

-. データを入手できない。
ｘ. .年または期間を参照するデータ（列見出しで指定されている年または期

間は除く）。このようなデータは、地域別・世界全体の平均値の算出に
は含まれていない（断り書きのある場合を除く）。

ｙ. .標準的な定義とは異なるデータまたは国内の一部のみを参照するデータ。
言及されている参照期間内のデータである場合、そのデータは地域平
均や世界平均の算出に含まれている。

＊. .列見出しで指定されている期間内に利用できる直近年次を参照するデータ。
＊＊.中国を除く。

特定のデータ・ポイントの出典と年は、<www.childinfo.org>.において入
手できる。特定の表で使われている記号は、その表の脚注で説明されている。

記号の説明
以下の記号はすべての表に共通する。
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

アフガニスタン 18 176 99 102 95 120 71 36  29,825  1,053 103 570 x 61 ‒ ‒
アルバニア 109 43 17 18 15 37 15 8  3,162  40 1 4,090 77 97 ‒
アルジェリア 95 50 20 22 18 42 17 12  38,482  946 20 4,110 x 71 73 x 98
アンドラ 185 8 3 4 3 7 3 1  78 ‒ 0 d ‒ ‒ ‒
アンゴラ 2 213 164 171 156 126 100 45  20,821  934 148 4,580 51 70 86
アンティグア・バーブーダ 136 24 10 11 9 20 9 6  89  1 0 12,640 76 99 86
アルゼンチン 120 28 14 16 13 24 13 8  41,087  695 10 c 76 98 ‒
アルメニア 112 49 16 18 15 42 15 10  2,969  41 1 3,720 74 100 ‒
オーストラリア 161 9 5 5 4 8 4 3  23,050  305 2 59,570 82 ‒ 97
オーストリア 170 10 4 4 4 8 3 2  8,464  80 0 48,160 81 ‒ ‒
アゼルバイジャン 68 93 35 38 32 74 31 15  9,309  168 6 6,050 71 100 87
バハマ 109 23 17 18 16 20 14 8  372  6 0 21,280 x 75 ‒ 98
バーレーン 136 23 10 10 9 20 8 4  1,318  20 0 16,050 x 76 95 ‒
バングラデシュ 60 144 41 44 38 100 33 24  154,695  3,150 127 840 70 58 ‒
バルバドス 100 18 18 20 17 16 17 10  283  4 0 d 75 ‒ 95
ベラルーシ 161 17 5 6 5 14 4 3  9,405  103 1 6,530 70 100 92
ベルギー 170 10 4 5 4 8 3 2  11,060  129 1 44,990 80 ‒ 99
ベリーズ 100 43 18 20 16 35 16 9  324  8 0 4,180 x 74 ‒ 97
ベナン 22 181 90 93 85 109 59 28  10,051  371 32 750 59 29 x 92
ブータン 57 131 45 49 40 92 36 21  742  15 1 2,420 68 53 x 89
ボリビア 60 123 41 45 38 85 33 19  10,496  273 11 2,220 67 91 91
ボスニア・ヘルツェゴビナ 150 18 7 7 6 16 6 4  3,834  34 0 4,650 76 98 90
ボツワナ 52 48 53 58 49 38 41 29  2,004  48 3 7,720 47 85 87
ブラジル 120 62 14 16 13 52 13 9  198,656  3,009 42 11,630 74 90 ‒
ブルネイ 147 12 8 9 7 9 7 4  412  7 0 d 78 95 ‒
ブルガリア 129 22 12 13 11 18 11 7  7,278  70 1 6,870 73 98 100
ブルキナファソ 14 202 102 108 97 102 66 28  16,460  683 66 670 56 29 x 63
ブルンジ 12 164 104 111 98 100 67 36  9,850  443 43 240 54 87 ‒
カボヴェルデ 88 62 22 25 20 47 19 10  494  10 0 3,810 75 85 94
カンボジア 62 116 40 44 35 85 34 18  14,865  386 14 880 72 74 98
カメルーン 21 135 95 101 89 84 61 28  21,700  820 74 1,170 55 71 94
カナダ 161 8 5 6 5 7 5 4  34,838  391 2 50,970 81 ‒ ‒
中央アフリカ共和国 6 171 129 135 122 113 91 41  4,525  156 19 490 50 57 69
チャド 3 209 150 157 142 114 89 40  12,448  579 82 740 51 35 ‒
チリ 141 19 9 10 8 16 8 5  17,465  246 2 14,280 80 99 93
中国 120 54 14 15 13 42 12 9  1,377,065  18,455 258 5,740 75 95 100 z
コロンビア 100 35 18 20 16 29 15 11  47,704  912 16 6,990 74 94 90
コモロ 30 124 78 83 72 87 58 31  718  26 2 840 61 76 ‒
コンゴ 19 100 96 101 91 65 62 32  4,337  165 15 2,550 58 ‒ 93

基本統計表１



31

国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

クック諸島 132 25 11 12 9 21 9 6  21 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ 98
コスタリカ 136 17 10 11 9 14 9 7  4,805  74 1 8,740 80 96 ‒
コートジボワール 11 152 108 116 99 104 76 40  19,840  731 75 1,220 50 57 61
クロアチア 161 13 5 5 4 11 4 3  4,307  41 0 13,290 77 99 96
キューバ 157 13 6 6 5 11 4 3  11,271  108 1 c 79 100 98
キプロス 185 11 3 4 3 10 3 2  1,129  13 0 26,000 80 99 99
チェコ 170 15 4 4 3 13 3 2  10,660  118 0 18,130 78 ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 77 44 29 32 26 33 23 16  24,763  356 10 a 70 100 ‒
コンゴ民主共和国 5 171 146 154 137 112 100 44  65,705  2,839 391 220 50 61 x ‒
デンマーク 170 9 4 4 3 7 3 3  5,598  64 0 59,770 79 ‒ 96
ジブチ 28 119 81 86 75 93 66 31  860  24 2 b 61 ‒ 52
ドミニカ 125 17 13 14 12 14 12 9  72 ‒ 0 6,460 ‒ ‒ 98
ドミニカ共和国 79 60 27 30 24 46 23 15  10,277  218 6 5,470 73 90 92
エクアドル 83 56 23 26 20 44 20 10  15,492  328 8 5,190 76 92 99
エジプト 91 86 21 22 20 63 18 12  80,722  1,898 40 3,000 71 74 98
エルサルバドル 112 59 16 18 14 46 14 6  6,297  128 2 3,580 72 84 96
赤道ギニア 16 182 100 106 94 123 72 34  736  26 3 13,560 53 94 59
エリトリア 55 150 52 57 47 92 37 18  6,131  230 11 450 62 69 37
エストニア 170 20 4 4 3 17 3 2  1,291  14 0 15,830 74 100 97
エチオピア 40 204 68 74 62 121 47 29  91,729  3,084 205 410 63 39 x 87
フィジー 88 31 22 25 20 26 19 10  875  18 0 4,200 70 ‒ 99
フィンランド 185 7 3 3 3 6 2 2  5,408  61 0 46,940 80 ‒ 98
フランス 170 9 4 5 4 7 3 2  63,937  792 3 41,750 82 ‒ 99
ガボン 42 92 62 67 57 60 42 25  1,633  53 3 10,070 63 89 ‒
ガンビア 33 170 73 78 68 80 49 28  1,791  77 5 510 59 51 70
グルジア 95 35 20 22 17 30 18 15  4,358  59 1 3,280 74 100 98
ドイツ 170 9 4 5 4 7 3 2  82,800  699 3 44,010 81 ‒ 100
ガーナ 36 128 72 77 66 80 49 28  25,366  794 56 1,550 61 71 84
ギリシャ 161 13 5 5 4 11 4 3  11,125  110 1 23,260 81 97 99
グレナダ 120 22 14 15 12 18 11 7  105  2 0 7,110 73 ‒ 97
グアテマラ 71 80 32 35 29 60 27 15  15,083  474 15 3,120 72 76 98
ギニア 15 241 101 106 96 142 65 34  11,451  428 41 460 56 25 83
ギニアビサウ 6 206 129 139 119 122 81 46  1,664  63 8 550 54 55 75
ガイアナ 68 60 35 40 31 46 29 19  795  16 1 3,410 66 85 83
ハイチ 31 144 76 82 69 100 57 25  10,174  265 20 760 63 49 x ‒
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100
ホンジュラス 83 59 23 26 20 46 19 12  7,936  208 5 2,070 74 85 97
ハンガリー 157 19 6 7 6 17 5 4  9,976  98 1 12,390 74 99 98
アイスランド 194 6 2 3 2 5 2 1  326  5 0 38,710 82 ‒ 99

基本統計>>表１ 表
１　

基
本
統
計
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

インド 49 126 56 54 59 88 44 31  1,236,687  25,642  1,414 1,530 66 63 x 99
インドネシア 72 84 31 35 27 62 26 15  246,864  4,736 152 3,420 71 93 99
イラン 100 56 18 19 17 44 15 11  76,424  1,454 26 c 74 85 100
イラク 70 53 34 38 31 42 28 19  32,778  1,037 35 5,870 69 78 ‒
アイルランド 170 9 4 4 4 8 3 2  4,576  71 0 38,970 81 ‒ 100
イスラエル 170 12 4 5 4 10 3 2  7,644  156 1 28,930 x 82 ‒ 97
イタリア 170 10 4 4 4 8 3 2  60,885  563 2 33,840 82 99 99
ジャマイカ 109 30 17 19 15 25 14 11  2,769  50 1 5,140 73 87 82
日本 185 6 3 3 3 5 2 1  127,250  1,071 3 47,870 83 ‒ 100
ヨルダン 97 37 19 20 18 30 16 12  7,009  192 4 4,720 74 96 91
カザフスタン 97 54 19 22 16 46 17 10  16,271  340 6 9,730 66 100 100
ケニア 33 98 73 78 68 64 49 27  43,178  1,535 108 840 61 72 x 84
キリバス 43 94 60 65 55 68 46 22  101  2 0 2,260 69 ‒ ‒
クウェート 132 16 11 12 10 14 10 6  3,250  67 1 44,730 x 74 94 98
キルギス 79 71 27 30 23 58 24 14  5,474  148 4 990 67 99 96
ラオス 36 163 72 77 66 112 54 27  6,646  181 14 1,260 68 73 x 97
ラトビア 141 20 9 9 8 17 8 5  2,060  23 0 14,180 72 100 96
レバノン 141 33 9 10 9 27 8 5  4,647  62 1 9,190 80 90 x 97
レソト 16 85 100 107 92 68 74 45  2,052  57 6 1,380 49 76 75
リベリア 32 248 75 80 69 165 56 27  4,190  150 11 370 60 43 x 41
リビア 116 43 15 17 14 37 13 9  6,155  130 2 c 75 90 ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  37 ‒ ‒ d ‒ ‒ 99
リトアニア 161 17 5 6 5 14 4 2  3,028  34 0 13,850 72 100 94
ルクセンブルク 194 9 2 2 2 7 2 1  524  6 0 76,960 80 ‒ 95
マダガスカル 46 159 58 62 54 97 41 22  22,294  781 44 430 64 64 ‒
マラウイ 38 244 71 76 66 143 46 24  15,906  639 43 320 55 61 97
マレーシア 141 17 9 9 8 14 7 5  29,240  516 4 9,800 75 93 ‒
モルディブ 132 94 11 12 9 68 9 6  338  8 0 5,750 78 98 x 95
マリ 8 253 128 134 122 130 80 42  14,854  705 83 660 55 33 67
マルタ 150 11 7 7 6 10 6 5  428  4 0 19,760 80 92 x 94
マーシャル諸島 66 49 38 42 33 39 31 16  53 ‒ 0 4,140 ‒ ‒ 99
モーリタニア 27 128 84 92 76 82 65 34  3,796  131 11 1,110 61 59 75
モーリシャス 116 23 15 17 13 20 13 9  1,240  14 0 8,570 73 89 ‒
メキシコ 112 46 16 18 15 37 14 7  120,847  2,269 37 9,740 77 94 99
ミクロネシア連邦 64 55 39 42 35 43 31 16  103  2 0 3,310 69 ‒ ‒
モナコ 170 8 4 4 4 6 3 2  38 ‒ 0 d ‒ ‒ ‒
モンゴル 78 107 28 33 22 76 23 10  2,796  64 2 3,160 67 97 99
モンテネグロ 157 17 6 6 6 15 6 4  621  7 0 6,940 75 98 92
モロッコ 72 80 31 34 28 63 27 18  32,521  739 23 2,940 71 67 96

基本統計>>表１
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

モザンビーク 22 233 90 94 85 155 63 30  25,203  995 84 510 50 51 90
ミャンマー 55 106 52 58 47 76 41 26  52,797  922 48 a 65 93 ‒
ナミビア 64 73 39 43 35 49 28 18  2,259  60 2 5,670 64 76 x 86
ナウル 67 58 37 41 33 45 30 21  10 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ ‒
ネパール 59 142 42 44 39 99 34 24  27,474  593 24 700 68 57 ‒
オランダ 170 8 4 5 4 7 3 3  16,714  180 1 48,250 81 ‒ 100
ニュージーランド 157 11 6 6 5 9 5 3  4,460  63 0 30,620 x 81 ‒ 99
ニカラグア 82 66 24 27 22 50 21 12  5,992  139 3 1,650 75 78 x 94
ニジェール 10 326 114 117 110 137 63 28  17,157  858 91 370 58 29 x 64
ナイジェリア 9 213 124 129 118 126 78 39  168,834  7,028 827 1,430 52 51 58
ニウエ 81 14 25 28 22 12 21 12  1 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー 185 9 3 3 3 7 2 2  4,994  62 0 98,860 81 ‒ 99
オマーン 129 39 12 13 10 32 10 7  3,314  72 1 19,120 x 76 87 98
パキスタン 26 138 86 90 82 106 69 42  179,160  4,604 409 1,260 66 55 72
パラオ 91 34 21 23 19 30 15 10  21 ‒ 0 9,860 ‒ ‒ ‒
パナマ 97 32 19 21 16 26 16 9  3,802  75 1 9,910 77 94 98
パプアニューギニア 41 89 63 68 58 65 48 24  7,167  210 13 1,790 62 62 ‒
パラグアイ 88 46 22 24 20 36 19 12  6,687  160 3 3,290 72 94 84
ペルー 100 79 18 20 16 56 14 9  29,988  600 11 5,880 75 90 x 97
フィリピン 75 59 30 33 26 41 24 14  96,707  2,383 69 2,470 69 95 89
ポーランド 161 17 5 5 5 15 4 3  38,211  411 2 12,670 76 100 97
ポルトガル 170 15 4 4 3 12 3 2  10,604  94 0 20,580 80 95 99
カタール 150 21 7 8 7 18 6 4  2,051  22 0 78,720 x 78 96 95
韓国 170 7 4 4 4 6 3 2  49,003  470 2 22,670 81 ‒ 99
モルドバ 100 32 18 20 16 27 15 9  3,514  43 1 2,070 69 99 91
ルーマニア 129 38 12 14 11 31 11 8  21,755  224 3 8,420 74 98 88
ロシア連邦 136 26 10 12 9 22 9 6  143,170  1,690 17 12,700 68 100 96
ルワンダ 50 151 55 59 51 92 39 21  11,458  410 24 560 x 64 66 99
セントクリストファー・ネーヴィス 141 29 9 10 8 23 7 7  54 ‒ 0 13,330 ‒ ‒ 87
セントルシア 100 22 18 19 16 18 15 10  181  3 0 6,530 75 ‒ 88
セントビンセント・グレナディーン 83 25 23 25 21 21 21 15  109  2 0 6,380 72 ‒ 98
サモア 100 30 18 19 16 25 15 7  189  5 0 3,220 73 99 93
サンマリノ 185 11 3 4 3 10 3 1  31 ‒ 0 d ‒ ‒ 92
サントメ・プリンシペ 52 104 53 58 49 67 38 20  188  7 0 1,320 66 70 99
サウジアラビア 141 47 9 9 8 37 7 5  28,288  565 5 18,030 x 75 87 97
セネガル 43 142 60 65 55 71 45 24  13,726  524 30 1,040 63 50 79
セルビア 150 28 7 7 6 24 6 4  9,553  94 1 5,280 74 98 94
セーシェル 125 17 13 14 12 14 11 8  92  2 0 11,640 73 92 ‒
シエラレオネ 1 257 182 190 173 153 117 50  5,979  222 39 580 45 43 ‒

基本統計>>表１ 表
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

シンガポール 185 8 3 3 3 6 2 1  5,303  53 0 47,210 82 96 ‒
スロバキア 147 18 8 8 7 16 6 4  5,446  58 0 17,170 75 ‒ ‒
スロベニア 185 10 3 3 3 9 3 2  2,068  21 0 22,710 79 100 98
ソロモン諸島 72 39 31 34 28 31 26 14  550  17 1 1,130 67 ‒ 88
ソマリア 4 177 147 154 141 107 91 46  10,195  452 65 a 55 ‒ ‒
南アフリカ 57 61 45 49 40 47 33 15  52,386  1,102 50 7,610 56 93 90
南スーダン 12 251 104 109 98 149 67 36  10,838  396 40 650 55 ‒ ‒
スペイン 161 11 5 5 4 9 4 3  46,755  493 2 30,110 82 98 100
スリランカ 136 21 10 10 9 18 8 6  21,098  383 4 2,920 74 91 93
パレスチナ 83 43 23 24 21 35 19 13  4,219  130 3 b 73 95 90
スーダン 33 128 73 79 67 80 49 29  37,195  1,263 89 1,450 62 ‒ ‒
スリナム 91 51 21 23 18 43 19 12  535  10 0 8,480 71 95 93
スワジランド 29 71 80 85 75 54 56 30  1,231  37 3 2,860 49 88 ‒
スウェーデン 185 7 3 3 3 6 2 2  9,511  114 0 56,210 82 ‒ 99
スイス 170 8 4 5 4 7 4 3  7,997  82 0 82,730 82 ‒ 100
シリア 116 38 15 17 14 31 12 9  21,890  529 8 2,610 x 75 84 100
タジキスタン 46 105 58 64 52 82 49 23  8,009  265 15 860 67 100 98
タイ 125 38 13 15 11 31 11 8  66,785  702 9 5,210 74 94 x 90
旧ユーゴスラビア・マケドニア 150 37 7 8 7 33 7 6  2,106  23 0 4,690 75 97 98
東ティモール 48 171 57 62 52 129 48 24  1,114  40 2 3,670 67 58 91
トーゴ 19 143 96 102 89 89 62 33  6,643  245 22 500 56 60 94
トンガ 125 23 13 14 11 20 11 7  105  3 0 4,240 73 99 x ‒
トリニダード・トバゴ 91 33 21 23 19 29 18 15  1,337  20 0 14,400 70 99 97
チュニジア 112 51 16 17 15 40 14 10  10,875  189 3 4,150 76 79 99
トルコ 120 74 14 16 13 55 12 9  73,997  1,268 18 10,830 75 94 99
トルクメニスタン 52 90 53 60 45 72 45 22  5,173  111 6 5,550 65 100 ‒
ツバル 75 58 30 33 27 45 25 13  10 ‒ 0 6,070 ‒ ‒ ‒
ウガンダ 39 178 69 75 62 107 45 23  36,346  1,591 103 440 59 73 94
ウクライナ 132 20 11 12 9 17 9 5  45,530  495 6 3,500 68 100 92
アラブ首長国連邦 147 17 8 9 8 14 7 5  9,206  131 1 36,040 x 77 90 x ‒
英国 161 9 5 5 4 8 4 3  62,783  771 4 38,250 80 ‒ 100
タンザニア 51 166 54 58 50 101 38 21  47,783  1,898 98 570 61 68 98
米国 150 11 7 8 6 9 6 4  317,505  4,226 29 50,120 79 ‒ 96
ウルグアイ 150 23 7 8 7 20 6 4  3,395  49 0 13,510 77 98 100
ウズベキスタン 62 74 40 45 34 61 34 14  28,541  623 25 1,720 68 99 93
バヌアツ 100 35 18 20 16 29 15 9  247  7 0 3,080 71 83 ‒
ベネズエラ 116 30 15 17 13 25 13 9  29,955  601 9 12,470 74 96 95
ベトナム 83 51 23 26 20 36 18 12  90,796  1,440 33 1,400 76 93 99
イエメン 43 125 60 64 56 88 46 27  23,852  752 43 1,110 x 63 65 76

基本統計>>表１
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指標の定義

５歳未満児死亡率－出生時から満５歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。
乳児死亡率－出生時から満１歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。
新生児死亡率－出生時から生後28日以内に死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。
１人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価額に含まれないす
べての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの１次所得（被用者の報酬および財産所得）の正味受取額を加
えた総額である。１人あたりのGNIは、国民総所得を年央の人口で割って算出する。１人あたりのGNIは世界銀行アト
ラス計算法によるものである。
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
成人の識字率－15歳以上の人口のうち、読み書きができ日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。
初等教育純就学率－初等学校、または中等学校に就学する初等学校就学年齢にある子どもの数。初等教育就学年齢の子
どもの総人口に占める割合で表す。初等学校就学年齢の子どもの中には中等学校に就学している初等教育就学年齢にあ
る子どももいるため、この指標は初等教育純就学率「調整値」としても見ることができる。

データの主な出典

５歳未満児・乳児死亡率－死亡率推定に関する国連機関間グループ： ユニセフ、世界保健機関（WHO）、国連人口局、
世界銀行。
新生児死亡率－世界保健機関（住民登録システム、サーベイランスシステム、および世帯調査を使用）。
総人口と出生数－国連人口局。
５歳未満児の死亡数－死亡率推定に関する国連機関間グループ： ユニセフ、世界保健機関（WHO）、国連人口局、世界銀行。
１人あたりのGNI－世界銀行。
平均余命－国連人口局。
成人の識字率および初等教育純就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。

注

ａ　低所得国（GNI１人あたり1,035米ドル以下）
ｂ　低中所得国（GNI１人あたり1,036～4,085米ドル）
ｃ　高中所得国（GNI１人あたり4,086～12,615米ドル）
ｄ　高所得国（GNI１人あたり12,616米ドル以上）
-　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。このようなデータは、地域別・世界全体の

平均値の算出には含まれていない。
ｚ　 データは中国の教育省提供。UIS（ユネスコ統計研究所）のデータは近年、中国の純就学率のデータを発表していない。
 *  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。

国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児
死亡率

5歳未満児
死亡率
2012

乳児死亡率
（1歳未満） 新生児

死亡率
2012

総人口
（1,000人）
2012

年間出生数
（1,000人）
2012

５歳未満児の
年間死亡数
（1,000人）
2012

１人あたり
のGNI
（米ドル）
2012

出生時の
平均余命
（年）
2012

成人の識字率
（%）

2008－2012*

初等教育純就学率
（%）

2008-2011*

1990 2012 男 女 1990 2012

ザンビア 25 192 89 94 83 114 56 29  14,075  608 50 1,350 57 61 x 97
ジンバブエ 22 74 90 96 83 50 56 39  13,724  439 39 680 58 84 ‒

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 177 98 103 92 107 64 32  913,135  34,734  3,245 1,397 56 59 77
　東部・南部アフリカ 163 77 82 71 101 51 28  441,512  15,780  1,170 1,729 59 66 87
　西部・中部アフリカ 195 118 124 112 115 76 37  433,568  17,667  1,985 1,071 54 52 68
中東と北アフリカ 71 30 32 28 53 24 15  425,055  10,223 306 ‒ 71 79 90
南アジア 129 60 59 60 92 47 32  1,650,019  35,448  2,082 1,440 67 62 93
東アジアと太平洋諸国 58 20 22 19 44 17 11  2,074,608  30,975  632 5,592 74 94 97
ラテンアメリカとカリブ海諸国 54 19 21 17 43 16 10  604,436  10,951  206 9,212 75 92 95
CEE/CIS 47 19 21 17 38 16 9  408,336  5,889  112 8,727 70 98 96
後発開発途上国 172 85 90 79 107 58 30  878,097  29,287  2,388 779 61 58 81
世界 90 48 50 46 63 35 21  7,040,823  138,314  6,553 10,132 71 84 91

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

基本統計表１ 表
１　
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低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

アフガニスタン ‒ ‒ ‒ 29 x 54 x 33 x 12 x 59 x 9 x 5 x ‒ 20
アルバニア 4 43 39 78 31 5 2 19 9 22 ‒ 76
アルジェリア 6x 50 x 7 x 39 x,y 22 x 3 x 1 x 15 x 4 x 13 x ‒ 61 x
アンドラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 12 x 55 x 11 x 77 x 37 x 16 x 7 x 29 x 8 x ‒ 44 45 x
アンティグア・バーブーダ 5x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルゼンチン 7 ‒ 54 ‒ 28 x 2 x 0 x 8 x 1 x 10 x ‒ ‒
アルメニア 8 36 35 75 23 5 1 19 4 15 ‒ 97 x
オーストラリア 7x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア 7x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 10 x 32 x 12 x 83 x 16 x 8 x 2 x 25 x 7 x 13 x 90w 54 x
バハマ 11 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ 22 x 47 64 62 90 36 10 41 16 2 99 82 y
バルバドス 12 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 4x 21 x 9 x 38 x 4 x 1 x 1 x 4 x 2 x 10 x ‒ ‒
ベルギー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ 11 62 15 69 35 6 1 19 3 8 ‒ ‒
ベナン 15 x 50 33 76 y 92 21 8 45 16 18 99 86
ブータン 10 59 49 67 66 13 3 34 6 8 43 96 x,y
ボリビア 6 64 60 83 40 4 1 27 1 9 41 89 y
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 42 19 71 12 2 1 9 2 17 ‒ 62 x,y
ボツワナ 13 x 40 x 20 x 46 x,y 6 x 11 x 4 x 31 x 7 x 11 x ‒ 65 x
ブラジル 8 68 41 70 x,y 25 x 2 x ‒ 7 x 2 x 7 x ‒ 96 x,y
ブルネイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア 9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 x
ブルキナファソ 14 42 38 57 80 24 6 33 11 2 99 96 y
ブルンジ 13 74 69 70 y 79 29 8 58 6 3 ‒ 96 y
カボヴェルデ 6x 73 x 60 x 80 x,y 13 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 75
カンボジア 11 66 74 88 43 28 7 40 11 2 98 83 y
カメルーン 11 x 20 x 20 63 x 24 15 5 33 6 7 88 49 x,y
カナダ 6x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 14 44 34 60 32 24 8 41 7 2 83 65
チャド 20 29 3 46 59 30 13 39 16 3 0 54
チリ 6 ‒ 63 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中国 3 41 28 43 y ‒ 4 ‒ 10 2 7 ‒ 97 y
コロンビア 6x 49 x 43 86 33 3 1 13 1 5 ‒ ‒
コモロ 25 x 25 x ‒ 34 x,y 45 x 15 4 30 11 9 ‒ 82 x
コンゴ 13 x 39 x 19 x 78 x,y 21 x 11 x 3 x 30 x 8 x 3 ‒ 82 x

栄養指標表２
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低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

クック諸島 3x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 7 ‒ 19 x 92 40 1 ‒ 6 1 8 ‒ ‒
コートジボワール 17 x 31 12 64 38 15 3 30 8 3 99 84 x,y
クロアチア 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キューバ 5 77 49 77 17 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 88 x
キプロス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ 7x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 6 18 65 x 31 x,y 36 15 3 28 4 ‒ 99 25 y
コンゴ民主共和国 10 43 37 52 53 24 8 43 9 5 84 59
デンマーク 5x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ 10 x 55 x 1 x 35 x 18 x 23 5 31 10 8 88 0 x
ドミニカ 10 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 11 x 69 x 8 x 88 x 14 3 x 0 x 10 x 2 x 8 ‒ 19 x
エクアドル 8 ‒ 40 x 76 x,y 23 x 6 x 1 x 29 x 2 x 5 x ‒ ‒
エジプト 13 43 x 53 70 35 6 1 29 7 21 62 79
エルサルバドル 9 33 31 80 54 6 1 19 1 6 81 62 x
赤道ギニア 13 x ‒ 24 x ‒ ‒ 11 x 5 x 35 x 3 x 8 x ‒ 33 x
エリトリア 14 x 78 x 52 x 43 x,y 62 x 35 x 13 x 44 x 15 x 2 x 38 68 x
エストニア 4x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エチオピア 20 x 52 52 49 82 29 9 44 10 2 31 15 y
フィジー 10 x 57 x 40 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィンランド 4x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フランス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 14 x 32 6 62 x,y 4 6 1 17 3 7 2 36 x
ガンビア 10 52 34 34 31 17 4 23 10 2 46 22
グルジア 5 69 55 43 y 17 1 1 11 2 20 ‒ 100
ドイツ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 11 46 46 75 37 13 3 23 6 3 17 35
ギリシャ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グレナダ 9x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 11 56 50 71 y 46 13 ‒ 48 1 5 14 76 x
ギニア 12 x 40 x 48 32 y ‒ 16 4 35 5 4 99 41
ギニアビサウ 11 55 38 43 65 18 5 32 6 3 95 12
ガイアナ 14 43 x 33 81 49 11 2 18 5 6 ‒ 11
ハイチ 23 47 40 87 31 11 3 22 5 4 54 18
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 10 64 31 83 x 43 7 1 23 1 5 58 ‒
ハンガリー 9x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アイスランド 4x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

栄養指標>> 表
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低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

インド 28 x 41 46 x 56 x 77 x 43 x 16 x 48 x 20 x 2 x 59 71
インドネシア 9x 29 42 85 x 55 18 5 36 13 12 73 62 x,y
イラン 7x 56 x 23 x 68 x,y 58 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 x,y
イラク 13 43 20 36 23 9 4 23 7 12 ‒ 29
アイルランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イスラエル 8x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イタリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 12 x 62 x 15 x 36 x 24 x 3 ‒ 5 4 4 ‒ ‒
日本 8 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン 13 x 39 x 23 83 x 13 3 1 8 2 4 ‒ 88 x,y
カザフスタン 5 68 32 49 26 4 1 13 4 1 ‒ 85
ケニア 8 58 32 85 54 16 4 35 7 5 66 98
キリバス ‒ ‒ 69 ‒ 82 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
クウェート ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 5x 65 x 32 x 60 x 26 x 5 1 23 1 4 ‒ 76 x
ラオス 15 30 x 26 x 41 x 48 x 27 7 44 6 2 47 80 y
ラトビア 5x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン 12 ‒ 15 35 x,y 15 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 71
レソト 11 53 54 68 35 13 2 39 4 7 ‒ 84
リベリア 14 67 x 29 x ‒ ‒ 15 2 42 3 5 13 ‒
リビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 x ‒ 21 x 4 x 22 x ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア 4x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルクセンブルク 8x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マダガスカル 16 72 51 86 61 36 x ‒ 50 15 x ‒ 88 53
マラウイ 14 95 71 86 77 13 3 47 4 8 60 97 y
マレーシア 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 12 2 17 12 5 ‒ 18
モルディブ 11 64 48 91 68 17 3 19 11 7 ‒ 44 x
マリ 18 57 20 27 46 19 5 28 9 1 93 79 x
マルタ 6x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 18 x 73 x 31 x 77 x 53 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モーリタニア 35 81 46 61 y 47 20 4 23 12 1 99 23
モーリシャス 14 x ‒ 21 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ 9 18 19 27 ‒ 3 ‒ 14 2 10 ‒ 91 x
ミクロネシア連邦 18 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 5 71 66 66 65 3 1 15 2 11 54 70
モンテネグロ 4x 25 x 19 x 35 x,y 13 x 2 x 1 x 7 x 4 x 16 x ‒ 71 x
モロッコ 15 x 52 x 31 x 52 x,y 15 x 3 2 x 15 2 11 ‒ 21 x

栄養指標>>表２
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低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

モザンビーク 17 77 43 90 52 15 4 43 6 7 20 45 y
ミャンマー 9 76 24 76 65 23 6 35 8 3 86 93
ナミビア 16 x 71 x 24 x 91 x 28 x 17 x 4 x 29 x 8 x 5 x 46 63 x
ナウル 27 x 76 x,y 67 x 65 x 65 x 5 x 1 x 24 x 1 x 3 x ‒ ‒
ネパール 18 45 70 66 93 29 8 41 11 2 95 80
オランダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド 6x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア 8 76 x 31 x 76 x,y 43 x 6 x 1 x 22 x 1 x 6 x 7 97 x
ニジェール 27 x 42 23 65 y 50 36 13 44 18 2 98 32
ナイジェリア 15 23 15 33 35 24 9 36 10 3 78 52
ニウエ 0x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー 5x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オマーン 10 85 x ‒ 91 x,y 73 x 9 1 10 7 2 ‒ 69 x,y
パキスタン 32 x 29 x 37 x 36 x,y 55 x 32 12 44 15 6 99 69
パラオ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 10 x ‒ ‒ ‒ ‒ 4 ‒ 19 1 ‒ ‒ ‒
パプアニューギニア 11 x ‒ 56 x 76 x,y 72 x 18 x 5 x 44 x 5 x 4 x 15 92 x
パラグアイ 6 47 24 67 y 14 3 x ‒ 18 x 1 x 7 x ‒ 93
ペルー 8x 51 71 82 55 4 1 20 0 10 ‒ 91
フィリピン 21 54 34 90 34 22 ‒ 32 7 4 90 45 x
ポーランド 6x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポルトガル 8x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
韓国 4 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 6x 65 x 46 x 18 x,y 2 x 3 x 1 x 10 x 5 x 9 x ‒ 60 x
ルーマニア 8x ‒ 16 x 41 x,y ‒ 4 x 1 x 13 x 4 x 8 x ‒ 74 x
ロシア連邦 6x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 35 x,y
ルワンダ 7 71 85 79 84 11 2 44 3 7 3 99
セントクリストファー・ネーヴィス 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 x,y
セントルシア 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア 10 88 51 71 y 74 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サンマリノ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 10 35 x 51 74 20 13 3 29 11 11 34 86
サウジアラビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 19 48 39 67 y 51 18 5 27 10 3 ‒ 47
セルビア 6 8 14 84 15 2 1 7 4 16 ‒ 32 x
セーシェル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 11 45 32 25 48 22 8 44 9 10 99 63

栄養指標>>表２ 表
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低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

シンガポール 8x ‒ ‒ ‒ ‒ 3 x 0 x 4 x 4 x 3 x ‒ ‒
スロバキア 7x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ソロモン諸島 13 x 75 x 74 x 80 x,y 67 x 12 x 2 x 33 x 4 x 3 x ‒ ‒
ソマリア ‒ 26 x 9 x 16 x 35 x 32 x 12 x 42 x 13 x 5 ‒ 1 x
南アフリカ ‒ 61 x 8 x 49 x,y 31 x 9 x ‒ 33 x 6 x 19 x ‒ ‒
南スーダン ‒ ‒ 45 21 38 28 12 31 23 5 70 54
スペイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリランカ 17 x 80 x 76 x 87 x,y 84 x 21 x 4 x 17 x 15 x 1 90 92 x,y
パレスチナ 9 ‒ 27 x ‒ ‒ 4 1 11 3 ‒ ‒ 86 x
スーダン ‒ ‒ 41 51 40 32 13 35 16 ‒ 83 10
スリナム 14 45 3 47 15 6 1 9 5 4 ‒ ‒
スワジランド 9 55 44 66 11 6 1 31 1 11 33 52
スウェーデン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スイス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シリア 10 46 43 ‒ 25 10 ‒ 28 12 18 ‒ 79 x
タジキスタン 10 x 61 x 25 x 41 x 34 x 12 4 26 10 6 97 62
タイ 7 50 x 15 ‒ ‒ 7 x 1 x 16 x 5 x 8 x ‒ 47 x
旧ユーゴスラビア・マケドニア 6 21 23 41 13 1 0 5 2 12 ‒ 94 x,y
東ティモール 12 x 82 52 82 33 45 15 58 19 5 59 60 x
トーゴ 11 46 62 44 64 17 4 30 5 2 64 32
トンガ 3x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 10 41 x 13 x 83 x 22 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 28 x
チュニジア 7 87 x 6 x 61 x,y 15 x 2 1 10 3 14 ‒ 97 x
トルコ 11 39 42 68 x,y 22 2 0 12 1 ‒ ‒ 69
トルクメニスタン 4x 60 x 11 x 54 x 37 x 8 x 2 x 19 x 7 x ‒ ‒ 87 x
ツバル 6x 15 x 35 x 40 x,y 51 x 2 x 0 x 10 x 3 x 6 x ‒ ‒
ウガンダ 12 53 63 67 46 14 3 33 5 3 70 99 y
ウクライナ 4x 41 x 18 x 86 x 6 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 18 x
アラブ首長国連邦 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 8 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 8 49 50 92 51 16 4 42 5 5 95 59
米国 8 x ‒ ‒ ‒ ‒ 1 x 0 x 3 x 0 x 7 x ‒ ‒
ウルグアイ 9 59 65 35 x,y 27 5 x 2 x 15 x 2 x 10 x ‒ ‒
ウズベキスタン 5x 67 x 26 x 47 x 38 x 4 x 1 x 19 x 4 x 13 x 99 53 x
バヌアツ 10 x 72 x 40 x 68 x 32 x 11 x 2 x 26 x 6 x 5 x ‒ 23 x
ベネズエラ 8 ‒ ‒ ‒ ‒ 4 x ‒ 16 x 5 x 6 x ‒ ‒
ベトナム 5 40 17 50 19 12 2 23 4 4 98w 45
イエメン ‒ 30 x 12 x 76 x,y ‒ 43 x 19 x 58 x 15 x 5 x 11 30 x

栄養指標>>表２
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表２

指標の定義

低出生体重児出生率－出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。
母乳育児の早期開始－生後１時間以内に母乳を与えられる新生児の割合。
母乳のみの育児（生後６カ月未満）－調査前24時間以内に、母乳のみを与えられた生後０～５カ月の子どもの割合。
離乳食（固形、半固形、または軟らかい食品）の導入（６～８カ月）－調査前24時間以内に、固形、半固形、または軟
らかい食品を摂取した生後６～８カ月の子どもの割合。
２歳時の母乳育児（20～23カ月）－調査前24時間以内に、母乳を与えられた生後20～23カ月の子どもの割合。
低体重－中・重度：世界保健機関（WHO）のWHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中央値から
の標準偏差がマイナス２未満である生後０～59カ月児の割合。重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年
齢相応の体重をもつ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス３未満である生後０～59カ月児の割合。
発育阻害－中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年齢相応の身長をもつ基準集団の身長の中央値から
の標準偏差がマイナス２未満である生後０～59カ月児の割合。
消耗症－中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重をもつ基準集団の体重の中央値からの
標準偏差がマイナス２未満である生後０～59カ月児の割合。
過体重－中・重度。WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重をもつ基準集団の体重の中央値からの
標準偏差がプラス２を超える生後０～59カ月児の割合。
ビタミンAの完全補給率－ビタミンAの補給を２回受けた生後６～59カ月児の推定割合。
ヨード添加塩消費率－適切なヨード添加処理が施された塩（15ppm以上）を消費する世帯の割合。

データの主な出典

低出生体重－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデー
タ、ユニセフ、世界保健機関（WHO）。
母乳育児－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。
低体重・消耗症・発育阻害・過体重－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
ビタミンAの補給－ユニセフ。
ヨード添加塩－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

注

- 　データなし。
ｗ　 ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が生後６～59カ月よりも狭く設定されている国を示す。補給率は

対象の月齢層にしたがって報告されている。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインドのデータを除き、

このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されてい
ない。

ｙ　 標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、地域平均
や世界平均の算出の際には含まれている。

Δ　 年に２回のビタミンＡ補給を受けた子どもの割合について、２回の実施時期のうち補給率が低かった方の数字が報
告されている（2012年１～６月に実施された第１回と７～12月の第２回のうちポイントが低い方を報告している）。

 *  データが列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。
θ　 低体重（中・重度）、発育阻害（中・重度）、消耗症（中・重度）、過体重（中・重度）の地域における平均値は、

ユニセフ・WHO・世界銀行の合同世界栄養データベース2012年改訂版（2013年７月に終了）の統計モデルのデー
タを使って推定された。重度の低体重データはこの統計モデルに含まれていなかったため、地域の平均にはユニセ
フが算出した人口加重平均が使用されている。

低出生体重児
出生率
（%）

2008‒2012*

母乳育児の
早期開始
（%）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（%）

離乳食開始
（6-8カ月）
（%）

2歳児の
母乳育児
（%）

低体重（%） 発育阻害（%） 消耗症（%） 過体重（%） ビタミンA
の完全補給率
（年2回補給）Δ

（%）
2012

ヨード添加塩
消費率
（%）

2008‒2012*

国・地域
中・重度θ 重度 中・重度θ 中・重度θ 中・重度θ

2008‒2012* 2008‒2012*

ザンビア 11 x 57 x 61 x 94 x 42 x 15 x 3 x 45 x 5 x 8 x ‒ 77 x
ジンバブエ 11 65 31 86 20 10 2 32 3 6 61 94 y

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 13 45 36 56 50 21 7 38 9 6 68 54
　東部・南部アフリカ 11 60 52 72 61 18 5 39 7 5 56 61
　西部・中部アフリカ 14 35 25 45 44 22 8 37 11 6 77 53
中東と北アフリカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7 ‒ 18 8 11 ‒ ‒
南アジア 28 41 49 57 78 32 15 38 16 4 69 71
東アジアと太平洋諸国 6 41 30 51 45 ** 5 4 ** 12 4 5 81 ** 91
ラテンアメリカとカリブ海諸国 9 49 39 ‒ ‒ 3 ‒ 11 1 7 ‒ ‒
CEE/CIS ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 ‒ 11 1 15 ‒ ‒
後発開発途上国 13 53 48 63 64 23 7 37 10 5 70 60
世界 15 43 38 55 58 ** 15 9 ** 25 8 7 70 ** 76

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

栄養指標 表
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改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

アフガニスタン 61 85 53 28 46 23 5 75 86 71 71 68 71 71 60 61 64 53 ‒ ‒ ‒
アルバニア 95 95 94 94 95 93 ‒ 99 99 99 99 99 99 99 87 70 60 54 ‒ ‒ ‒
アルジェリア 84 85 79 95 98 88 100 99 99 95 95 95 95 95 90 53 x 59 x 19 x ‒ ‒ ‒
アンドラ 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 98 97 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 53 66 35 59 86 19 100 87 99 91 88 97 91 91 72 ‒ ‒ ‒ 28 26 35
アンティグア・バーブーダ 98 98 98 91 91 91 100 ‒ 99 98 97 98 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルゼンチン 99 100 95 96 96 98 100 99 94 91 90 94 91 91 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルメニア 99 100 98 90 96 81 65 96 98 95 96 97 95 95 ‒ 57 36 33 ‒ ‒ ‒
オーストラリア 100 100 100 100 100 100 100 ‒ 92 92 92 94 92 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 93 83 83 76 83 83 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 80 88 71 82 86 78 ‒ 82 81 75 78 66 46 91 ‒ 36 x ‒ 21 x 1 x 1 x ‒
バハマ 96 96 96 ‒ ‒ ‒ 100 ‒ 99 98 99 91 96 98 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン 100 100 100 99 99 99 100 ‒ 99 99 99 99 99 99 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ 83 85 82 55 55 55 37 95 99 96 96 96 96 96 94 35 71 78 1 ‒ ‒
バルバドス 100 100 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 93 87 88 90 88 88 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 100 100 99 93 92 97 47 98 98 98 98 98 97 22 ‒ 94 76 45 ‒ ‒ ‒
ベルギー 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 96 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ 99 97 100 90 93 87 100 98 99 98 98 96 98 98 88 82 44 x 23 ‒ ‒ ‒
ベナン 76 85 69 14 25 5 17 94 88 85 85 72 85 85 93 31 ‒ 50 38 71 80
ブータン 97 100 96 45 74 29 14 95 97 97 97 95 97 97 89 74 49 61 ‒ ‒ ‒
ボリビア 88 96 72 46 57 24 75 87 85 80 79 84 80 80 76 51 64 35 ‒ ‒ ‒
ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 100 98 96 100 92 ‒ 96 95 92 87 94 92 87 ‒ 87 76 36 ‒ ‒ ‒
ボツワナ 97 99 93 64 78 42 ‒ 99 98 96 99 94 96 96 92 14 x ‒ 49 x ‒ ‒ ‒
ブラジル 97 100 84 81 87 48 100 99 99 94 97 99 97 95 93 50 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルネイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 96 90 90 99 99 90 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア 99 100 99 100 100 100 100 97 96 95 95 94 95 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルキナファソ 80 96 74 18 50 6 39 96 94 90 90 87 90 90 88 56 47 21 35 47 57
ブルンジ 74 82 73 50 45 51 7 98 99 96 94 93 96 96 85 55 43 38 17 45 52
カボヴェルデ 89 91 86 63 74 45 ‒ 99 99 90 90 96 90 90 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カンボジア 67 90 61 33 76 22 25 99 97 95 95 93 95 95 91 64 39 34 0 4 x 5 x
カメルーン 74 95 52 48 58 36 13 81 94 85 85 82 85 85 85 30 45 17 23 21 36
カナダ 100 100 99 100 100 99 ‒ ‒ 98 95 99 98 70 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 67 92 51 34 43 28 2 74 69 47 47 49 47 47 66 30 31 16 34 36 47
チャド 50 71 44 12 31 6 24 63 64 45 56 64 45 45 43 26 31 13 43 10 42
チリ 98 100 90 99 100 89 100 92 90 90 90 90 90 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中国 92 98 85 65 74 56 ‒ 99 99 99 99 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コロンビア 93 100 72 78 82 65 100 89 92 92 91 94 92 91 79 64 ‒ 54 ‒ ‒ 3 x
コモロ ‒ ‒ 97 ‒ ‒ ‒ 8 76 91 86 85 85 86 86 85 38 ‒ 38 28 41 59
コンゴ 72 95 32 18 19 15 11 92 90 85 85 80 85 85 83 52 ‒ 35 25 26 27

保健指標表３
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改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

クック諸島 100 100 100 95 95 95 ‒ 98 98 98 98 97 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 96 100 91 94 95 92 100 78 92 91 90 90 91 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コートジボワール 80 91 68 24 36 11 26 99 98 94 94 85 94 94 82 38 19 x 17 18 37 67
クロアチア 99 100 97 98 99 98 100 99 97 96 96 95 98 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キューバ 94 96 86 92 94 87 99 99 96 96 98 99 96 96 ‒ 97 70 51 ‒ ‒ ‒
キプロス 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 86 96 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 98 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 98 99 97 82 88 73 ‒ 98 97 96 99 99 96 32 93 80 88 74 ‒ ‒ ‒
コンゴ民主共和国 46 80 29 31 29 31 11 78 86 72 76 73 72 72 70 40 42 27 39 38 51
デンマーク 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 97 94 94 90 ‒ 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ 92 100 67 61 73 22 0 87 85 81 81 83 81 81 79 62 x 43 x 62 x 1 20 30
ドミニカ ‒ 96 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 98 98 97 99 99 97 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 82 82 81 82 86 74 ‒ 99 92 85 85 79 74 70 90 68 42 32 ‒ ‒ ‒
エクアドル 92 96 82 93 96 86 100 99 99 99 99 94 98 99 85 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エジプト 99 100 99 95 97 93 100 95 94 93 93 93 93 ‒ 86 73 58 28 ‒ ‒ ‒
エルサルバドル 90 94 81 70 79 53 100 90 92 92 92 93 92 92 90 67 51 58 ‒ ‒ ‒
赤道ギニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 73 65 33 39 51 ‒ ‒ 75 ‒ ‒ 29 x 49 x 1 x ‒
エリトリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 3 99 99 99 99 99 99 99 94 44 x ‒ 45 x 13 49 71
エストニア 99 99 97 98 100 94 ‒ 97 96 94 94 94 94 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エチオピア 49 97 39 21 27 19 8 80 80 61 70 66 61 61 68 27 7 26 26 30 47
フィジー 96 100 92 87 92 82 100 99 99 99 99 99 99 99 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィンランド 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 97 ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フランス 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 89 74 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 88 95 41 33 33 30 100 98 86 82 80 71 82 82 75 68 50 26 26 39 36
ガンビア 89 92 85 68 70 65 16 98 99 98 98 95 98 98 92 69 70 39 30 33 51
グルジア 98 100 96 93 96 91 57 95 94 92 93 93 92 92 ‒ 74 x 56 x 40 x ‒ ‒ ‒
ドイツ 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 97 93 95 97 86 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 86 92 80 13 19 8 11 98 92 92 91 88 92 92 88 41 56 35 53 39 48
ギリシャ 100 100 99 99 99 97 ‒ ‒ 99 99 99 99 98 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グレナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 ‒ 99 97 98 94 97 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 94 99 89 80 88 72 100 94 98 96 94 93 96 96 85 64 x ‒ 37 ‒ ‒ ‒
ギニア 74 90 65 18 32 11 0 84 86 59 57 58 59 59 80 37 ‒ 34 28 26 47
ギニアビサウ 72 94 54 19 33 8 ‒ 94 92 80 78 69 76 76 80 52 35 19 51 36 53
ガイアナ 95 98 93 84 88 82 57 98 99 97 97 99 97 97 90 65 18 50 6 24 26
ハイチ 64 77 48 26 34 17 ‒ 75 81 60 60 58 ‒ ‒ 76 38 46 53 3 12 19
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 89 96 81 81 86 74 45 90 88 88 88 93 88 88 94 64 60 60 0 ‒ ‒
ハンガリー 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アイスランド 100 100 100 100 100 100 100 ‒ 97 89 89 90 ‒ 89 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

インド 92 96 89 35 60 24 100 87 88 72 70 74 70 ‒ 87 69 x 13 x 26 x 8 x ‒ ‒
インドネシア 84 93 76 59 73 44 ‒ 81 91 64 69 80 64 ‒ 85 75 39 39 1 3 x 3 x
イラン 95 98 90 100 100 99 100 99 99 99 99 98 98 ‒ 95 76 63 61 ‒ ‒ ‒
イラク 85 94 67 84 86 80 ‒ 90 87 69 70 69 77 46 85 74 67 23 1 x 0 x ‒
アイルランド 100 100 100 99 100 98 ‒ 42 98 95 95 92 95 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イスラエル 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 96 94 95 96 97 93 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イタリア 100 100 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 97 97 90 97 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 93 97 89 80 78 82 100 96 99 99 99 93 99 99 80 75 x 52 x 40 x ‒ ‒ ‒
日本 100 100 100 100 100 100 ‒ 95 99 98 99 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン 96 97 90 98 98 98 100 96 98 98 98 98 98 98 90 77 79 x 20 ‒ ‒ ‒
カザフスタン 95 99 90 97 97 98 ‒ 95 99 99 98 96 95 97 ‒ 81 87 62 ‒ ‒ ‒
ケニア 61 83 54 29 31 29 ‒ 84 89 83 82 93 83 83 73 56 50 39 23 47 56
キリバス 66 87 50 39 51 30 ‒ 95 94 94 92 91 94 94 ‒ 81 51 62 ‒ ‒ ‒
クウェート 99 99 99 100 100 100 ‒ 97 99 98 98 99 98 98 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 89 96 85 93 94 93 ‒ 98 96 96 94 98 96 96 ‒ 62 x 45 x 35 ‒ ‒ ‒
ラオス 70 83 63 62 87 48 2 81 87 79 78 72 79 79 80 54 57 42 2 43 50
ラトビア 98 100 96 ‒ ‒ ‒ 100 97 95 92 92 90 91 91 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン 100 100 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 84 82 77 80 84 82 ‒ 74 x ‒ 44 x ‒ ‒ ‒
レソト 78 91 73 26 32 24 ‒ 95 93 83 91 85 83 83 83 66 ‒ 51 ‒ ‒ ‒
リベリア 74 89 60 18 30 7 8 85 86 77 77 80 77 77 91 62 x ‒ 53 x 57 37 50
リビア ‒ ‒ ‒ 97 97 96 ‒ 99 99 98 98 98 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア ‒ 98 ‒ ‒ 95 ‒ ‒ 98 97 93 93 93 93 93 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルクセンブルク 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 99 99 96 95 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マダガスカル 48 78 34 14 19 11 4 78 96 86 86 69 86 86 78 42 ‒ 17 20 77 80
マラウイ 84 95 82 53 50 53 ‒ 99 99 96 95 90 96 96 89 70 30 x 69 33 56 55
マレーシア 100 100 99 96 96 95 ‒ 99 99 99 99 95 98 99 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルディブ 99 100 98 98 97 98 ‒ 99 99 99 99 98 99 ‒ 95 22 x ‒ 57 ‒ ‒ ‒
マリ 65 89 53 22 35 14 12 89 85 74 74 59 74 74 89 42 44 11 32 46 77
マルタ 100 100 100 100 100 100 100 ‒ 99 99 99 93 93 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 94 93 97 76 84 55 2 97 97 80 80 78 80 67 ‒ ‒ ‒ 38 x ‒ ‒ ‒
モーリタニア 50 52 48 27 51 9 15 95 95 80 80 75 80 80 80 43 30 19 20 19 46
モーリシャス 100 100 100 91 92 90 100 99 99 98 98 99 98 98 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ 94 96 89 85 87 77 ‒ 99 99 99 99 99 99 99 88 ‒ ‒ 52 ‒ ‒ ‒
ミクロネシア連邦 89 95 88 55 83 47 ‒ 78 97 81 81 91 82 66 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ 100 100 ‒ 100 100 ‒ ‒ 89 99 99 99 99 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 85 100 53 53 64 29 75 99 99 99 99 99 99 99 ‒ 87 73 31 ‒ ‒ ‒
モンテネグロ 98 100 95 90 92 87 ‒ 95 98 94 94 90 90 94 ‒ 89 x 57 x 16 x ‒ ‒ ‒
モロッコ 82 98 61 70 83 52 ‒ 99 99 99 99 99 99 99 89 70 ‒ 23 x ‒ ‒ ‒

保健指標>>表３
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改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

モザンビーク 47 78 33 19 41 9 30 91 91 76 73 82 76 76 83 50 12 55 30 36 51
ミャンマー 84 94 79 77 84 74 56 87 89 85 87 84 38 ‒ 93 69 34 61 ‒ 11 ‒
ナミビア 93 99 90 32 57 17 100 90 89 84 84 76 84 84 83 53 x ‒ 63 x 20 34 54
ナウル 96 96 ‒ 66 66 ‒ 100 99 98 79 79 96 79 79 ‒ 69 x 47 x 23 x ‒ ‒ ‒
ネパール 88 91 87 35 50 32 45 96 90 90 90 86 90 90 82 50 7 39 1 ‒ ‒
オランダ 100 100 100 100 100 100 100 ‒ 99 97 97 96 ‒ 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド 100 100 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 94 93 93 92 93 93 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア 85 98 68 52 63 37 19 98 99 98 99 99 98 98 81 58 x ‒ 59 x 2 x ‒ ‒
ニジェール 50 100 39 10 34 4 ‒ 97 80 74 78 73 74 74 84 58 ‒ 44 19 20 61
ナイジェリア 61 75 47 31 33 28 ‒ 60 47 41 59 42 41 10 60 40 45 26 45 16 40
ニウエ 99 99 99 100 100 100 0 99 99 98 98 99 98 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー 100 100 100 100 100 100 100 ‒ 99 95 95 94 ‒ 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オマーン 92 95 85 97 97 95 ‒ 99 99 98 99 99 97 98 91 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パキスタン 91 96 89 47 72 34 ‒ 87 88 81 75 83 81 81 75 69 x 50 x 41 x 3 x ‒ 0 x
パラオ 95 97 86 100 100 100 ‒ ‒ 99 89 89 91 89 89 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 94 97 86 71 77 54 100 99 99 85 87 98 85 85 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パプアニューギニア 40 89 33 19 57 13 81 84 85 63 70 67 63 63 70 63 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラグアイ ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 93 96 87 83 91 87 87 85 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ペルー 85 91 66 72 81 38 100 95 99 95 94 94 95 95 85 59 48 31 ‒ ‒ ‒
フィリピン 92 93 92 74 79 69 83 88 90 86 86 85 70 23 76 50 42 47 0 ‒ ‒
ポーランド ‒ 100 ‒ ‒ 96 ‒ 100 93 99 99 96 98 98 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポルトガル 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 97 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール 100 100 100 100 100 100 100 97 94 92 92 97 92 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
韓国 98 100 88 100 100 100 ‒ 99 99 99 99 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 96 99 93 86 89 83 ‒ 99 97 92 92 91 94 90 ‒ 60 x ‒ 33 x ‒ ‒ ‒
ルーマニア ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 99 96 89 92 94 96 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ロシア連邦 97 99 92 70 74 59 ‒ 96 97 97 98 98 97 18 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルワンダ 69 80 66 61 61 61 8 99 99 98 98 97 98 98 85 50 13 29 11 70 82
セントクリストファー・ネーヴィス 98 98 98 ‒ ‒ ‒ 100 95 99 97 98 95 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア 94 98 93 65 70 64 ‒ 99 99 98 98 99 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン 95 95 95 ‒ ‒ ‒ 100 97 98 96 96 94 96 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア 98 97 98 92 93 91 100 96 99 92 95 85 99 99 ‒ ‒ ‒ 68 ‒ ‒ ‒
サンマリノ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 98 96 96 87 96 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 97 99 94 34 41 23 8 99 98 96 96 92 96 96 ‒ 75 60 49 8 56 61
サウジアラビア 97 97 97 100 100 100 100 99 98 98 98 98 98 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 73 93 59 51 68 39 27 97 97 92 89 84 92 92 91 50 ‒ 22 8 35 63
セルビア 99 99 99 97 98 96 ‒ 98 91 91 93 87 97 90 ‒ 90 82 36 ‒ ‒ ‒
セーシェル 96 96 96 97 97 97 60 99 98 98 98 98 99 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 57 84 40 13 22 7 ‒ 97 94 84 81 80 84 84 87 74 58 73 62 30 36
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改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

シンガポール 100 100 ‒ 100 100 ‒ ‒ 99 98 96 96 95 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア 100 100 100 100 100 100 ‒ 90 99 99 99 99 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア 100 100 99 100 100 100 ‒ ‒ 98 96 96 95 ‒ 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ソロモン諸島 79 93 76 29 81 15 46 83 94 90 86 85 90 90 85 73 x 23 x 38 x 19 x 40 x 49 x
ソマリア 30 66 7 24 52 6 0 37 52 42 47 46 ‒ ‒ 64 13 x 32 x 13 x 8 x 11 x 12 x
南アフリカ 91 99 79 74 84 57 100 84 70 68 69 79 73 68 77 65 x ‒ 40 x ‒ ‒ ‒
南スーダン 57 63 55 9 16 7 0 77 79 59 64 62 ‒ ‒ ‒ 48 33 39 51 25 34
スペイン 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 97 97 97 96 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリランカ 93 99 92 91 83 93 ‒ 99 99 99 99 99 99 99 95 58 x ‒ 50 x 0 x 3 x 5 x
パレスチナ 82 82 82 94 95 93 ‒ 98 98 97 98 98 98 97 ‒ 65 71 31 ‒ ‒ ‒
スーダン 55 66 50 24 44 13 1 92 99 92 92 85 92 92 74 56 66 22 65 30 x 25
スリナム 92 97 81 83 90 66 ‒ ‒ 94 84 84 73 84 84 93 76 71 42 0 43 61
スワジランド 72 93 67 57 63 55 ‒ 98 97 95 92 88 95 95 86 58 61 57 2 2 10
スウェーデン 100 100 100 100 100 100 ‒ 24 99 98 98 97 ‒ 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スイス 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 95 95 96 92 ‒ 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シリア 90 93 87 95 96 94 100 82 68 45 52 61 43 45 94 77 x 71 x 50 x ‒ ‒ ‒
タジキスタン 66 92 57 95 95 94 16 97 96 94 96 94 94 94 ‒ 63 41 x 60 2 x 1 x 2 x
タイ 96 97 95 93 89 96 100 99 99 99 99 98 98 ‒ 91 84 x 65 x 57 x ‒ ‒ ‒
旧ユーゴスラビア・マケドニア 100 100 99 91 97 83 ‒ 94 97 96 97 97 96 96 ‒ 93 x 74 x 62 ‒ ‒ ‒
東ティモール 69 93 60 39 68 27 26 71 69 67 66 62 67 ‒ 81 71 45 71 6 41 41
トーゴ 59 90 40 11 26 3 25 97 94 84 84 72 84 84 81 32 41 11 34 57 57
トンガ 99 99 99 92 99 89 ‒ 95 95 95 95 95 95 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 94 98 93 92 92 92 100 ‒ 97 92 91 85 92 92 ‒ 74 x 34 x ‒ ‒ ‒ ‒
チュニジア 96 100 89 90 97 75 100 99 99 97 97 96 97 97 96 60 57 65 ‒ ‒ ‒
トルコ 100 100 99 91 97 75 ‒ 96 98 97 97 98 96 97 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トルクメニスタン 71 89 54 99 100 98 ‒ 99 98 97 98 99 98 97 ‒ 83 x 50 x 40 x ‒ ‒ ‒
ツバル 98 98 97 83 86 80 ‒ 99 99 97 97 98 97 97 ‒ ‒ ‒ 44 x ‒ ‒ ‒
ウガンダ 75 91 72 35 34 35 ‒ 82 89 78 82 82 78 78 85 79 47 44 65 43 60
ウクライナ 98 98 98 94 96 89 ‒ 95 76 76 74 79 46 83 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アラブ首長国連邦 100 100 100 98 98 95 ‒ 94 94 94 94 94 94 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 100 100 100 100 100 100 ‒ ‒ 99 97 97 93 ‒ 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 53 79 44 12 24 7 25 99 99 92 90 97 92 92 88 71 ‒ 44 54 72 91
米国 99 100 94 100 100 99 ‒ ‒ 98 95 93 92 92 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウルグアイ 100 100 98 99 99 98 ‒ 99 98 95 95 96 95 95 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウズベキスタン 87 98 81 100 100 100 41 99 99 99 99 99 99 99 ‒ 68 x 56 x 28 x ‒ ‒ ‒
バヌアツ 91 98 88 58 65 55 ‒ 81 78 68 67 52 59 68 75 ‒ ‒ 23 x 53 x 56 x 68 x
ベネズエラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 96 90 81 73 87 81 81 50 72 x ‒ 38 x ‒ ‒ ‒
ベトナム 96 99 94 75 93 67 34 98 99 97 97 96 97 97 91 73 68 47 1 9 10
イエメン 55 72 47 53 93 34 15 64 89 82 89 71 82 82 66 44 x 38 x 33 x ‒ ‒ ‒

表３ 保健指標>>
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指標の定義
改善された飲用水源を利用する人の割合－主要な飲料水の水源として以下のいずれかを利用している人の割合。家屋や
土地、庭、近隣の庭の配水管から引かれた水、公共の蛇口、配水塔、掘り抜き井戸、堀削孔、保護された掘り井戸、湧
き水や雨水、容器に入った水に加え、上記のいずれかの水源を第二次水源として利用している。
改善された衛生設備を利用する人の割合－近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛生設備を利用している人の割
合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型
トイレ、覆い板付ピット式トイレ、蓋付ピット式トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレ。
政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率－子どもを守るために定期的に実施されるワクチンのうち、中央政府資金
（融資資金を含む）で購入されたものの割合。
EPI－拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合： 
DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他
（例えばB型肝炎《HepB》やヘモフィルス・インフルエンザb型菌《Hib》、黄熱病）の予防接種を含めている国もある。
BCG－カルメット-ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の割合。
３種混合（DPT１）－ジフテリア・百日咳・破傷風３種混合ワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
３種混合（DPT３）－ジフテリア・百日咳・破傷風３種混合ワクチンの予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
ポリオ３－ポリオワクチンの予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
はしか－はしか予防が入ったワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
HepB３－B型肝炎の予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
Hib３－ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を３回受け、生存している乳児の割合。
破傷風－出生時に破傷風から保護される新生児の割合。
肺炎の症状を呈していた５歳未満児のうち措置を受けた子どもの割合－調査前２週間に肺炎の症状（肺に何らかの問題
があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など）を呈していた０～４歳の子どものうち、医療機関や医療従事者に相談
したり治療を受けたりした子どもの割合。
肺炎の症状を呈していた５歳未満児のうち抗生物質による治療を受けた子どもの割合－調査前２週間に肺炎の症状を呈
していた０～４歳の子どものうち、抗生物質を処方された子どもの割合。この指標は子どもの世話に従事する者が報告
した、肺炎に一致する症状に対し抗生物質による治療が行われた事例である。これらの子どもについて医師による肺炎
の診断は下されていない可能性があるため、この指標の解釈には注意を要する。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた子どもの割合－調査前２週間に下痢をした０～４歳の
子どものうち、経口補水塩（ORSパケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液）による治療を受けた子どもの割合。
発熱した５歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた割合－調査前２週間に発熱した０～４歳の子どものうち、抗マラ
リア剤を与えられた子どもの割合。この指標は、感染が確認されたマラリア患者というよりも、発熱した全ての子ども

が抗マラリア治療を受けた割合について言及しているため、解釈には注意が必要である。
詳細な情報は〈www.childinfo.org/malaria_maltreatment.php〉を参照。
殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る５歳未満児の割合－０～４歳の子どもで、調査日の前夜に殺虫剤処理を施した蚊帳の下
で眠った子どもの割合。
殺虫剤処理を施した蚊帳を最低１張所有している家庭の割合－殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも１張もっている家
庭の割合。

データの主な出典
改善された飲用水源の利用および衛生設備の利用－ユニセフと世界保健機関（WHO）の合同モニタリング・プログラム。
政府資金によるワクチン購入－政府がユニセフとWHOの共同報告で報告している通り。
予防接種－ユニセフとWHO。
肺炎症状のケアと治療－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査。
下痢性疾患の治療－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
マラリアの予防と治療－DHS 、MICS、マラリア指標調査、その他の国別世帯調査。

注
- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインド、2007年のブ

ラジルのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前
の推計値は表示されていない。

β　 DPT１接種率は少なくともDPT３と同率でなければならない。DPT１接種率がDPT３よりも小さいことは、データ
収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのよう
な欠陥を解消すべく取り組んでいる。

λ　 WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を２回以上受けているという理由により出生
時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの割合を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が
保護されている可能性がある他のシナリオ（例えば、補完的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受けた
場合）を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることを目指している。この手法の詳細につ
いては〈www.childinfo.org〉を参照。

 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

改善された飲用水源を
利用する人の割合（%）

 2011

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

政府資金による
定期EPI用

ワクチンの購入率
（%）
2012

完全に予防接種を受けた割合（%） 肺炎 下痢 マラリア

国・地域

BCG ３種混合
DPT1β

３種混合
DPT3β ポリオ3 はしか HepB3 Hib3

破傷風から
保護される
新生児（%）λ

肺炎の症状を呈
していた５歳未
満児のうち措置
を受けた割合 
（%）

肺炎の症状を呈し
ていた５歳未満児
のうち抗生物質に
よる治療を受けた

割合（%）

下痢をした5歳
未満児のうち経
口補水塩（ORS）
による治療を受
けた割合（%）

発熱した5歳未
満児のうち抗マ
ラリア剤を与え
られた割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳で眠
る5歳未満児の
割合（%）

殺虫剤処理を
施した蚊帳を最
低１張所有して
いる家庭の割合

（%）

全国 都市部 農村部 全国 都市部 農村部 2012 2008‒2012* 2008‒2012* 2008‒2012*

ザンビア 64 86 50 42 56 33 ‒ 83 86 78 83 83 78 78 81 68 x 47 x 60 x 34 50 64
ジンバブエ 80 97 69 40 52 33 ‒ 99 95 89 89 90 89 89 66 48 31 21 2 10 29

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 63 84 51 30 42 24 25 81 80 71 76 72 70 64 74 46 39 31 37 36 52
　東部・南部アフリカ 63 87 52 34 53 26 34 86 88 78 80 82 76 76 76 52 26 38 33 45 58
　西部・中部アフリカ 63 82 49 27 35 22 17 76 71 63 71 62 63 51 71 41 45 26 38 28 48
中東と北アフリカ 87 93 77 83 93 69 83 93 94 89 90 88 90 55 86 70 63 35 ‒ ‒ ‒
南アジア 90 95 88 39 61 29 90 88 89 76 74 77 74 24 85 65 20 33 7 ‒ ‒
東アジアと太平洋諸国 91 97 84 67 76 58 ‒ 95 97 92 93 94 89 11 85 ** 69 ** 45 ** 44 ** 1 ** ‒ ‒
ラテンアメリカとカリブ海諸国 94 97 82 81 86 63 97 96 96 93 93 95 92 91 85 55 ‒ 48 ‒ ‒ ‒
CEE/CIS 94 98 88 83 84 82 ‒ 96 95 94 95 95 91 71 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
後発開発途上国 65 83 58 36 48 31 24 86 90 80 82 80 76 75 78 49 41 41 30 40 55
世界 89 96 81 64 80 47 77 ** 89 91 83 84 84 79 45 81 ** 59 ** 34 ** 35 ** 19 ** ‒ ‒

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

表３ 保健指標 表
３　
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成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

アフガニスタン <0.1 4 2 14 1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルバニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 22 36 55 ‒ ‒ ‒ ‒
アルジェリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 13 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンドラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 2.3 250 210 300 130 30 0.9 0.6 1.2 32 25 ‒ ‒ 120 1,100 85
アンティグア・バーブーダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 53 46 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルゼンチン 0.4 98 80 120 32 ‒ 0.2 0.2 0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルメニア 0.2 4 2 5 <1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 9 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストラリア ‒ ‒ 18 27 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア ‒ ‒ 13 25 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 0.2 10 8 14 1 ‒ 0.1 0.2 <0.1 5 x 5 x 29 x ‒ ‒ ‒ ‒
バハマ ‒ ‒ 7 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ <0.1 8 3 82 3 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 14 12 ‒ ‒ ‒ ‒ 84 x
バルバドス ‒ ‒ 1 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 0.4 23 21 26 7 ‒ 0.3 0.3 0.2 51 56 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベルギー ‒ ‒ 16 26 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ 1.4 3 3 3 1 ‒ 0.5 0.5 0.6 ‒ 43 ‒ 26 x,p ‒ ‒ ‒
ベナン 1.1 72 64 80 37 9 0.3 0.2 0.4 35 x 16 x 44 35 43 450 90 x
ブータン 0.2 1 <1 3 <0.5 ‒ <0.1 0.1 <0.1 ‒ 21 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ボリビア 0.3 16 9 24 5 ‒ 0.1 0.1 <0.1 28 22 41 ‒ ‒ ‒ ‒
ボスニア・ヘルツェゴビナ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 47 48 67 ‒ ‒ ‒ ‒
ボツワナ 23.0 340 320 360 180 11 5.2 3.7 6.7 ‒ ‒ ‒ ‒ 120 160 ‒
ブラジル ‒ ‒ 530 660 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルネイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア ‒ ‒ 2 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルキナファソ 1.0 110 99 130 55 21 0.4 0.4 0.5 36 31 75 65 130 980 101
ブルンジ 1.3 89 75 110 43 17 0.5 0.4 0.6 47 45 ‒ ‒ 89 680 82
カボヴェルデ 0.2 <1 <1 1 <0.5 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カンボジア 0.8 76 59 120 39 ‒ 0.2 0.2 0.2 44 44 ‒ ‒ ‒ ‒ 86
カメルーン 4.5 600 550 660 310 59 1.4 1.0 1.8 34 29 67 47 330 1,300 94
カナダ ‒ ‒ 59 85 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 26 x 17 x 47 34 ‒ ‒ 88
チャド 2.7 210 180 270 100 34 0.9 0.6 1.1 ‒ 10 ‒ 57 p 170 960 117
チリ 0.4 39 25 61 5 ‒ 0.2 0.2 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コロンビア 0.5 150 110 190 42 ‒ 0.2 0.3 0.2 ‒ 24 ‒ 39 ‒ ‒ 93
コモロ 2.1 8 6 11 2 ‒ 2.2 2.8 1.6 ‒ ‒ 52 ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ 2.8 74 68 81 36 13 1.0 0.8 1.3 28 14 55 44 64 220 100

HIV/エイズ指標表４
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成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

クック諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 0.3 10 9 11 4 ‒ 0.2 0.1 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コートジボワール 3.2 450 390 530 220 63 1.0 0.7 1.2 25 16 57 34 380 1,300 66
クロアチア ‒ ‒ <1 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キューバ <0.1 5 3 8 <1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 54 ‒ 66 ‒ ‒ ‒
キプロス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ ‒ ‒ 2 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ民主共和国 1.1 480 440 530 230 88 0.6 0.4 0.8 ‒ 15 ‒ 16 390 5,100 74
デンマーク ‒ ‒ 6 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ 1.2 8 6 9 4 1 0.2 0.2 0.3 ‒ 18 x ‒ ‒ 7 43 ‒
ドミニカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 48 56 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 0.7 45 39 52 22 ‒ 0.2 0.1 0.2 34 x 41 x 62 x 34 x ‒ ‒ 98
エクアドル 0.6 52 36 99 12 ‒ 0.3 0.4 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エジプト <0.1 7 4 10 1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 18 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エルサルバドル 0.6 25 16 45 9 ‒ 0.2 0.3 0.2 ‒ 27 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
赤道ギニア ‒ ‒ 17 49 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エリトリア 0.7 18 14 24 9 3 0.2 0.2 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ 21 160 ‒
エストニア ‒ ‒ 7 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エチオピア 1.3 760 690 840 380 170 0.4 0.3 0.5 34 24 47 ‒ 900 4,500 90
フィジー 0.2 <1 <1 1 <0.5 ‒ 0.1 0.1 0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィンランド ‒ ‒ 3 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フランス ‒ ‒ 120 180 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 4.0 41 36 48 25 4 1.0 0.4 1.6 36 30 77 56 19 61 101
ガンビア 1.3 14 11 19 8 ‒ 0.4 0.2 0.5 ‒ 33 ‒ 49 p ‒ ‒ 106
グルジア 0.3 7 5 10 1 ‒ 0.2 0.3 0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドイツ ‒ ‒ 62 78 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 1.4 240 200 270 120 28 0.4 0.3 0.5 39 37 39 27 190 1,000 76
ギリシャ ‒ ‒ 9 13 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グレナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 60 65 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 0.7 58 36 130 20 ‒ 0.3 0.3 0.2 24 22 74 27 p ‒ ‒ ‒
ギニア 1.7 120 97 140 63 14 0.6 0.4 0.8 ‒ ‒ 54 37 46 670 ‒
ギニアビサウ 3.9 41 32 55 21 6 1.3 0.9 1.7 ‒ 15 ‒ 50 17 120 109
ガイアナ 1.3 7 4 12 4 ‒ 0.6 0.5 0.8 47 54 76 ‒ ‒ ‒ ‒
ハイチ 2.1 150 130 160 78 12 0.7 0.6 0.9 28 35 62 52 100 430 96
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 0.5 26 21 33 9 ‒ 0.2 0.2 0.2 35 33 59 38 ‒ ‒ 92
ハンガリー ‒ ‒ 3 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アイスランド ‒ ‒ <0.5 <1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

HIV/エイズ指標>> 表
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成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

インド 0.3 2,100 1,700 2,600 750 ‒ 0.1 0.1 0.1 36 x 20 x 32 x 17 x,p ‒ ‒ 72 x
インドネシア 0.4 610 390 940 230 ‒ 0.4 0.4 0.5 10 y 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イラン 0.2 71 53 100 19 ‒ 0.1 0.1 <0.1 ‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イラク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ 94
アイルランド ‒ ‒ 6 10 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イスラエル ‒ ‒ 7 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イタリア ‒ ‒ 110 140 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 1.7 28 23 34 9 ‒ 0.7 0.9 0.5 36 y 51 y 76 49 ‒ ‒ ‒
日本 ‒ ‒ 7 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 13 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カザフスタン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 34 36 76 74 ‒ ‒ ‒
ケニア 6.1 1,600 1,600 1,700 820 200 2.7 1.8 3.6 55 47 67 37 1,000 2,600 ‒
キリバス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 49 44 30 2 p ‒ ‒ ‒
クウェート ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 0.3 9 6 13 2 ‒ 0.1 0.2 <0.1 ‒ 20 x 76 ‒ ‒ ‒ ‒
ラオス 0.3 12 10 13 5 ‒ 0.2 0.2 0.2 28 24 ‒ ‒ ‒ ‒ 80
ラトビア ‒ ‒ 6 12 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レソト 23.1 360 340 380 190 38 8.2 5.8 10.7 29 39 60 45 150 220 98
リベリア 0.9 22 19 26 11 4 <0.1 <0.1 0.1 27 x 21 x 28 x 16 x 23 190 85 x
リビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア ‒ ‒ <1 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルクセンブルク ‒ ‒ <1 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マダガスカル 0.5 59 49 69 23 ‒ 0.3 0.3 0.3 26 23 9 7 ‒ ‒ 74
マラウイ 10.8 1,100 1,100 1,200 560 180 3.6 2.7 4.5 45 42 41 31 770 1,300 97
マレーシア 0.4 82 60 110 12 ‒ 0.1 0.1 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルディブ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 35 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マリ 0.9 100 79 120 50 ‒ 0.2 0.2 0.3 ‒ 15 38 8 p ‒ ‒ 92
マルタ ‒ ‒ <0.5 <0.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 39 x 27 x 23 x,p 9 x,p ‒ ‒ ‒
モーリタニア 0.4 10 8 15 5 ‒ 0.2 0.1 0.2 ‒ 6 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 p
モーリシャス 1.2 11 10 12 3 ‒ 0.3 0.3 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ 0.2 170 150 210 38 ‒ 0.1 0.1 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ミクロネシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル <0.1 1 1 1 <1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 29 32 69 ‒ ‒ ‒ 102
モンテネグロ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モロッコ 0.1 30 22 40 11 ‒ 0.1 0.1 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

HIV/エイズ指標>>表４



51

成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

モザンビーク 11.1 1,600 1,400 1,800 810 180 4.7 2.8 6.6 52 30 41 38 740 2,000 91
ミャンマー 0.6 200 170 220 63 ‒ 0.1 <0.1 0.1 ‒ 32 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ナミビア 13.3 220 190 250 120 18 3.2 2.2 4.1 62 x 65 x 82 x 74 x 76 130 100 x
ナウル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 10 x 13 x 17 x,p 8 x,p ‒ ‒ ‒
ネパール 0.3 49 39 65 14 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 34 26 45 ‒ ‒ ‒ 72 p
オランダ ‒ ‒ 20 34 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド ‒ ‒ 2 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア 0.3 10 7 15 3 ‒ 0.2 0.3 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニジェール 0.5 46 39 56 20 ‒ 0.1 <0.1 0.1 16 x 13 x ‒ ‒ ‒ ‒ 67 x
ナイジェリア 3.1 3,400 3,100 3,800 1,700 430 1.0 0.7 1.3 ‒ 23 ‒ 47 2,200 11,500 100
ニウエ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー ‒ ‒ 4 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オマーン ‒ ‒ 3 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パキスタン <0.1 87 50 160 24 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラオ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 0.7 17 12 22 5 ‒ 0.3 0.4 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パプアニューギニア 0.5 25 20 31 12 3 <0.1 <0.1 0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ 13 320 ‒
パラグアイ 0.3 13 7 24 6 ‒ 0.2 0.2 0.3 ‒ ‒ ‒ 51 ‒ ‒ ‒
ペルー 0.4 76 36 230 23 ‒ 0.2 0.2 0.2 ‒ 19 x ‒ 38 x,p ‒ ‒ ‒
フィリピン <0.1 15 11 23 2 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 21 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポーランド ‒ ‒ 25 46 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポルトガル ‒ ‒ 38 62 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
韓国 ‒ ‒ 12 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 0.7 19 15 23 7 ‒ 0.2 0.2 0.2 39 y 42 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルーマニア ‒ ‒ 14 21 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ロシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルワンダ 2.9 210 190 230 100 27 1.1 1.0 1.3 47 53 ‒ ‒ 120 590 91
セントクリストファー・ネーヴィス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 50 53 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 6 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サンマリノ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 1.0 1 1 2 <1 ‒ 0.3 0.3 0.4 43 43 59 ‒ ‒ ‒ ‒
サウジアラビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 0.5 43 35 52 24 ‒ 0.2 0.1 0.3 31 29 ‒ ‒ ‒ ‒ 97
セルビア ‒ ‒ 2 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 48 54 63 65 ‒ ‒ ‒
セーシェル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 1.5 58 42 82 31 6 0.6 0.3 1.0 ‒ 23 ‒ 12 26 370 88
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成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

シンガポール ‒ ‒ 3 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア ‒ ‒ <0.5 <1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア ‒ ‒ <0.5 <1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ソロモン諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 35 x 29 x 39 x 18 x ‒ ‒ ‒
ソマリア 0.5 31 21 47 13 ‒ 0.2 0.2 0.2 ‒ 4 x ‒ ‒ ‒ ‒ 78 x
南アフリカ 17.9 6,100 5,800 6,400 3,400 410 8.9 3.9 13.9 ‒ ‒ ‒ ‒ 2,500 4,000 101
南スーダン 2.7 150 100 230 78 19 0.9 0.6 1.2 ‒ 10 ‒ 7 110 470 78
スペイン ‒ ‒ 140 170 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリランカ <0.1 3 2 5 <1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パレスチナ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スーダン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリナム 1.1 4 4 4 2 ‒ 0.5 0.4 0.7 ‒ 42 ‒ 39 ‒ ‒ ‒
スワジランド 26.5 210 200 230 110 22 15.1 10.3 20.0 54 58 85 69 78 120 100
スウェーデン ‒ ‒ 7 13 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スイス ‒ ‒ 16 27 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タジキスタン 0.3 12 7 24 4 ‒ 0.1 0.1 0.1 13 14 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タイ 1.1 440 400 480 200 ‒ 0.3 0.3 0.3 ‒ 46 x ‒ ‒ ‒ ‒ 93 x
旧ユーゴスラビア・マケドニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 27 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
東ティモール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 20 12 ‒ ‒ ‒ ‒ 75
トーゴ 2.9 130 110 150 65 17 0.7 0.5 0.9 42 33 54 39 90 360 86
トンガ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ ‒ ‒ 13 15 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 54 x ‒ 67 x ‒ ‒ ‒
チュニジア <0.1 2 1 4 <1 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トルコ ‒ ‒ 4 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トルクメニスタン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 5 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ツバル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 61 x 39 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウガンダ 7.2 1,500 1,400 1,800 780 190 3.1 2.3 4.0 40 38 47 ‒ 1,000 2,700 87
ウクライナ 0.9 230 190 270 95 ‒ 0.4 0.4 0.5 43 x 45 x 64 x 63 x ‒ ‒ ‒
アラブ首長国連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 ‒ ‒ 76 120 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 5.1 1,500 1,300 1,600 730 230 2.7 1.8 3.6 43 48 41 34 1,200 3,100 95
米国 ‒ ‒ 920 1,800 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウルグアイ 0.7 13 10 19 3 ‒ 0.3 0.5 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウズベキスタン 0.1 30 23 40 7 ‒ <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 31 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バヌアツ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 15 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベネズエラ 0.6 110 74 160 38 ‒ 0.3 0.3 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベトナム 0.4 260 70 490 71 ‒ 0.2 0.2 0.1 ‒ 51 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イエメン 0.1 19 9 47 8 ‒ 0.1 0.1 0.1 ‒ 2 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

HIV/エイズ指標>>表４
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指標の定義

成人の推定HIV感染率－2012年時点でHIVと共に生きる成人（15～49歳）の割合。
HIVと共に生きる人の推定数－2012年時点でHIVと共に生きる人々（全年齢）の推定数。
HIVと共に生きる女性の推定数－2012年時点でHIVと共に生きる女性（15歳以上）の推定数。
HIVと共に生きる子どもの推定数－2012年時点でHIVと共に生きる子ども（０～14歳）の推定数。
若者のHIV感染率※－2012年時点でHIVと共に生きる15～24歳の若い男女の割合。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－15～24歳の若い男女のうち、性交渉を通じたHIV感染を予防する２つの主な
方法（コンドームの使用と、HIVに感染していない誠実な１人の相手のみと性交渉をもつこと）を正しく認識し、HIV
感染についての２つの主要な現地の誤解を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知っている割合。
複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使用した若者の割合－15～24歳の男女の若者のうち、過去12カ月に、２
人以上と性交渉をもち、かつ直近の性交渉でコンドームを使用した人の割合。
エイズにより孤児となった子ども－2012年時点で、エイズにより親の一方もしくは両親を失った０～17歳の子どもの
推定数。
すべての原因により孤児となった子ども－2012年時点で、何らかの理由により親の一方もしくは両親を失った０～17
歳の子どもの推定数。
両親を失った孤児の学校への出席率－「少なくとも片方の親と同居し学校に通っている、孤児ではない子ども（10～
14歳）」に対する、「実両親を失い学校に通っている同年齢の孤児」の比率。
※ HIV感染率［=HIV prevalence］―― Prevalenceは、ある一時点で、観察しようとする集団の中で特定の「疾患」にかかっ
ている人の割合を指し、一般に「有病率」と訳す。しかし、HIV/エイズの場合は、エイズ患者に加え、まだ発症してい
ないHIV感染者も含めて、HIV/エイズと共に生きている人々の割合を指すため、ここでは「HIV感染率」と訳している。

データの主な出典

成人の推定HIV感染率－国連エイズ合同計画（UNAIDS）、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
HIVと共に生きる人の推定数－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
HIVと共に生きる女性の推定数－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
HIVと共に生きる子どもの推定数－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
若者のHIV感染率－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
HIVについての包括的な知識をもつ割合－AIDS Indicator Surveys（AIS）、人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター
調査（MICS）、その他の国別世帯調査、‘HIV/AIDS Survey Indicator Database’〈www.measuredhs.com/hivdata〉
複数のパートナーとの性交渉でコンドームを使用した若者の割合－AIS、DHS、MICS、その他の国別世帯調査、‘HIV/
AIDS Survey Indicator Database’〈www.measuredhs.com/hivdata〉
エイズにより孤児となった子ども－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
すべての原因により孤児となった子ども－UNAIDS、Report on the Global AIDS Epidemic, 2013
両親を失った孤児の学校への出席率－AIS、DHS、 MICS、その他の国別世帯調査、‘HIV/AIDS Survey Indicator 
Database’〈www.measuredhs.com/hivdata〉

注

- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインドのデータを除き、

このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されてい
ない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、
地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

ｐ　 孤児（10～14歳）の学校への出席率は小分母（典型的には、ウェイト処理を施していない25～49の事例）で算出
されている。

 *  データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

成人の
HIV
感染率
（%）
2012

HIVと共に生きる人（全年齢）
の数（1,000人）

2012

母子感染リスク 小児感染 若者の予防（15-24歳） 孤児

国・地域

HIVと共に生きる
女性（1,000人）

2012

HIVと共に生きる
子ども（1,000人）

2012

若者のHIV感染率（%）
2012

HIVについて包括的な
知識をもつ割合（%）
2008‒2012*

複数のパートナーとの
性交渉でコンドームを
使用した若者の割合（%）
2008‒2012*

エイズにより孤児
となった子どもの
数（1,000人）
2012

すべての原因により
孤児となった子ども
の数（1,000人）
2012

両親を失った孤児
の学校への出席率 

（%）

推定 推定値 推定値
（下限）

推定値
（上限） 推定 推定 全体 男 女 男 女 男 女 推定 推定 2008‒2012*

ザンビア 12.7 1,100 1,000 1,200 490 160 4.1 3.5 4.6 41 38 43 x 42 x,p 670 1,400 92
ジンバブエ 14.7 1,400 1,300 1,500 700 180 5.1 3.9 6.3 47 52 51 39 p 890 1,200 95

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 4.5 25,100 23,500 26,700 12,900 3,000 1.9 1.2 2.4 39 28 ‒ 35 15,100 56,000 91
　東部・南部アフリカ 6.9 18,600 17,600 19,600 9,600 2,100 3.2 2.0 4.0 41 35 46 ‒ 10,600 27,900 90
　西部・中部アフリカ 2.3 6,500 5,800 7,100 3,300 860 0.7 0.5 1.0 ‒ 22 ‒ 38 4,400 28,100 92
中東と北アフリカ 0.1 230 170 340 89 14 <0.1 <0.1 <0.1 ‒ 10 ‒ ‒ 100 5,500 ‒
南アジア <0.1 2,200 1,800 2,800 790 150 0.3 0.3 <0.1 34 19 33 17 610 40,800 72
東アジアと太平洋諸国 0.2 2,600 1,700 3,600 880 63 0.1 0.1 0.1 ‒ 23 ** ‒ ‒ 780 26,900 ‒
ラテンアメリカとカリブ海諸国 0.5 1,700 1,400 2,200 550 56 0.2 0.2 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ 830 7,800 ‒
CEE/CIS 0.5 1,300 1,100 1,700 440 19 0.2 0.2 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ 260 6,200 ‒
後発開発途上国 1.7 11,000 10,200 12,000 5,400 1,500 0.9 0.6 0.9 31 24 ‒ ‒ 7,600 42,900 88
世界 0.8 35,300 32,200 38,800 16,100 3,300 0.4 0.3 0.5 ‒ 22 ** ‒ ‒ 17,800 150,000 ‒

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。
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若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

アフガニスタン ‒ ‒ 54 5 ‒ ‒ 114 81 ‒ ‒ 63 46 ‒ 84 ‒ ‒ 43 21
アルバニア 99 99 108 55 58 57 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 91 98 100 ‒ ‒ 84 82
アルジェリア 94 x 89 x 103 15 74 75 112 106 98 97 97 x 96 x 95 93 x ‒ ‒ 57 x 65 x
アンドラ ‒ ‒ 74 86 103 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 72 74 ‒ ‒
アンゴラ 80 66 49 17 103 105 137 112 93 78 77 75 32 83 x 15 12 21 17
アンティグア・バーブーダ ‒ ‒ 199 84 77 84 102 95 87 85 ‒ ‒ ‒ ‒ 85 85 ‒ ‒
アルゼンチン 99 99 143 56 74 76 119 117 ‒ ‒ 99 99 95 ‒ 80 88 87 y 91 y
アルメニア 100 100 107 39 41 47 101 104 ‒ ‒ 97 97 96 100 x 85 88 67 76
オーストラリア ‒ ‒ 106 82 79 78 105 105 97 98 ‒ ‒ ‒ ‒ 85 86 ‒ ‒
オーストリア ‒ ‒ 161 81 100 100 99 98 ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 100 100 107 54 27 26 96 95 88 86 74 x 72 x 97 100 x 87 85 83 x 82 x
バハマ ‒ ‒ 72 72 ‒ ‒ 113 115 ‒ ‒ ‒ ‒ 89 ‒ 82 88 ‒ ‒
バーレーン 99 98 156 88 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 86 x 87 x 98 99 x ‒ ‒ 77 x 85 x
バングラデシュ 77 80 64 6 27 26 ‒ ‒ ‒ ‒ 77 81 66 94 x 43 51 43 47
バルバドス ‒ ‒ 126 73 105 103 126 125 ‒ ‒ ‒ ‒ 93 ‒ 83 95 ‒ ‒
ベラルーシ 100 100 112 47 104 101 98 98 ‒ ‒ 93 90 98 100 ‒ ‒ 87 92
ベルギー ‒ ‒ 119 82 120 119 104 104 99 99 ‒ ‒ 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ ‒ ‒ 51 25 47 47 126 116 ‒ ‒ 94 95 91 97 ‒ ‒ 50 61
ベナン 55 x 31 x 90 4 20 20 137 120 ‒ ‒ 72 y 68 y 56 89 x ‒ ‒ 49 y 40 y
ブータン 80 x 68 x 75 25 5 5 111 112 88 91 91 93 95 94 50 57 54 56
ボリビア 100 99 93 34 45 46 101 99 91 91 97 97 85 96 70 70 78 75
ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 100 90 65 18 17 90 91 89 91 98 98 81 100 ‒ ‒ 90 93
ボツワナ 93 97 150 12 19 19 112 108 87 88 86 x 88 x 93 ‒ 57 66 36 x 44 x
ブラジル 97 98 125 50 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 95 x 95 x ‒ 88 x ‒ ‒ 74 x 80 x
ブルネイ 100 100 114 60 87 89 104 106 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 ‒ 98 100 ‒ ‒
ブルガリア 98 98 146 55 80 79 103 102 99 100 ‒ ‒ 97 ‒ 84 82 ‒ ‒
ブルキナファソ 47 x 33 x 57 4 3 3 82 76 65 61 54 50 69 89 x 19 16 21 17
ブルンジ 90 88 26 1 7 7 164 165 ‒ ‒ 73 74 51 82 x 20 17 12 11
カボヴェルデ 98 99 84 35 75 74 114 105 95 92 ‒ ‒ 89 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カンボジア 88 86 132 5 13 14 129 122 ‒ ‒ 85 y 83 y 61 92 x 39 36 46 45
カメルーン 85 76 64 6 30 30 128 111 100 87 87 82 57 87 x 44 39 53 49
カナダ ‒ ‒ 76 87 73 72 100 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 72 59 23 3 6 6 109 79 78 60 78 68 46 81 18 10 23 15
チャド 54 42 35 2 2 2 115 86 ‒ ‒ 55 48 49 89 ‒ ‒ 22 12
チリ 99 99 138 61 114 110 103 100 93 93 ‒ ‒ 98 ‒ 83 87 ‒ ‒
中国 100 100 81 42 61 62 111 115 100 z 100 z ‒ ‒ 99 z ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コロンビア 98 99 103 49 49 49 114 110 90 90 90 92 87 95 73 79 73 79
コモロ 86 86 32 6 22 21 106 90 ‒ ‒ 31 x 31 x ‒ 19 x ‒ ‒ 10 x 11 x
コンゴ ‒ ‒ 101 6 13 13 119 113 95 90 86 x 87 x ‒ 93 x ‒ ‒ 39 x 40 x

教育指標表５
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若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

クック諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ 180 181 110 113 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 72 84 ‒ ‒
コスタリカ 98 99 128 48 73 73 108 107 ‒ ‒ 96 96 91 ‒ ‒ ‒ 59 x 65 x
コートジボワール 72 63 96 2 4 4 96 80 67 56 72 y 64 y 61 90 x ‒ ‒ 33 y 25 y
クロアチア 100 100 113 63 62 61 93 93 95 97 ‒ ‒ 99 ‒ 88 94 ‒ ‒
キューバ 100 100 15 26 104 104 102 100 98 98 ‒ ‒ 95 ‒ 87 87 ‒ ‒
キプロス 100 100 98 61 79 79 102 102 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 88 90 ‒ ‒
チェコ ‒ ‒ 123 75 112 109 105 105 ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 100 100 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 98
コンゴ民主共和国 79 x 53 x 28 2 4 4 103 89 ‒ ‒ 78 72 54 75 ‒ ‒ 35 28
デンマーク ‒ ‒ 118 93 101 98 99 99 95 97 ‒ ‒ 99 ‒ 88 91 ‒ ‒
ジブチ ‒ ‒ 23 8 4 4 62 56 55 49 67 x 66 x 64 92 x 28 20 45 x 37 x
ドミニカ ‒ ‒ 162 55 105 116 119 118 ‒ ‒ ‒ ‒ 91 ‒ 80 89 ‒ ‒
ドミニカ共和国 96 98 89 45 37 38 112 102 93 91 96 y 97 y 75 78 x 58 67 51 y 65 y
エクアドル 99 99 111 35 149 152 121 120 ‒ ‒ 96 y 96 y 92 ‒ 73 75 78 y 80 y
エジプト 92 86 115 44 27 25 105 99 ‒ ‒ 89 y 87 y 99 99 ‒ ‒ 70 70
エルサルバドル 96 96 138 26 63 64 117 112 96 96 ‒ ‒ 84 ‒ 59 61 ‒ ‒
赤道ギニア 98 98 68 14 74 74 88 86 59 59 61 x 60 x 55 ‒ ‒ ‒ 23 x 22 x
エリトリア 93 88 5 1 15 15 51 42 40 34 69 x 64 x 69 ‒ 32 25 23 x 21 x
エストニア 100 100 155 79 88 87 99 98 98 97 ‒ ‒ 98 ‒ 91 93 ‒ ‒
エチオピア 63 x 47 x 24 1 6 5 111 101 90 84 64 65 41 84 x ‒ ‒ 16 16
フィジー ‒ ‒ 98 34 17 19 105 105 ‒ ‒ ‒ ‒ 91 ‒ 81 88 ‒ ‒
フィンランド ‒ ‒ 173 91 69 69 99 99 98 98 ‒ ‒ 100 ‒ 93 94 ‒ ‒
フランス ‒ ‒ 98 83 109 108 110 109 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 98 100 ‒ ‒
ガボン 99 97 187 9 41 43 184 179 ‒ ‒ 87 y 87 y ‒ ‒ ‒ ‒ 50 y 58 y
ガンビア 73 64 84 12 30 31 79 82 68 71 61 64 63 95 ‒ ‒ 34 34
グルジア 100 100 109 46 ‒ ‒ 105 108 ‒ ‒ 95 96 96 98 x ‒ ‒ 85 88
ドイツ ‒ ‒ 131 84 114 113 103 102 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 88 83 100 17 112 116 107 107 84 85 72 74 72 100 48 44 40 44
ギリシャ 99 99 117 56 74 75 101 101 99 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 98 ‒ ‒
グレナダ ‒ ‒ 122 42 95 102 105 102 96 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 89 86 137 16 66 67 118 114 99 97 ‒ ‒ 68 ‒ 48 44 ‒ ‒
ギニア 38 22 46 1 17 17 105 91 89 78 55 x 48 x 59 96 x 40 26 27 x 17 x
ギニアビサウ 79 67 69 3 7 7 127 119 77 73 69 65 ‒ 79 ‒ ‒ 27 20
ガイアナ 92 94 72 34 84 88 85 89 81 85 94 96 83 100 71 81 70 79
ハイチ 74 x 70 x 59 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 77 y 78 y ‒ 85 x ‒ ‒ 22 y 29 y
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 95 97 93 18 44 45 114 114 97 98 93 y 93 y 75 ‒ ‒ ‒ 43 y 52 y
ハンガリー 99 99 116 72 88 87 101 101 97 98 ‒ ‒ 98 ‒ 92 92 ‒ ‒
アイスランド ‒ ‒ 105 96 98 96 99 99 99 99 ‒ ‒ 98 ‒ 88 89 ‒ ‒

教育指標>> 表
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若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

インド 88 x 74 x 69 13 54 56 112 112 99 99 85 x 81 x ‒ 95 x ‒ ‒ 59 x 49 x
インドネシア 99 99 115 15 45 46 117 119 98 100 92 y 90 y 88 ‒ 74 74 57 x,y 59 x,y
イラン 99 99 77 26 41 45 108 107 ‒ ‒ 96 97 98 97 82 80 ‒ ‒
イラク 84 81 79 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 93 87 ‒ 96 ‒ ‒ 53 45
アイルランド ‒ ‒ 107 79 68 66 108 107 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 98 100 ‒ ‒
イスラエル ‒ ‒ 120 73 98 97 104 105 97 98 ‒ ‒ 99 ‒ 97 100 ‒ ‒
イタリア 100 100 159 58 100 96 102 101 100 99 ‒ ‒ 100 ‒ 94 94 ‒ ‒
ジャマイカ 93 98 97 47 113 113 91 87 83 81 97 x 98 x 95 99 x 80 87 89 x 93 x
日本 ‒ ‒ 109 79 ‒ ‒ 103 103 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 ‒ 99 100 ‒ ‒
ヨルダン 99 99 139 41 33 31 92 92 91 91 99 x 99 x ‒ ‒ 83 88 85 x 89 x
カザフスタン 100 100 175 53 48 47 111 111 99 100 99 99 100 100 90 89 96 96
ケニア 83 x 82 x 72 32 52 52 115 112 84 85 72 75 ‒ 96 52 48 40 42
キリバス ‒ ‒ 16 11 ‒ ‒ 111 115 ‒ ‒ 83 y 85 y ‒ ‒ ‒ ‒ 55 y 63 y
クウェート 99 99 191 79 81 83 104 107 97 100 ‒ ‒ 96 ‒ 86 93 ‒ ‒
キルギス 100 100 125 22 21 21 102 100 96 96 91 x 93 x 95 99 x 81 80 88 x 91 x
ラオス 89 x 79 x 102 11 23 24 130 122 98 96 85 85 68 95 43 39 45 45
ラトビア 100 100 103 74 87 84 100 100 95 96 ‒ ‒ 93 ‒ 83 83 ‒ ‒
レバノン 98 x 99 x 93 61 83 82 109 106 97 97 98 98 90 93 x 72 80 77 85
レソト 74 92 59 5 ‒ ‒ 105 101 74 76 87 91 66 84 x ‒ ‒ 26 40
リベリア 63 x 37 x 56 4 ‒ ‒ 108 98 42 40 32 x 28 x 68 ‒ ‒ ‒ 14 x 14 x
リビア 100 100 148 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ 104 89 97 93 105 105 ‒ ‒ ‒ ‒ 79 ‒ 99 86 ‒ ‒
リトアニア 100 100 152 68 74 72 95 93 94 93 ‒ ‒ 96 ‒ 91 91 ‒ ‒
ルクセンブルク ‒ ‒ 145 92 90 89 96 98 94 96 ‒ ‒ ‒ ‒ 85 88 ‒ ‒
マダガスカル 66 64 39 2 9 9 150 147 ‒ ‒ 78 80 40 89 23 24 27 28
マラウイ 74 70 28 4 ‒ ‒ 139 144 ‒ ‒ 84 86 51 81 x 30 29 10 10
マレーシア 98 98 141 66 66 71 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 66 71 ‒ ‒
モルディブ 99 x 99 x 173 39 113 117 105 103 94 95 82 84 ‒ 99 ‒ ‒ 52 63
マリ 56 39 90 2 3 3 87 76 72 63 60 55 75 90 36 25 36 23
マルタ 97 x 99 x 129 70 119 115 101 101 93 94 ‒ ‒ 80 ‒ 82 80 ‒ ‒
マーシャル諸島 ‒ ‒ ‒ 10 45 47 102 101 ‒ ‒ ‒ ‒ 83 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モーリタニア 72 66 111 5 ‒ ‒ 98 104 73 77 60 62 81 78 ‒ ‒ 26 22
モーリシャス 96 98 113 41 102 102 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ 98 99 87 38 102 104 113 112 99 100 97 x 97 x 95 ‒ 71 74 ‒ ‒
ミクロネシア連邦 ‒ ‒ 25 26 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ ‒ ‒ 94 87 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 94 97 118 16 80 84 121 118 99 98 95 97 93 99 74 79 91 95
モンテネグロ 99 99 178 57 54 53 95 95 92 92 97 x 98 x 80 97 x ‒ ‒ 90 x 92 x
モロッコ 89 74 120 55 73 53 117 110 97 96 91 x 88 x 88 ‒ ‒ ‒ 39 x 36 x

教育指標>>表５
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若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

モザンビーク 80 57 33 5 ‒ ‒ 116 105 92 88 77 y 77 y 31 60 18 17 25 y 22 y
ミャンマー 96 96 11 1 10 10 126 126 ‒ ‒ 90 91 75 93 49 52 58 59
ナミビア 83 x 91 x 103 13 ‒ ‒ 108 106 84 88 91 x 93 x 84 89 x ‒ ‒ 47 x 62 x
ナウル ‒ ‒ 66 ‒ 96 93 90 96 ‒ ‒ 83 x,y 94 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ 52 x,y 69 x,y
ネパール 89 77 53 11 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 91 ‒ 95 x ‒ ‒ 74 66
オランダ ‒ ‒ 118 93 93 93 108 107 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 87 88 ‒ ‒
ニュージーランド ‒ ‒ 110 90 91 95 101 101 99 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 94 95 ‒ ‒
ニカラグア 85 x 89 x 90 14 55 56 119 116 93 95 71 y 70 y ‒ 56 x 43 49 35 x 47 x
ニジェール 52 x 23 x 32 1 6 6 77 64 70 57 44 x 31 x 69 88 x 14 10 13 x 8 x
ナイジェリア 76 58 68 33 14 14 87 79 60 55 72 68 80 97 ‒ ‒ 54 54
ニウエ ‒ ‒ ‒ 82 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー ‒ ‒ 116 95 100 98 99 99 99 99 ‒ ‒ 99 ‒ 94 94 ‒ ‒
オマーン 97 98 182 60 54 53 105 103 98 97 ‒ ‒ ‒ ‒ 94 94 ‒ ‒
パキスタン 79 61 67 10 ‒ ‒ 101 83 79 65 70 x 62 x 52 ‒ 40 29 35 x 29 x
パラオ ‒ ‒ 83 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 98 97 187 45 66 67 109 106 98 97 ‒ ‒ 94 ‒ 65 71 ‒ ‒
パプアニューギニア 67 75 38 2 101 99 63 57 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラグアイ 99 99 102 27 35 36 100 96 84 84 87 89 83 ‒ 59 63 81 x 80 x
ペルー 98 x 97 x 99 38 78 78 106 105 97 97 96 96 82 95 77 78 81 y 82 y
フィリピン 97 98 107 36 51 52 107 105 88 90 88 x 89 x 76 90 x 56 67 55 x 70 x
ポーランド 100 100 133 65 71 72 99 98 97 97 ‒ ‒ 99 ‒ 90 92 ‒ ‒
ポルトガル 100 100 115 64 83 83 113 110 99 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール 96 98 134 88 56 58 106 104 95 95 ‒ ‒ ‒ ‒ 87 96 ‒ ‒
韓国 ‒ ‒ 110 84 118 119 106 105 99 98 ‒ ‒ 99 ‒ 96 95 ‒ ‒
モルドバ 100 100 116 43 77 77 94 93 91 90 84 x 85 x 95 100 x 77 78 82 x 85 x
ルーマニア 97 97 106 50 79 79 96 95 88 87 ‒ ‒ 97 ‒ 82 83 ‒ ‒
ロシア連邦 100 100 184 53 91 89 99 99 95 96 ‒ ‒ 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルワンダ 77 78 50 8 11 12 140 143 ‒ ‒ 86 89 37 76 x ‒ ‒ 15 16
セントクリストファー・ネーヴィス ‒ ‒ 156 79 88 103 89 91 86 89 ‒ ‒ 74 ‒ 84 88 ‒ ‒
セントルシア ‒ ‒ 128 49 60 59 94 92 88 88 ‒ ‒ 92 ‒ 85 85 ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン ‒ ‒ 124 48 79 80 109 101 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 84 86 ‒ ‒
サモア 99 100 ‒ 13 41 46 103 107 91 96 88 y 89 y 77 ‒ 71 82 51 y 70 y
サンマリノ ‒ ‒ 113 51 104 113 92 91 91 93 ‒ ‒ 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 83 77 71 22 60 63 136 132 ‒ ‒ 86 85 66 84 ‒ ‒ 30 31
サウジアラビア 99 97 185 54 ‒ ‒ 106 106 97 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 74 56 88 19 13 15 83 89 77 81 60 63 59 93 x ‒ ‒ 35 32
セルビア 99 99 93 48 53 53 95 95 95 94 98 99 98 99 90 91 88 90
セーシェル 99 99 159 47 103 94 113 113 ‒ ‒ ‒ ‒ 94 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 70 52 36 1 7 7 129 120 ‒ ‒ 73 76 ‒ 93 ‒ ‒ 40 33

教育指標>>表５ 表
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若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

シンガポール 100 100 153 74 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア ‒ ‒ 111 80 92 89 101 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア 100 100 110 70 95 91 99 99 98 98 ‒ ‒ 99 ‒ 92 93 ‒ ‒
ソロモン諸島 ‒ ‒ 53 7 49 50 146 144 88 87 63 x,y 69 x,y ‒ ‒ 44 42 29 x,y 30 x,y
ソマリア ‒ ‒ 7 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 18 x 15 x ‒ 85 x ‒ ‒ 12 x 8 x
南アフリカ 98 99 135 41 65 65 104 100 90 91 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南スーダン ‒ ‒ 19 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 32 25 ‒ 65 ‒ ‒ 8 4
スペイン 100 100 108 72 127 127 105 104 100 100 ‒ ‒ 98 ‒ 94 96 ‒ ‒
スリランカ 98 99 96 18 84 85 98 97 93 93 98 x 98 x 97 ‒ 86 91 ‒ ‒
パレスチナ 99 99 71 ‒ 41 41 92 92 90 90 91 x 92 x 96 ‒ 77 85 ‒ ‒
スーダン ‒ ‒ 60 21 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 78 72 ‒ 82 ‒ ‒ 33 30
スリナム 98 99 183 35 89 89 118 112 92 93 95 96 90 96 52 63 53 66
スワジランド 92 95 66 21 26 26 121 109 ‒ ‒ 96 97 67 93 32 38 42 52
スウェーデン ‒ ‒ 123 94 95 95 101 100 100 99 ‒ ‒ 96 ‒ 93 93 ‒ ‒
スイス ‒ ‒ 135 85 100 101 104 103 99 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 83 81 ‒ ‒
シリア 96 94 61 24 11 11 122 121 99 100 87 x 86 x 96 100 x 68 68 63 x 63 x
タジキスタン 100 100 92 15 10 8 102 98 100 96 99 x,y 96 x,y 99 100 x 91 81 82 x,y 70 x,y
タイ 98 x 98 x 120 27 101 100 91 90 90 89 98 x 98 x ‒ 99 x 70 78 77 x 83 x
旧ユーゴスラビア・マケドニア 99 99 108 63 25 26 89 91 97 99 99 98 ‒ 99 ‒ ‒ 84 81
東ティモール 80 79 52 1 ‒ ‒ 126 122 91 91 71 73 84 91 37 41 43 48
トーゴ 87 73 56 4 11 11 146 133 ‒ ‒ 91 87 52 90 ‒ ‒ 51 40
トンガ 99 x 100 x 53 35 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 100 100 139 60 ‒ ‒ 107 103 98 97 98 x 98 x 89 98 x ‒ ‒ 84 x 90 x
チュニジア 98 96 120 41 ‒ ‒ 112 108 ‒ ‒ 98 98 95 97 ‒ ‒ 69 77
トルコ 99 98 91 45 27 26 105 104 100 98 94 y 92 y 99 95 x 81 76 52 x 43 x
トルクメニスタン 100 100 76 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 x 99 x ‒ 100 x ‒ ‒ 84 x 84 x
ツバル ‒ ‒ 28 35 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 x,y 99 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ 35 x,y 47 x,y
ウガンダ 90 85 46 15 14 14 112 114 93 95 81 81 25 72 x ‒ ‒ 16 19
ウクライナ 100 100 132 34 100 97 99 100 92 93 70 x 76 x 98 100 x 85 85 85 x 85 x
アラブ首長国連邦 94 x 97 x 170 85 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 84 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 ‒ ‒ 131 87 82 85 107 107 100 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 100 ‒ ‒
タンザニア 76 73 57 13 35 34 92 95 98 98 79 82 81 91 x ‒ ‒ 26 24
米国 ‒ ‒ 98 81 68 70 102 101 95 96 ‒ ‒ ‒ ‒ 89 90 ‒ ‒
ウルグアイ 98 99 147 55 89 89 114 110 ‒ ‒ ‒ ‒ 95 ‒ 68 76 ‒ ‒
ウズベキスタン 100 100 72 37 26 26 96 93 94 91 96 x 96 x 98 100 x ‒ ‒ 91 x 90 x
バヌアツ 94 95 54 11 58 59 120 114 ‒ ‒ 80 x 82 x 71 88 x 46 49 38 x 36 x
ベネズエラ 98 99 102 44 72 77 104 101 95 95 91 x 93 x 95 82 x 69 77 30 x 43 x
ベトナム 97 97 149 39 77 69 109 103 ‒ ‒ 98 98 94 99 ‒ ‒ 78 84
イエメン 96 76 54 17 1 1 100 81 83 70 75 x 64 x 76 73 x 48 31 49 x 27 x

教育指標>>表５
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指標の定義

若者の識字率－15歳～24歳の人口のうち、読み書きができ日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。
携帯電話の利用状況－過去３カ月に、プリペイドSIMカードの利用も含め、公共の携帯電話サービスに加入した人の数。
インターネットの利用状況－過去12カ月に、携帯電話も含め何らかの機器でインターネットを利用した人の推定数。
就学前教育総就学率－年齢に関わらず就学前教育に就学する子どもの人数が、公式の就学前教育就学年齢に相当する子
どもの総人口に占める割合。
初等教育総就学率－年齢に関わらず初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢に相当する子どもの
総人口に占める割合。
初等教育純就学率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって、初等学校または中等学校に就学する子どもの
人数が当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるた
め、この指標は初等教育純就学率「調整値」としても見ることができる。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって、初等学校または中等学校に通学する者の人数
が当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、
この指標は初等教育純出席率「調整値」としても見ることができる。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－初等学校の第１学年に入学した子どものうち、最終学年に達した者の
割合。
中等教育純就学率－公式の中等教育就学年齢に相当する子どもであって、中等学校に就学する子どもの人数が当該年齢
の子どもの総人口に占める割合。報告、記録制度が整備されていないため、中等教育純就学率には、中等学校就学年齢
で高等学校以上の学校に就学している子どもの数が含まれていない。
中等教育純出席率－公式の中等教育就学年齢に相当する子どもであって、中等学校またはそれ以上の学校に通学する者
の人数が当該年齢の子どもの総人口に占める割合。中等学校就学年齢で高等学校に行っている子もいるため、この指標
は中等教育純出席率「調整値」としても見ることができる。
全てのデータは、初等教育および中等教育の公式な国際標準教育分類（ISCED）に基づき掲載されており、必ずしも
各国の学校制度に直接一致しているものではない。

データの主な出典

若者の識字率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
携帯電話・インターネットの利用状況－国際電気通信連合（ジュネーブ）。
就学前・初等・中等教育就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。国別の教育管理情報システム（EMIS）と国連の人口推
計値の管理データに基づく。
初等・中等教育出席率－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－政府データ：ユネスコ統計研究所（UIS）。調査データ：DHS、MICS、
その他の全国世帯調査。

注

- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインド、2007年のブ

ラジル、インドネシア、タジキスタン、ウクライナのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均
値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、
地域平均や世界平均の算出には含まれていることを示す。

ｚ　 データは中国の教育省提供。UIS（ユネスコ統計研究所）のデータは近年、中国の純就学率データを発表していない。
 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。
※ 得られた最新データが初等教育、中等教育における他の指標の年次と異なる。

若者（15-24歳）
の識字率（%）
2008‒2012*

人口100人
あたりの数
2012

就学前教育 初等教育 中等教育

国・地域

総就園率（%）
2008‒2012*

総就学率（%）
2008‒2012*

純就学率（%）
2008‒2011*※

純出席率（%）
2008‒2012*

小学校に入学した生徒が
最終学年まで残る割合（%） 純就学率（%） 純出席率（%）

2008‒2011* 2008‒2012* 2008‒2011*※ 2008‒2012*

男 女 携帯電話 インターネット
ユーザー 男 女 男 女 男 女 男 女 政府データ 調査データ 男 女 男 女

ザンビア 70 x 58 x 76 13 ‒ ‒ 118 117 96 98 81 x 82 x 53 87 x ‒ ‒ 38 x 36 x
ジンバブエ ‒ ‒ 97 17 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 87 89 ‒ 82 ‒ ‒ 48 49

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 76 64 59 15 18 18 104 96 79 75 73 71 57 87 ‒ ‒ 34 32
　東部・南部アフリカ 78 71 55 14 22 22 113 108 89 86 74 75 49 ‒ 32 29 23 23
　西部・中部アフリカ 73 56 63 16 14 14 97 87 70 66 72 68 66 90 ‒ ‒ 43 40
中東と北アフリカ 95 89 101 33 26 24 104 96 92 88 89 86 88 94 69 64 ‒ ‒
南アジア 86 74 68 12 49 50 111 109 94 91 84 80 63 94 54 46 57 48
東アジアと太平洋諸国 99 99 90 38 60 61 111 113 97 97 92 ** 91 ** 89 ‒ 71 73 64 ** 66 **
ラテンアメリカとカリブ海諸国 97 97 110 43 73 73 114 111 95 96 93 94 84 ‒ 74 78 73 78
CEE/CIS 100 99 134 46 59 58 100 100 96 95 91 91 98 ‒ 85 83 ‒ ‒
後発開発途上国 76 67 48 7 15 15 109 103 83 79 75 73 57 ‒ 36 30 34 32
世界 92 87 89 35 50 50 108 106 92 90 83 ** 81 ** 75 ‒ 64 61 55 ** 51 **

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

教育指標表５ 表
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人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

アフガニスタン 29,825 16,317 4,964 4.2 2.1 28 16 8 53 50 35 37 49 61 5.1 24 5.5 3.6
アルバニア 3,162 857 198 -0.4 0.3 8 6 7 34 25 13 67 72 77 1.8 55 1.4 1.6
アルジェリア 38,482 12,608 4,468 1.7 1.3 17 6 6 47 32 25 50 67 71 2.8 74 3.3 2.0
アンドラ 78 14 4 1.6 0.7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 87 1.2 0.3
アンゴラ 20,821 11,299 3,966 3.2 2.9 27 23 14 52 53 45 37 41 51 6.0 60 5.4 3.7
アンティグア・バーブーダ 89 27 7 1.7 0.9 7 7 6 30 19 17 66 71 76 2.1 30 0.9 1.6
アルゼンチン 41,087 12,089 3,436 1.0 0.7 9 8 8 23 22 17 66 72 76 2.2 93 1.3 0.8
アルメニア 2,969 732 215 -0.8 0.0 6 8 9 23 22 14 70 68 74 1.7 64 -1.0 0.3
オーストラリア 23,050 5,280 1,539 1.4 1.1 9 7 7 20 15 13 71 77 82 1.9 89 1.6 1.3
オーストリア 8,464 1,517 402 0.4 0.3 13 11 9 15 12 9 70 75 81 1.5 68 0.6 0.7
アゼルバイジャン 9,309 2,556 768 1.2 0.7 9 8 7 29 27 18 65 65 71 1.9 54 1.2 1.2
バハマ 372 100 29 1.7 1.0 6 5 6 26 24 15 66 71 75 1.9 84 1.9 1.2
バーレーン 1,318 318 98 4.4 1.2 7 3 2 38 29 16 63 72 76 2.1 89 4.5 1.3
バングラデシュ 154,695 56,867 15,074 1.7 1.0 19 10 6 47 35 20 48 60 70 2.2 29 3.4 2.7
バルバドス 283 65 18 0.4 0.4 10 10 9 22 16 13 65 71 75 1.8 45 1.8 1.4
ベラルーシ 9,405 1,725 526 -0.4 -0.6 9 11 16 16 14 11 71 71 70 1.5 75 0.2 -0.2
ベルギー 11,060 2,245 657 0.5 0.3 12 11 10 14 12 12 71 76 80 1.9 98 0.5 0.3
ベリーズ 324 132 38 2.5 2.0 8 5 5 42 36 24 66 71 74 2.7 45 2.2 2.1
ベナン 10,051 4,989 1,631 3.2 2.4 24 14 10 47 46 37 42 54 59 4.9 46 4.4 3.6
ブータン 742 257 71 1.5 1.1 26 13 7 49 38 20 37 52 68 2.3 36 5.1 2.6
ボリビア 10,496 4,374 1,264 2.0 1.5 20 10 7 46 37 26 46 59 67 3.3 67 2.8 2.0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,834 790 158 -0.8 -0.2 7 10 10 23 15 9 66 67 76 1.3 49 0.2 0.8
ボツワナ 2,004 810 232 1.7 0.9 13 7 17 46 35 24 55 63 47 2.7 62 3.5 1.6
ブラジル 198,656 58,867 14,563 1.3 0.6 10 7 6 35 24 15 59 66 74 1.8 85 1.9 0.9
ブルネイ 412 127 33 2.1 1.1 6 4 3 36 32 16 67 74 78 2.0 76 2.8 1.4
ブルガリア 7,278 1,188 345 -0.9 -0.9 9 13 16 16 12 10 71 71 73 1.5 74 -0.4 -0.4
ブルキナファソ 16,460 8,642 2,932 2.8 2.7 25 17 11 47 47 41 39 49 56 5.7 27 5.9 5.0
ブルンジ 9,850 5,002 1,838 2.6 2.8 21 18 13 47 50 45 44 47 54 6.1 11 5.2 5.3
カボヴェルデ 494 183 49 1.5 0.9 15 8 5 41 39 20 52 66 75 2.3 63 3.2 1.7
カンボジア 14,865 5,557 1,669 2.3 1.4 20 12 6 43 42 26 42 55 72 2.9 20 3.4 2.8
カメルーン 21,700 10,808 3,572 2.7 2.3 19 14 12 45 45 38 46 54 55 4.9 53 4.0 3.3
カナダ 34,838 6,990 1,967 1.0 0.9 7 7 8 17 14 11 72 77 81 1.7 81 1.3 1.0
中央アフリカ共和国 4,525 2,117 662 2.0 1.9 23 19 15 43 41 34 42 46 50 4.5 39 2.3 2.8
チャド 12,448 6,905 2,406 3.4 2.9 23 19 15 47 51 46 41 46 51 6.4 22 3.6 3.9
チリ 17,465 4,577 1,225 1.3 0.7 10 6 6 29 23 14 62 74 80 1.8 89 1.6 0.8
中国 1,377,065 302,230 88,934 0.8 0.3 8 7 7 35 23 13 63 69 75 1.7 52 3.8 1.9
コロンビア 47,704 16,018 4,521 1.6 1.0 9 6 6 38 27 19 61 68 74 2.3 76 2.1 1.3
コモロ 718 346 115 2.5 2.2 18 12 9 45 38 36 48 56 61 4.8 28 2.6 2.9
コンゴ 4,337 2,112 722 2.7 2.5 14 12 10 43 38 38 53 55 58 5.0 64 3.5 3.0

表６ 人口統計指標
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人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

クック諸島 21 7 2 0.7 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 74 1.8 0.8
コスタリカ 4,805 1,403 361 2.0 1.0 7 4 4 33 27 15 67 76 80 1.8 65 3.2 1.6
コートジボワール 19,840 9,557 3,088 2.2 2.2 21 14 14 53 41 37 44 52 50 4.9 52 3.5 3.2
クロアチア 4,307 799 223 -0.5 -0.4 10 11 12 15 12 10 68 72 77 1.5 58 -0.2 0.2
キューバ 11,271 2,298 532 0.3 -0.2 7 7 8 29 17 10 70 75 79 1.5 75 0.4 -0.1
キプロス 1,129 242 65 1.8 0.8 7 7 7 19 19 12 73 77 80 1.5 71 2.0 1.1
チェコ 10,660 1,863 600 0.1 0.2 12 12 11 16 12 11 70 72 78 1.5 73 0.0 0.3
朝鮮民主主義人民共和国 24,763 6,632 1,690 0.9 0.4 10 6 9 37 21 14 60 70 70 2.0 60 1.1 0.8
コンゴ民主共和国 65,705 34,110 11,691 2.9 2.5 20 18 16 47 48 43 44 47 50 6.0 35 3.9 4.0
デンマーク 5,598 1,204 326 0.4 0.4 10 12 10 15 12 11 73 75 79 1.9 87 0.5 0.5
ジブチ 860 344 108 1.7 1.2 15 11 9 45 40 28 49 57 61 3.5 77 1.8 1.4
ドミニカ 72 22 6 0.0 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 67 0.0 0.7
ドミニカ共和国 10,277 3,725 1,063 1.6 1.0 11 6 6 42 30 21 58 68 73 2.5 70 2.7 1.5
エクアドル 15,492 5,568 1,594 1.9 1.3 12 6 5 41 30 21 58 69 76 2.6 68 2.9 1.9
エジプト 80,722 29,801 9,237 1.6 1.3 16 8 7 41 31 24 52 65 71 2.8 44 1.7 2.0
エルサルバドル 6,297 2,378 639 0.7 0.5 13 7 7 43 32 20 56 66 72 2.2 65 2.0 1.1
赤道ギニア 736 333 113 3.1 2.4 25 20 14 39 47 36 40 47 53 4.9 40 3.7 3.2
エリトリア 6,131 3,021 1,034 2.9 2.6 22 15 7 47 45 37 41 48 62 4.8 22 4.3 4.6
エストニア 1,291 242 73 -0.9 -0.3 11 13 13 15 14 11 70 69 74 1.6 70 -1.0 -0.1
エチオピア 91,729 46,355 14,095 2.9 2.3 21 18 8 48 47 34 43 47 63 4.6 17 4.4 4.1
フィジー 875 300 91 0.8 0.4 8 6 7 34 29 21 60 66 70 2.6 53 1.9 1.1
フィンランド 5,408 1,080 306 0.4 0.2 10 10 10 14 13 11 70 75 80 1.9 84 0.6 0.4
フランス 63,937 14,011 3,924 0.5 0.4 11 9 9 17 13 12 72 77 82 2.0 86 1.2 0.8
ガボン 1,633 731 238 2.5 2.1 20 11 9 37 37 32 47 61 63 4.1 87 3.5 2.3
ガンビア 1,791 941 328 3.0 3.0 26 14 10 50 47 43 38 52 59 5.8 58 4.9 3.7
グルジア 4,358 930 306 -1.0 -0.5 10 9 11 19 17 14 67 70 74 1.8 53 -1.2 -0.1
ドイツ 82,800 13,395 3,451 0.1 -0.2 12 11 11 14 10 8 71 75 81 1.4 74 0.2 0.0
ガーナ 25,366 11,424 3,640 2.5 1.8 16 11 9 47 39 31 49 57 61 3.9 53 4.2 2.8
ギリシャ 11,125 1,951 576 0.4 -0.1 10 9 10 17 10 10 71 77 81 1.5 62 0.6 0.4
グレナダ 105 35 10 0.4 0.1 9 9 7 28 28 19 64 69 73 2.2 39 1.2 1.0
グアテマラ 15,083 7,174 2,215 2.4 2.2 15 9 5 44 39 31 52 62 72 3.8 50 3.3 3.1
ギニア 11,451 5,627 1,856 2.9 2.3 27 17 12 45 46 37 37 50 56 5.0 36 4.0 3.7
ギニアビサウ 1,664 801 265 2.2 2.2 20 17 13 44 45 38 44 49 54 5.0 45 4.3 3.3
ガイアナ 795 340 89 0.4 0.4 10 9 7 34 23 21 59 62 66 2.6 28 0.2 1.2
ハイチ 10,174 4,262 1,250 1.6 1.2 18 13 9 39 37 26 47 54 63 3.2 55 4.6 2.5
バチカン 1 0 0 0.2 0.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 0.2 0.0
ホンジュラス 7,936 3,370 989 2.2 1.7 15 7 5 47 38 26 53 67 74 3.1 53 3.4 2.6
ハンガリー 9,976 1,780 491 -0.2 -0.3 11 14 13 15 12 10 70 69 74 1.4 70 0.1 0.3
アイスランド 326 81 24 1.1 0.9 7 7 6 21 17 15 74 78 82 2.1 94 1.3 1.0
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人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

インド 1,236,687 434,782 120,581 1.6 1.0 16 11 8 38 31 21 49 59 66 2.5 32 2.6 2.3
インドネシア 246,864 85,411 24,622 1.5 1.0 14 8 6 40 26 19 52 63 71 2.4 51 3.8 2.1
イラン 76,424 21,774 7,003 1.4 1.0 16 7 5 42 33 19 51 63 74 1.9 69 2.3 1.3
イラク 32,778 15,421 4,824 2.8 2.5 12 6 5 46 38 31 58 68 69 4.1 66 2.6 2.6
アイルランド 4,576 1,160 364 1.2 0.9 11 9 6 22 14 16 71 75 81 2.0 62 1.6 1.4
イスラエル 7,644 2,467 772 2.4 1.3 7 6 5 26 22 21 72 76 82 2.9 92 2.5 1.3
イタリア 60,885 10,296 2,851 0.3 0.0 10 10 10 17 10 9 71 77 82 1.5 69 0.4 0.4
ジャマイカ 2,769 947 254 0.7 0.4 8 7 7 36 26 18 68 71 73 2.3 52 1.0 0.8
日本 127,250 20,310 5,389 0.2 -0.3 7 7 10 19 10 8 72 79 83 1.4 92 1.0 0.0
ヨルダン 7,009 2,831 937 3.3 1.6 10 5 4 51 34 28 60 70 74 3.3 83 4.0 1.8
カザフスタン 16,271 4,887 1,665 0.0 0.7 9 9 10 25 24 21 63 67 66 2.5 53 -0.2 1.0
ケニア 43,178 21,023 6,956 2.8 2.4 15 10 8 51 42 36 52 59 61 4.5 24 4.5 4.1
キリバス 101 39 11 1.6 1.4 15 9 6 39 36 23 51 61 69 3.0 44 2.6 2.0
クウェート 3,250 948 314 2.1 2.2 6 3 3 49 19 21 66 72 74 2.6 98 2.1 2.2
キルギス 5,474 1,978 659 1.0 1.3 11 8 8 31 31 27 60 66 67 3.1 35 0.7 2.0
ラオス 6,646 2,860 889 2.0 1.6 18 13 6 43 43 27 46 54 68 3.1 35 5.8 3.7
ラトビア 2,060 360 109 -1.2 -0.6 11 13 16 14 14 11 70 69 72 1.6 68 -1.3 -0.4
レバノン 4,647 1,274 281 2.5 0.6 8 7 4 32 25 13 66 70 80 1.5 87 2.7 0.7
レソト 2,052 905 260 1.1 0.9 17 10 15 43 35 28 49 59 49 3.1 28 4.3 3.0
リベリア 4,190 2,073 678 3.1 2.3 24 18 9 49 45 36 39 47 60 4.9 49 3.9 3.2
リビア 6,155 2,134 645 1.7 1.1 13 5 4 47 29 21 56 68 75 2.4 78 1.8 1.3
リヒテンシュタイン 37 7 2 1.1 0.7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 14 0.4 1.1
リトアニア 3,028 569 167 -0.9 -0.4 9 11 14 17 15 11 71 71 72 1.5 67 -0.9 -0.1
ルクセンブルク 524 111 30 1.4 1.1 12 10 8 13 12 12 70 75 80 1.7 86 1.7 1.3
マダガスカル 22,294 11,065 3,529 3.0 2.7 21 15 7 48 45 35 45 51 64 4.5 33 4.5 4.3
マラウイ 15,906 8,344 2,859 2.4 2.7 24 18 12 52 50 40 41 47 55 5.5 16 3.8 4.3
マレーシア 29,240 9,434 2,425 2.2 1.3 7 5 5 33 28 18 64 71 75 2.0 73 3.9 1.8
モルディブ 338 120 36 2.0 1.4 21 9 3 50 41 22 44 61 78 2.3 42 4.3 3.0
マリ 14,854 7,979 2,865 2.8 3.1 32 20 13 49 48 47 32 46 55 6.9 36 4.8 4.7
マルタ 428 80 21 0.6 0.1 9 7 8 16 16 9 71 75 80 1.4 95 0.8 0.2
マーシャル諸島 53 19 5 0.5 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 72 0.9 0.9
モーリタニア 3,796 1,771 575 2.9 2.2 16 11 9 46 41 34 49 58 61 4.7 42 3.1 3.2
モーリシャス 1,240 307 70 0.7 0.2 7 6 8 29 21 12 63 69 73 1.5 42 0.5 0.7
メキシコ 120,847 42,111 11,405 1.5 1.0 10 5 5 43 28 19 61 71 77 2.2 78 2.0 1.3
ミクロネシア連邦 103 45 12 0.3 0.9 9 7 6 41 34 24 62 66 69 3.3 23 -0.3 1.7
モナコ 38 7 2 1.1 0.9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 1.1 0.9
モンゴル 2,796 907 306 1.1 1.1 15 10 7 44 32 23 55 60 67 2.4 69 2.0 1.9
モンテネグロ 621 145 40 0.0 -0.1 8 7 10 21 14 12 70 74 75 1.7 63 1.3 0.3
モロッコ 32,521 10,888 3,234 1.3 1.0 14 7 6 43 30 23 53 65 71 2.7 57 2.0 1.7

人口統計指標>>表６
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人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

モザンビーク 25,203 13,064 4,332 2.8 2.4 25 20 14 48 43 39 39 44 50 5.3 31 4.6 3.5
ミャンマー 52,797 16,200 4,434 1.0 0.6 15 10 9 40 27 17 51 59 65 2.0 33 2.4 2.2
ナミビア 2,259 984 283 2.1 1.7 15 9 7 43 38 26 53 61 64 3.1 39 3.7 3.0
ナウル 10 4 1 0.4 0.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 0.4 0.5
ネパール 27,474 11,601 2,984 1.9 1.0 21 12 7 42 38 22 42 55 68 2.4 17 4.9 3.0
オランダ 16,714 3,469 882 0.5 0.2 8 9 9 17 13 11 74 77 81 1.8 84 1.4 0.5
ニュージーランド 4,460 1,093 321 1.2 0.9 8 8 7 22 17 14 71 75 81 2.1 86 1.3 1.0
ニカラグア 5,992 2,399 690 1.7 1.2 13 7 5 46 37 23 54 64 75 2.5 58 2.1 1.8
ニジェール 17,157 9,679 3,557 3.6 3.9 28 23 11 56 55 50 36 44 58 7.6 18 4.3 5.7
ナイジェリア 168,834 85,406 29,697 2.6 2.7 23 18 13 46 44 42 41 46 52 6.0 50 4.2 3.7
ニウエ 1 1 0 -2.4 -1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 38 -1.4 -0.4
ノルウェー 4,994 1,131 319 0.7 0.9 10 11 8 16 14 12 74 76 81 1.9 80 1.2 1.1
オマーン 3,314 992 333 2.7 2.2 16 5 3 48 38 21 50 67 76 2.9 74 3.2 2.5
パキスタン 179,160 73,845 21,996 2.2 1.4 15 10 7 43 40 26 53 61 66 3.3 37 3.0 2.5
パラオ 21 7 2 1.4 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 85 2.4 1.4
パナマ 3,802 1,294 369 1.9 1.4 8 5 5 38 26 20 66 73 77 2.5 76 3.5 1.9
パプアニューギニア 7,167 3,218 982 2.5 1.9 17 10 8 44 35 29 46 56 62 3.8 13 1.7 3.6
パラグアイ 6,687 2,606 753 2.1 1.5 7 6 6 37 33 24 65 68 72 2.9 62 3.2 2.1
ペルー 29,988 10,487 2,925 1.5 1.1 14 7 5 42 30 20 53 66 75 2.4 78 2.0 1.4
フィリピン 96,707 39,420 11,165 2.0 1.5 9 7 6 39 33 25 61 65 69 3.1 49 2.1 2.3
ポーランド 38,211 7,021 2,066 0.0 -0.1 8 10 10 17 15 11 70 71 76 1.4 61 0.0 0.1
ポルトガル 10,604 1,904 486 0.3 -0.1 11 10 10 21 11 9 67 74 80 1.3 62 1.5 0.6
カタール 2,051 328 99 6.6 1.7 5 2 1 36 23 11 68 75 78 2.0 99 6.9 1.7
韓国 49,003 9,555 2,349 0.6 0.4 9 6 6 32 16 10 61 72 81 1.3 83 1.2 0.6
モルドバ 3,514 719 222 -1.0 -0.8 10 10 14 20 19 12 65 68 69 1.5 48 -0.8 0.4
ルーマニア 21,755 3,954 1,113 -0.3 -0.4 10 11 12 21 14 10 68 70 74 1.4 53 -0.4 -0.1
ロシア連邦 143,170 26,369 8,228 -0.2 -0.4 9 12 15 15 14 12 69 68 68 1.5 74 -0.1 -0.1
ルワンダ 11,458 5,846 1,945 2.1 2.4 20 34 7 50 48 36 44 33 64 4.6 19 7.9 4.3
セントクリストファー・ネーヴィス 54 17 5 1.2 0.9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 32 0.9 1.6
セントルシア 181 54 14 1.2 0.6 9 6 7 39 28 16 63 71 75 1.9 17 -1.3 -1.4
セントビンセント・グレナディーン 109 34 9 0.1 0.0 9 7 7 40 25 17 65 70 72 2.0 50 0.9 0.8
サモア 189 84 26 0.7 0.6 11 7 5 41 33 27 55 65 73 4.2 20 0.3 0.5
サンマリノ 31 6 2 1.2 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 94 1.4 0.4
サントメ・プリンシペ 188 90 31 2.1 2.2 13 10 7 41 37 35 56 62 66 4.1 63 3.8 2.9
サウジアラビア 28,288 9,698 2,954 2.5 1.3 15 5 3 46 36 20 53 69 75 2.7 83 2.9 1.5
セネガル 13,726 6,882 2,313 2.7 2.6 25 11 8 50 44 38 39 57 63 5.0 43 3.2 3.5
セルビア 9,553 1,929 481 -0.1 -0.6 9 10 12 18 15 10 68 72 74 1.4 57 0.5 0.0
セーシェル 92 25 7 1.3 0.4 9 7 8 35 23 17 66 71 73 2.2 54 1.7 1.0
シエラレオネ 5,979 2,886 928 1.8 1.7 30 26 17 49 44 37 35 37 45 4.8 40 2.6 2.8
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人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

シンガポール 5,303 1,094 269 2.6 1.2 5 4 5 23 18 10 68 76 82 1.3 100 2.6 1.2
スロバキア 5,446 1,006 292 0.1 -0.1 9 10 10 18 15 11 70 71 75 1.4 55 0.0 0.2
スロベニア 2,068 353 108 0.1 0.0 10 10 10 17 11 10 69 73 79 1.5 50 0.1 0.4
ソロモン諸島 550 258 82 2.6 1.8 13 11 6 45 40 31 54 57 67 4.1 21 4.5 3.6
ソマリア 10,195 5,531 1,923 2.2 2.8 23 20 13 46 48 44 41 45 55 6.7 38 3.3 4.1
南アフリカ 52,386 18,347 5,525 1.6 0.6 14 8 13 38 29 21 53 62 56 2.4 62 2.4 1.2
南スーダン 10,838 5,329 1,726 2.9 2.6 28 21 12 51 47 37 36 44 55 5.0 18 4.3 4.1
スペイン 46,755 8,383 2,545 0.8 0.2 9 9 9 20 10 11 72 77 82 1.5 78 1.0 0.4
スリランカ 21,098 6,262 1,874 0.9 0.5 8 6 7 31 21 18 64 70 74 2.3 15 0.3 2.1
パレスチナ 4,219 2,031 605 3.2 2.3 13 5 3 50 45 31 56 68 73 4.1 75 3.6 2.6
スーダン 37,195 17,880 5,671 2.8 2.2 15 12 8 47 42 34 52 56 62 4.5 33 3.5 3.1
スリナム 535 177 46 1.2 0.7 9 7 7 37 23 18 63 67 71 2.3 70 1.9 1.1
スワジランド 1,231 560 169 1.6 1.2 18 10 14 49 43 30 48 59 49 3.4 21 1.3 1.7
スウェーデン 9,511 1,920 565 0.5 0.6 10 11 10 14 14 12 74 78 82 1.9 85 0.6 0.8
スイス 7,997 1,457 400 0.8 0.9 9 9 8 16 12 10 73 78 82 1.5 74 0.9 1.1
シリア 21,890 9,124 2,624 2.6 1.7 11 5 4 46 36 24 59 70 75 3.0 56 3.2 2.4
タジキスタン 8,009 3,395 1,150 1.9 2.0 12 10 7 41 40 33 60 63 67 3.8 27 1.1 2.8
タイ 66,785 15,107 3,706 0.8 0.1 10 6 8 38 19 10 60 70 74 1.4 34 1.5 1.4
旧ユーゴスラビア・マケドニア 2,106 440 112 0.2 -0.1 8 8 10 24 18 11 66 71 75 1.4 59 0.3 0.4
東ティモール 1,114 611 190 1.8 1.9 23 16 6 42 43 36 40 48 67 6.0 29 3.2 3.1
トーゴ 6,643 3,216 1,069 2.6 2.3 19 12 11 48 43 37 47 56 56 4.7 38 3.9 3.5
トンガ 105 46 14 0.4 0.8 7 6 6 36 31 26 65 70 73 3.8 24 0.6 1.6
トリニダード・トバゴ 1,337 330 97 0.4 -0.1 7 8 9 27 21 15 65 68 70 1.8 14 2.7 1.5
チュニジア 10,875 3,048 918 1.3 0.8 14 6 6 41 27 17 51 69 76 2.0 67 1.9 1.2
トルコ 73,997 23,098 6,362 1.4 0.9 15 8 6 40 26 17 52 64 75 2.1 72 2.4 1.6
トルクメニスタン 5,173 1,777 503 1.6 1.0 12 9 8 37 35 22 58 63 65 2.4 49 1.9 1.8
ツバル 10 4 1 0.4 0.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 51 1.4 1.2
ウガンダ 36,346 20,159 6,939 3.3 3.1 17 17 10 49 50 44 49 48 59 6.0 16 5.0 5.5
ウクライナ 45,530 7,916 2,589 -0.6 -0.7 9 13 17 15 13 11 71 70 68 1.5 69 -0.4 -0.4
アラブ首長国連邦 9,206 1,625 647 7.4 1.6 7 3 1 37 26 15 62 71 77 1.8 85 7.7 1.9
英国 62,783 13,304 4,028 0.4 0.5 12 11 9 15 14 12 72 76 80 1.9 80 0.5 0.7
タンザニア 47,783 24,516 8,487 2.9 2.8 18 15 9 48 44 40 47 50 61 5.3 27 4.5 4.5
米国 317,505 75,321 20,623 1.0 0.7 10 9 8 17 16 13 71 75 79 2.0 83 1.4 1.0
ウルグアイ 3,395 907 245 0.4 0.3 10 10 9 21 18 15 69 73 77 2.1 93 0.6 0.4
ウズベキスタン 28,541 10,046 2,989 1.5 1.0 10 7 7 39 34 22 63 67 68 2.3 36 1.0 1.7
バヌアツ 247 108 35 2.4 2.0 14 8 5 42 36 27 52 63 71 3.4 25 3.7 3.2
ベネズエラ 29,955 10,289 2,951 1.9 1.2 7 5 5 37 29 20 65 71 74 2.4 94 2.4 1.3
ベトナム 90,796 25,343 7,184 1.3 0.6 11 6 6 37 29 16 60 71 76 1.8 32 3.3 2.4
イエメン 23,852 11,485 3,397 3.2 2.0 24 12 7 52 52 31 41 58 63 4.2 33 5.3 3.6

人口統計指標>>表６
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指標の定義

粗死亡率－人口1,000人あたりの年間の死亡数。
粗出生率－人口1,000人あたりの年間の出生数。
出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にしたがって子どもを産
むとして、その女性が一生の間に産むことになる子どもの人数。
都市人口－各国が最新の人口調査で用いた定義にしたがって定められた都市地域で暮らす人口の割合。

データの主な出典

都市人口－国連人口局。増加率は、国連人口局のデータを基にユニセフが算定。
粗死亡率・粗出生率－国連人口局。
平均余命－国連人口局。
合計特殊出生率－国連人口局。

注

- 　データなし。
α　中間出生率変化予測に基づく。

人口（1,000人）
2012

人口の
年間増加率（%） 粗死亡率 粗出生率 平均余命（年） 合計特殊

出生率
2012

都市人口の
割合（%）
2012

都市人口の
年間平均増加率（%）

国・地域 全体 18歳未満 5歳未満 1990‒2012 2012‒2030α 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1970 1990 2012 1990‒2012 2012‒2030α

ザンビア 14,075 7,523 2,566 2.7 3.2 17 19 11 49 44 43 49 44 57 5.7 40 2.7 4.3
ジンバブエ 13,724 6,483 2,010 1.2 2.2 13 9 10 48 37 32 55 59 58 3.6 39 2.6 3.4

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 913,135 454,335 151,551 2.7 2.5 21 16 11 47 44 38 44 50 56 5.2 37 3.9 3.6
　東部・南部アフリカ 441,512 216,847 70,865 2.6 2.4 19 16 10 47 43 36 46 51 59 4.7 30 3.8 3.5
　西部・中部アフリカ 433,568 219,264 74,908 2.7 2.6 22 17 13 47 45 41 42 49 54 5.7 44 4.0 3.7
中東と北アフリカ 425,055 154,551 48,396 2.1 1.5 15 7 6 44 34 24 53 65 71 2.9 60 2.7 1.9
南アジア 1,650,019 600,051 167,580 1.7 1.1 17 10 8 40 32 21 49 59 67 2.6 31 2.7 2.4
東アジアと太平洋諸国 2,074,608 524,629 151,130 1.0 0.5 9 7 7 36 24 15 61 68 74 1.8 51 3.4 1.9
ラテンアメリカとカリブ海諸国 604,436 198,478 53,612 1.4 0.9 10 7 6 37 27 18 60 68 75 2.2 79 2.0 1.2
CEE/CIS 408,336 96,228 28,853 0.2 0.1 10 11 12 21 18 14 66 68 70 1.8 65 0.3 0.5
後発開発途上国 878,097 412,086 130,370 2.5 2.1 21 15 9 47 42 33 44 52 61 4.4 29 3.9 3.6
世界 7,040,823 2,213,677 652,093 1.3 1.0 12 9 8 32 26 20 60 66 71 2.5 52 2.2 1.7

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

人口統計指標表６ 表
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国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

アフガニスタン 570 x 1,400 e,x ‒ ‒ ‒ ‒ 1 ‒ 5 6,711 37 ‒ 23 37
アルバニア 4,090 9,390 -0.9 x 5.7 13 1 3 3 2 349 3 7 20 43
アルジェリア 4,110 x 7,550 e,x 1.8 1.5 11 ‒ 3 4 3 197 0 1 ‒ ‒
アンドラ d ‒ -1.3 2.5 x 3 x ‒ 5 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 4,580 5,490 ‒ 4.1 187 43 2 3 4 200 0 4 15 49
アンティグア・バーブーダ 12,640 19,260 e 7.9 x 1.4 3 ‒ 4 ‒ ‒ 15 1 ‒ ‒ ‒
アルゼンチン c ‒ -0.8 1.3 x 6 x 1 5 6 1 84 0 15 13 49
アルメニア 3,720 6,990 ‒ 6.3 43 3 2 3 4 378 4 19 22 40
オーストラリア 59,570 43,170 1.6 2.1 3 ‒ 6 5 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア 48,160 43,220 2.5 1.8 2 ‒ 9 6 1 ‒ ‒ ‒ 22 x 38 x
アゼルバイジャン 6,050 9,410 ‒ 6.2 46 0 1 3 3 292 1 5 20 42
バハマ 21,280 x 29,740 e,x 1.9 0.3 3 ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン 16,050 x 21,420 x -1.0 x 0.7 x 3 x ‒ 3 3 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ 840 2,070 0.5 3.7 5 43 1 2 1 1,498 1 3 21 41
バルバドス d ‒ 1.7 0.9 x 3 x ‒ 4 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 6,530 15,210 ‒ 4.9 106 0 4 5 1 126 0 4 23 36
ベルギー 44,990 39,260 2.2 1.5 2 ‒ 8 7 1 ‒ ‒ ‒ 22 x 41 x
ベリーズ 4,180 x 6,880 e,x 3.1 2.2 x 1 x ‒ 4 7 1 28 2 13 ‒ ‒
ベナン 750 1,570 0.4 1.1 5 47 x 2 4 1 672 9 ‒ 18 x 46 x
ブータン 2,420 6,310 7.0 x 5.4 6 10 3 5 ‒ 144 8 11 18 45
ボリビア 2,220 4,960 -1.2 1.7 7 16 4 8 2 729 3 4 9 59
ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,650 9,380 ‒ 7.9 x 5 x 0 7 ‒ 1 624 3 10 18 43
ボツワナ 7,720 16,520 8.0 3.7 8 ‒ 3 8 3 121 1 1 ‒ ‒
ブラジル 11,630 11,720 2.3 1.7 45 6 4 6 2 826 0 19 10 59
ブルネイ d ‒ -2.2 x -0.4 5 ‒ 2 4 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア 6,870 15,390 3.4 x 3.4 34 0 4 5 2 ‒ ‒ 12 23 37
ブルキナファソ 670 1,510 1.4 2.8 3 45 4 4 1 996 10 ‒ 18 47
ブルンジ 240 560 1.2 -1.7 14 81 x 3 5 3 579 25 2 21 x 43 x
カボヴェルデ 3,810 4,340 3.7 x 5.1 2 21 x 4 6 0 251 14 4 13 x 56 x
カンボジア 880 2,360 ‒ 6.0 x 4 x 19 1 3 2 792 7 1 19 44
カメルーン 1,170 2,320 3.4 0.5 3 10 2 3 1 611 2 ‒ 17 46
カナダ 50,970 42,690 2.0 1.7 2 ‒ 8 5 1 ‒ ‒ ‒ 20 x 40 x
中央アフリカ共和国 490 860 -1.3 -0.7 3 63 2 1 3 272 13 ‒ 10 61
チャド 740 1,320 -0.9 2.8 6 62 x 1 3 2 468 5 ‒ 16 x 47 x
チリ 14,280 21,590 1.5 3.4 6 1 3 4 3 161 0 15 12 58
中国 5,740 9,210 6.6 9.3 5 12 3 ‒ 2 -661 0 2 15 47
コロンビア 6,990 10,110 1.9 1.7 13 8 5 4 3 1,024 0 14 10 60
コモロ 840 1,230 0.0 x -0.7 4 46 x 3 8 ‒ 52 8 ‒ 8 x 68 x
コンゴ 2,550 3,510 3.3 0.4 8 54 x 1 6 1 260 2 ‒ 13 x 53 x

経済指標表７
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国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

クック諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 8,740 12,590 e 0.7 2.7 12 3 6 5 ‒ 38 0 12 12 56
コートジボワール 1,220 1,960 -1.7 -0.5 5 24 1 5 2 1,436 6 ‒ 16 48
クロアチア 13,290 19,760 ‒ 3.1 x 4 x 0 7 4 2 ‒ ‒ ‒ 20 42
キューバ c ‒ 3.9 3.0 x 4 x ‒ 11 13 3 83 ‒ ‒ ‒ ‒
キプロス 26,000 29,400 5.9 x 1.7 3 ‒ 3 8 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ 18,130 24,550 ‒ 2.7 5 ‒ 7 4 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 a ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 118 ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ民主共和国 220 370 -2.1 -2.1 191 88 x 2 3 1 5,532 38 ‒ 14 x 51 x
デンマーク 59,770 42,620 2.0 1.3 2 ‒ 10 9 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ b ‒ ‒ 0.0 3 19 x 5 8 4 142 ‒ 8 17 x 46 x
ドミニカ 6,460 12,190 e 5.2 x 2.0 3 ‒ 4 3 ‒ 24 5 7 ‒ ‒
ドミニカ共和国 5,470 9,820 e 2.1 3.9 10 2 2 2 1 224 0 7 14 53
エクアドル 5,190 9,590 1.7 1.2 4 5 3 5 4 163 0 9 12 54
エジプト 3,000 6,640 4.4 2.9 8 2 2 4 2 412 0 5 22 40
エルサルバドル 3,580 6,790 e -1.9 2.3 4 9 4 3 1 281 1 13 13 53
赤道ギニア 13,560 18,880 ‒ 16.2 11 ‒ 3 ‒ ‒ 24 0 ‒ ‒ ‒
エリトリア 450 560 e ‒ -1.0 x 14 x ‒ 1 ‒ ‒ 135 5 ‒ ‒ ‒
エストニア 15,830 21,990 ‒ 5.3 x 6 x 1 x 5 6 2 ‒ ‒ ‒ 19 x 43 x
エチオピア 410 1,140 ‒ 3.2 8 31 3 5 1 3,532 11 6 20 42
フィジー 4,200 4,880 0.6 1.2 4 6 3 4 2 75 2 ‒ 16 50
フィンランド 46,940 38,210 2.9 2.4 2 ‒ 7 7 2 ‒ ‒ ‒ 24 x 37 x
フランス 41,750 36,460 2.1 1.2 2 ‒ 9 6 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 10,070 14,290 0.7 -0.8 7 5 x 2 ‒ 1 69 0 ‒ 16 x 48 x
ガンビア 510 1,860 0.7 0.4 6 34 x 2 4 ‒ 135 16 6 14 x 53 x
グルジア 3,280 5,860 3.1 2.9 61 18 2 3 3 590 4 21 15 48
ドイツ 44,010 41,370 2.3 1.3 1 ‒ 9 5 1 ‒ ‒ ‒ 23 x 37 x
ガーナ 1,550 1,940 -0.9 2.7 25 29 x 3 8 0 1,800 5 2 15 x 49 x
ギリシャ 23,260 24,790 1.3 2.0 5 ‒ 7 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ 19 x 41 x
グレナダ 7,110 10,300 e 4.2 x 2.6 4 ‒ 3 ‒ ‒ 12 2 11 ‒ ‒
グアテマラ 3,120 4,960 e 0.2 1.3 7 14 x 2 3 0 392 1 12 10 x 60 x
ギニア 460 980 ‒ 0.7 10 43 2 3 ‒ 201 4 10 16 46
ギニアビサウ 550 1,190 0.9 -1.2 16 49 x 2 ‒ ‒ 119 12 ‒ 19 x 43 x
ガイアナ 3,410 3,400 e -1.3 2.1 11 ‒ 5 4 1 159 6 ‒ ‒ ‒
ハイチ 760 1,240 e ‒ -0.9 x 14 x 62 x 3 ‒ ‒ 1,712 23 0 8 x 63 x
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 2,070 3,890 e 0.8 1.6 12 18 4 ‒ 1 624 4 11 8 60
ハンガリー 12,390 20,200 3.0 2.4 10 0 5 5 1 ‒ ‒ ‒ 21 40
アイスランド 38,710 33,550 3.2 2.0 5 ‒ 8 8 0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

経済指標>> 表
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国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

インド 1,530 3,840 2.0 5.0 6 33 1 3 3 3,221 0 6 21 43
インドネシア 3,420 4,810 4.5 2.7 14 16 1 3 1 415 0 14 19 44
イラン c ‒ -2.5 2.8 x 22 x 2 x 2 5 2 102 ‒ ‒ 17 x 45 x
イラク 5,870 4,300 ‒ -1.7 x 18 x 3 7 ‒ 5 1,904 1 ‒ 22 40
アイルランド 38,970 35,110 ‒ 0.7 x 1 x ‒ 7 6 1 ‒ ‒ ‒ 19 x 42 x
イスラエル 28,930 x 28,070 x 1.9 1.8 x 5 x ‒ 5 6 7 ‒ ‒ ‒ 16 x 45 x
イタリア 33,840 32,280 2.8 0.7 3 ‒ 7 5 2 ‒ ‒ ‒ 19 x 42 x
ジャマイカ 5,140 ‒ -1.3 0.4 x 15 x 0 x 3 6 1 44 0 25 14 x 52 x
日本 47,870 36,320 3.4 0.7 -1 ‒ 7 4 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン 4,720 6,130 2.5 x 2.6 4 0 6 ‒ 5 978 3 5 20 44
カザフスタン 9,730 11,950 ‒ 4.2 51 0 3 3 1 213 0 34 22 38
ケニア 840 1,760 1.2 0.4 9 43 x 2 7 2 2,484 7 3 14 x 53 x
キリバス 2,260 3,380 e -5.8 0.7 3 ‒ 8 ‒ ‒ 64 27 ‒ ‒ ‒
クウェート 44,730 x 49,230 x -6.7 x 0.6 x 6 x ‒ 2 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 990 2,260 ‒ 0.8 33 5 4 6 4 523 9 7 20 41
ラオス 1,260 2,730 ‒ 4.7 20 34 1 3 0 397 5 11 19 45
ラトビア 14,180 21,020 3.4 4.5 16 0 4 5 1 ‒ ‒ 46 19 42
レバノン 9,190 14,400 ‒ 1.7 7 ‒ 2 2 4 472 1 16 ‒ ‒
レソト 1,380 2,210 3.0 2.6 8 43 x 6 13 2 259 9 2 10 x 56 x
リベリア 370 600 -4.1 5.5 29 84 4 3 0 765 54 0 17 45
リビア c ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 ‒ 1 642 ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン d ‒ 2.2 2.9 x 1 x ‒ ‒ 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア 13,850 22,760 ‒ 3.7 19 0 5 6 1 ‒ ‒ 19 18 44
ルクセンブルク 76,960 63,000 2.6 2.5 3 ‒ 6 ‒ 1 ‒ ‒ ‒ 21 x 39 x
マダガスカル 430 950 -2.4 -0.3 13 81 3 3 1 441 5 ‒ 14 50
マラウイ 320 880 -0.1 1.2 25 62 6 5 ‒ 804 15 1 16 50
マレーシア 9,800 16,530 4.0 3.1 4 0 2 5 2 31 0 4 14 51
モルディブ 5,750 7,690 ‒ 5.3 x 5 x 2 x 4 7 ‒ 46 3 4 18 x 44 x
マリ 660 1,160 0.3 2.3 5 50 3 5 2 1,270 12 ‒ 20 41
マルタ 19,760 26,990 6.0 2.3 3 ‒ 5 5 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 4,140 ‒ ‒ 0.7 2 ‒ 14 ‒ ‒ 82 38 ‒ ‒ ‒
モーリタニア 1,110 2,520 -1.1 1.2 8 23 2 4 3 381 9 ‒ 16 47
モーリシャス 8,570 15,820 3.2 x 3.6 6 ‒ 3 4 0 183 2 2 ‒ ‒
メキシコ 9,740 16,630 1.7 1.2 12 1 3 5 1 958 0 10 14 53
ミクロネシア連邦 3,310 4,090 e ‒ 0.8 2 31 x 12 ‒ ‒ 134 41 ‒ 7 x 64 x
モナコ d ‒ 1.5 1.7 x 2 x ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 3,160 5,100 ‒ 3.6 24 ‒ 3 5 1 340 4 2 18 44
モンテネグロ 6,940 13,930 ‒ 3.1 x 6 x 0 6 ‒ 2 124 3 9 22 37
モロッコ 2,940 5,040 2.1 2.6 3 3 2 5 3 1,427 1 8 17 48

経済指標>>表７
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国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

モザンビーク 510 1,020 -1.1 x 4.2 16 60 3 ‒ 1 2,071 17 1 14 51
ミャンマー a ‒ 1.4 7.3 x 24 x ‒ 0 1 ‒ 376 ‒ 0 ‒ ‒
ナミビア 5,670 7,470 -2.1 x 2.2 9 32 x 3 8 4 274 2 ‒ 8 x 69 x
ナウル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ネパール 700 1,500 1.2 2.3 7 25 2 5 2 892 5 3 20 41
オランダ 48,250 43,360 1.6 1.8 2 ‒ 10 6 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド 30,620 x 29,960 x 1.3 x 1.7 2 x ‒ 8 7 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア 1,650 3,960 e -3.7 2.0 17 12 x 6 5 1 695 7 12 16 x 47 x
ニジェール 370 650 -1.9 -0.7 5 44 2 4 1 646 11 ‒ 20 43
ナイジェリア 1,430 2,420 -1.3 2.1 19 54 2 ‒ 1 1,777 1 0 16 46
ニウエ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー 98,860 64,030 3.2 1.8 4 ‒ 8 7 2 ‒ ‒ ‒ 24 x 37 x
オマーン 19,120 x 25,580 x 3.2 2.4 x 5 x ‒ 2 4 10 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パキスタン 1,260 3,030 2.6 2.0 10 21 1 2 3 3,509 2 6 23 40
パラオ 9,860 17,150 e ‒ -0.1 x 5 x ‒ 8 ‒ ‒ 28 15 ‒ ‒ ‒
パナマ 9,910 17,830 e 0.2 3.5 3 7 6 4 ‒ 110 0 4 11 56
パプアニューギニア 1,790 2,780 e -1.0 0.3 8 ‒ 3 ‒ 0 611 5 ‒ ‒ ‒
パラグアイ 3,290 5,610 3.7 0.4 10 7 3 4 1 94 0 3 11 56
ペルー 5,880 10,240 -0.6 3.3 9 5 3 3 1 599 0 6 12 53
フィリピン 2,470 4,400 0.6 2.0 7 18 1 3 1 -192 0 14 15 50
ポーランド 12,670 20,920 ‒ 4.3 9 0 5 5 2 ‒ ‒ ‒ 20 41
ポルトガル 20,580 24,670 2.5 1.4 3 ‒ 7 6 2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール 78,720 x 84,670 x ‒ 0.9 x 11 x ‒ 2 2 2 ‒ ‒ ‒ ‒ 52
韓国 22,670 30,890 6.2 4.1 4 ‒ 4 5 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 2,070 3,690 1.8 x 0.2 36 0 5 9 0 469 6 10 20 41
ルーマニア 8,420 16,310 0.9 x 2.8 41 0 4 4 1 ‒ ‒ 25 23 36
ロシア連邦 12,700 22,760 ‒ 2.4 49 0 3 4 4 ‒ ‒ 10 16 47
ルワンダ 560 x 1,250 x 1.1 2.7 9 63 6 5 1 1,262 20 2 13 57
セントクリストファー・ネーヴィス 13,330 17,280 e 6.5 x 2.0 5 ‒ 2 4 ‒ 16 2 ‒ ‒ ‒
セントルシア 6,530 11,020 e 5.1 x 1.2 3 ‒ 3 4 ‒ 35 3 7 ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン 6,380 10,810 e 3.3 3.2 3 ‒ 4 5 ‒ 18 3 14 ‒ ‒
サモア 3,220 4,270 e ‒ 2.6 5 ‒ 5 6 ‒ 100 16 3 ‒ ‒
サンマリノ d ‒ 1.7 3.3 x 3 x ‒ 6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 1,320 1,850 ‒ 1.8 x 16 x 28 x 3 ‒ ‒ 75 30 4 14 x 56 x
サウジアラビア 18,030 x 25,010 x -1.4 0.2 x 5 x ‒ 2 6 8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 1,040 1,920 -0.6 1.1 4 30 3 6 2 1,049 7 ‒ 16 47
セルビア 5,280 11,180 ‒ 1.5 21 x 0 6 5 2 1,378 3 26 21 38
セーシェル 11,640 25,760 e 3.5 2.0 6 0 3 ‒ 1 21 2 2 10 70
シエラレオネ 580 1,360 -0.7 0.9 19 52 3 4 1 424 15 2 20 44

経済指標>>表７ 表
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国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

シンガポール 47,210 61,100 5.9 3.4 1 ‒ 1 3 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア 17,170 24,370 ‒ 3.7 6 0 6 4 2 ‒ ‒ ‒ 24 36
スロベニア 22,710 26,470 ‒ 3.0 11 0 x 7 6 2 ‒ ‒ ‒ 21 x 39 x
ソロモン諸島 1,130 2,170 e ‒ -0.5 7 ‒ 7 7 ‒ 334 50 3 ‒ ‒
ソマリア a ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,096 ‒ ‒ ‒ ‒
南アフリカ 7,610 11,190 0.1 1.4 8 14 4 6 1 1,398 0 5 8 68
南スーダン 650 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 ‒ 3 1,087 7 ‒ ‒ ‒
スペイン 30,110 31,780 1.9 1.8 3 ‒ 7 5 1 ‒ ‒ ‒ 19 x 42 x
スリランカ 2,920 6,120 3.0 4.2 10 4 2 2 3 611 1 6 19 45
パレスチナ b ‒ ‒ ‒ 4 x 0 ‒ ‒ ‒ 2,417 ‒ ‒ 19 43
スーダン 1,450 2,030 -0.1 3.1 25 20 2 ‒ ‒ 1,123 2 5 19 42
スリナム 8,480 8,500 e -2.3 x 1.9 41 ‒ 3 ‒ ‒ 95 2 ‒ ‒ ‒
スワジランド 2,860 4,840 3.1 1.0 9 41 6 8 3 125 3 ‒ 11 57
スウェーデン 56,210 43,160 1.8 2.1 2 ‒ 8 7 1 ‒ ‒ ‒ 23 x 37 x
スイス 82,730 54,870 1.7 x 0.9 1 ‒ 7 5 1 ‒ ‒ ‒ 20 x 41 x
シリア 2,610 x 5,200 2.1 1.7 x 7 x 2 x 2 5 4 335 ‒ ‒ 19 x 44 x
タジキスタン 860 2,220 ‒ 0.2 67 7 2 4 ‒ 355 6 14 21 39
タイ 5,210 9,430 4.8 2.9 3 0 3 4 2 -153 0 4 18 47
旧ユーゴスラビア・マケドニア 4,690 11,570 ‒ 1.4 20 1 4 ‒ 1 193 2 16 14 49
東ティモール 3,670 6,410 e ‒ 2.7 x 7 x ‒ 4 10 3 284 7 ‒ ‒ ‒
トーゴ 500 920 -0.5 0.0 4 28 4 5 2 557 17 ‒ 16 46
トンガ 4,240 5,140 e ‒ 1.5 6 ‒ 4 ‒ ‒ 94 21 ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 14,400 22,400 e 0.4 4.7 5 ‒ 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チュニジア 4,150 9,360 2.5 3.3 4 1 3 6 1 918 2 11 19 43
トルコ 10,830 17,500 1.9 2.5 41 1 5 ‒ 2 3,193 0 27 17 46
トルクメニスタン 5,550 9,640 e ‒ 2.7 86 ‒ 2 ‒ ‒ 38 0 ‒ ‒ ‒
ツバル 6,070 ‒ ‒ 1.5 4 ‒ 17 ‒ ‒ 43 77 ‒ ‒ ‒
ウガンダ 440 1,140 ‒ 3.5 8 38 2 3 2 1,582 10 1 16 51
ウクライナ 3,500 7,290 ‒ 0.8 62 0 4 5 3 811 1 29 24 36
アラブ首長国連邦 36,040 x 42,380 e,x -4.3 x -2.5 x 5 x ‒ 3 ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 38,250 35,800 2.0 2.1 2 ‒ 8 6 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 570 1,590 ‒ 2.6 13 68 3 6 1 2,436 10 2 18 45
米国 50,120 50,610 2.1 1.6 2 ‒ 8 5 5 ‒ ‒ ‒ 16 x 46 x
ウルグアイ 13,510 15,570 0.9 2.3 15 0 5 ‒ 2 15 0 11 14 51
ウズベキスタン 1,720 3,750 e ‒ 2.7 73 ‒ 3 ‒ ‒ 215 0 ‒ 19 x 44 x
バヌアツ 3,080 4,500 e 1.1 x 0.6 3 ‒ 5 7 ‒ 91 12 1 ‒ ‒
ベネズエラ 12,470 13,120 -1.6 0.5 32 7 x 3 4 1 44 0 6 14 x 49 x
ベトナム 1,400 3,440 ‒ 5.9 10 17 3 7 3 3,595 3 3 19 43
イエメン 1,110 x 2,310 x ‒ 1.2 15 18 x 2 5 4 502 2 2 18 x 45 x

経済指標>>表７
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指標の定義

１人あたりのGNI－GNI（国民総所得）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価額に含まれないす
べての生産品税額（補助金は控除）および非居住者からの１次所得（被用者の報酬および財産所得）の正味受取額を加
えた総額である。１人あたりのGNIは、国民総所得を年央の人口で割って算出する。１人あたりのGNIの米ドル換算値
は世界銀行アトラス計算法によるものである。
１人あたりのGNI（PPP 米ドル）－１人あたりのGNIは、各国間の価格水準（購買力）の違いを考慮して、国際通貨
の米ドルに換算されている。国際比較プログラム（ICP）のデータに基づいている。
１人あたりのGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価額に含まれない
すべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。１人あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算
出する。成長率は現地通貨による固定物価GDPから算出したものである。
国際貧困ライン１日1.25米ドル未満で暮らす人の割合－購買力平価で調整した2005年の価格のもとで１日1.25米ドル
未満で暮らす人の割合。新しい貧困基準は、2005年のICPの結果に基づく購買力平価（PPP）為替レートの改訂を反映
している。この改訂は、開発途上国全般の生活費が以前に推計されたよりも高いことを明らかにしている。これらの改
訂の結果、各国の貧困率は前年版以前の白書で報告されている貧困率と比較することはできなくなった。提示されたデー
タの定義・手法・出典に関するより詳細な情報は、〈www.worldbank.org〉において入手することができる。
ODA－純政府開発援助。
債務返済－公的および公的保証付の長期対外債務に対する金利の支払額および元本の返済額の合計。
世帯あたりの所得の分布－所得の受取額から見て上位20％の世帯と下位40％の世帯がそれぞれ受け取っている所得の
割合。

データの主な出典

１人あたりのGNI－世界銀行。
１人あたりのGDP－世界銀行。
インフレ率－世界銀行。
国際貧困ライン１日1.25米ドル未満で暮らす人の割合－世界銀行。
保健・教育・防衛支出－国際通貨基金（IMF）。
ODA－経済開発協力機構（OECD）。
債務返済－世界銀行。
世帯所得－世界銀行。

注

ａ　低所得国（１人あたりのGNI 1,035米ドル以下）
ｂ　低中所得国（１人あたりのGNI 1,036～4,085米ドル）
ｃ　高中所得国（１人あたりのGNI 4,086～12,615米ドル）
ｄ　高所得国（１人あたりのGNI 12,616米ドル以上）
-　データなし。
ｘ　 データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のものであり、地域平均や世界平均値の算出には含ま

れていないことを示す。
ｅ　推計値は回帰分析に基づく。他のPPP数値は、2005年のICPの基準推計値から推定したもの。
 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

国・地域

１人あたりのGNI
2012

１人あたりのGDPの
年間平均成長率（％） 年間平均

インフレ率（％）
1990‒2012

国際貧困ライン
１日1.25米ド
ル未満で暮らす
人の割合（％）
2007‒2011*

GDPに占める公共支出の割合（％）
2007‒2011*

政府開発援助
（ODA）の受け
入れ額（100
万米ドル）
2011

ODAが受け入
れ国のGNIに
占める割合
（％）
2011

債務返済が商品や
サービスの輸出額
に占める割合（%）

2011

世帯あたりの所得の分布（％）
2007‒2011*

米ドル 購買力平価
（PPP）米ドル 1970‒1990 1990‒2012 保健 教育 防衛 最下位

40%
最上位
20%

ザンビア 1,350 1,620 -2.2 0.9 27 75 4 1 2 1,046 6 2 10 62
ジンバブエ 680 ‒ -0.4 -3.1 2 ‒ ‒ 3 1 716 8 ‒ ‒ ‒

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 1,397 2,349 0.0 2.1 29 44 3 5 2 42,959 3 3 16 48
　東部・南部アフリカ 1,729 2,971 0.3 2.0 34 45 3 5 2 21,904 3 4 15 51
　西部・中部アフリカ 1,071 1,810 -0.4 2.1 20 46 ‒ ‒ ‒ 19,790 4 1 17 46
中東と北アフリカ ‒ 5,455 0.0 ‒ ‒ ‒ 2 5 5 11,569 1 6 ‒ ‒
南アジア 1,440 3,573 2.0 4.6 7 32 1 3 3 16,631 1 5 21 42
東アジアと太平洋諸国 5,592 8,847 5.6 7.5 5 12 3 ** 4 ** 2 ** 6,996 0 4 16 47
ラテンアメリカとカリブ海諸国 9,212 12,123 1.4 1.7 29 5 4 5 1 9,303 0 12 12 56
CEE/CIS 8,727 15,463 ‒ 2.6 48 1 4 4 3 9,870 1 17 19 43
後発開発途上国 779 1,557 -0.2 3.2 47 44 2 4 2 45,373 7 3 19 45
世界 10,132 12,047 2.4 2.7 8 20 7 ** 5 ** 3 ** 96,063 0 8 17 46

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

経済指標表７ 表
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出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

アフガニスタン 104 ‒ 71 55 ‒ 21 48 15 39 33 4 330 460 32
アルバニア 108 98 ‒ ‒ 100 69 97 67 99 97 19 21 27 2,200
アルジェリア 105 79 x 94 104 101 61 x 89 x ‒ 95 x 95 x ‒ ‒ 97 430
アンドラ ‒ ‒ ‒ 103 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒
アンゴラ 106 71 81 69 73 ‒ 80 x ‒ 47 x 46 x ‒ ‒ 450 39
アンティグア・バーブーダ 107 101 93 98 ‒ ‒ 100 ‒ 100 ‒ ‒ 0 x ‒ ‒
アルゼンチン 110 100 98 111 101 78 x 99 x 89 x 97 99 ‒ 40 77 560
アルメニア 109 100 102 102 100 55 99 93 100 99 13 14 30 1,700
オーストラリア 106 ‒ 99 95 ‒ 72 x 98 92 ‒ 99 31 ‒ 7 8,100
オーストリア 107 ‒ 99 96 101 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 24 x ‒ 4 18,200
アゼルバイジャン 109 100 98 98 97 51 x 77 x 45 x 99 78 x 5 x  24 43 1,000
バハマ 108 ‒ 102 105 96 45 x 98 x ‒ 99 x ‒ ‒ 0 x 47 1,100
バーレーン 102 95 ‒ ‒ 101 ‒ 100 x ‒ 100 ‒ ‒ ‒ 20 1,800
バングラデシュ 102 86 ‒ 117 114 61 55 26 32 29 17 220 240 170
バルバドス 107 ‒ 98 112 ‒ ‒ 100 x ‒ 100 x ‒ ‒ 0 x 51 1,300
ベラルーシ 118 100 100 97 103 63 100 100 100 100 25 1 4 16,300
ベルギー 107 ‒ 100 97 103 75 x ‒ ‒ ‒ ‒ 18 x ‒ 8 7,500
ベリーズ 109 ‒ 92 ‒ 95 55 96 83 96 94 28 55 53 610
ベナン 105 45 x 87 60 91 13 86 61 x 84 87 4 x  400 x 350 53
ブータン 101 59 x 101 104 108 66 97 77 65 63 12 150 180 210
ボリビア 107 91 99 98 99 61 86 72 71 68 19 310 190 140
ボスニア・ヘルツェゴビナ 107 97 101 103 99 46 87 84 100 100 14 3 8 11,400
ボツワナ 97 101 96 106 104 53 x 94 x 73 x 95 x 99 ‒ 160 160 220
ブラジル 110 101 ‒ ‒ ‒ 81 x 98 91 97 x 98 50 75 x 56 910
ブルネイ 105 97 101 102 ‒ ‒ 99 ‒ 100 100 ‒ ‒ 24 1,900
ブルガリア 110 99 100 95 99 ‒ ‒ ‒ 100 93 31 3 11 5,900
ブルキナファソ 102 59 x 93 78 111 16 94 34 66 66 2 340 300 55
ブルンジ 107 95 100 74 115 22 99 33 60 60 4 500 800 31
カボヴェルデ 111 89 92 117 99 61 x 98 x 72 x 78 x 76 11 x  54 79 480
カンボジア 108 80 95 85 102 51 89 59 71 61 3 210 250 150
カメルーン 104 83 87 84 101 23 85 62 64 61 4 780 690 31
カナダ 105 ‒ 100 98 ‒ 74 x 100 x 99 x 100 x 99 x 26 x ‒ 12 5,200
中央アフリカ共和国 108 63 73 55 90 15 68 38 54 53 5 540 x 890 26
チャド 103 56 75 44 92 5 53 23 23 16 2 1,100 x 1,100 15
チリ 107 100 97 103 99 58 x ‒ ‒ 100 100 ‒ 18 25 2,200
中国 103 95 104 105 ‒ 85 x 94 ‒ 100 99 36 26 37 1,700
コロンビア 110 100 96 109 99 79 97 89 99 99 44 73 92 430
コモロ 105 88 85 ‒ ‒ 19 92 ‒ 82 76 ‒ 380 x 280 67
コンゴ 105 ‒ 95 ‒ ‒ 45 93 75 x 94 92 3 x  780 x 560 39

女性指標表８
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出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

クック諸島 ‒ ‒ 103 120 ‒ 29 x 100 ‒ 100 100 ‒ 0  ‒ ‒
コスタリカ 106 100 99 105 103 82 90 86 99 99 21 23 40 1,300
コートジボワール 103 72 83 ‒ 96 18 91 44 59 57 3 610 400 53
クロアチア 109 99 100 107 101 ‒ ‒ ‒ 100 ‒ 18 10 17 4,100
キューバ 105 100 98 99 102 74 100 100 100 100 ‒ 33 73 1,000
キプロス 105 99 100 101 ‒ ‒ 99 x ‒ ‒ 100 x ‒ ‒ 10 6,300
チェコ 108 ‒ 100 100 100 ‒ ‒ ‒ 100 ‒ 20 x  2 5 12,100
朝鮮民主主義人民共和国 111 100 ‒ ‒ ‒ 69 x 100 94 100 95 13 77 81 670
コンゴ民主共和国 107 60 x 87 59 81 17 89 45 80 75 7 550 x 540 30
デンマーク 106 ‒ 100 101 101 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 21 x ‒ 12 4,500
ジブチ 105 ‒ 90 80 101 23 92 x 7 x 93 x 87 x 12 550 x 200 140
ドミニカ ‒ ‒ 99 107 113 ‒ 100 ‒ 100 ‒ ‒ 0 x ‒ ‒
ドミニカ共和国 109 100 91 113 ‒ 73 x 99 x 95 x 98 x 98 x 42 x  160 x 150 240
エクアドル 108 97 100 102 102 73 x 84 x 58 x 98 x 85 x 26 x  69 110 350
エジプト 107 81 94 96 100 60 74 66 79 72 28 55 66 490
エルサルバドル 114 94 95 100 105 73 94 78 96 85 25 51 81 490
赤道ギニア 106 94 98 ‒ 111 10 x 86 x ‒ 65 x ‒ ‒ ‒ 240 88
エリトリア 108 74 83 78 94 8 x 70 x 41 x 28 x 26 x 3 x  ‒ 240 86
エストニア 115 100 99 100 100 ‒ ‒ ‒ 100 x ‒ ‒ 7 x 2 25,100
エチオピア 105 59 x 91 87 105 29 43 19 10 10 2 680 350 67
フィジー 109 ‒ 100 108 95 32 100 ‒ 100 ‒ ‒ 23 26 1,400
フィンランド 108 ‒ 99 105 100 ‒ 100 x ‒ ‒ 100 16 x ‒ 5 12,200
フランス 109 ‒ 99 101 ‒ 71 x 100 x ‒ ‒ ‒ 21 x ‒ 8 6,200
ガボン 103 93 97 ‒ ‒ 31 95 78 89 90 10 320 230 130
ガンビア 105 69 103 95 110 13 98 72 57 56 3 730 x 360 56
グルジア 110 100 103 ‒ 105 53 98 90 100 98 35 28 67 960
ドイツ 106 ‒ 100 95 101 ‒ 100 x ‒ ‒ ‒ 29 x ‒ 7 10,600
ガーナ 103 83 100 91 91 34 96 87 68 67 11 450 x 350 68
ギリシャ 106 98 100 96 ‒ 76 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3 25,500
グレナダ 107 ‒ 97 103 ‒ 54 x 100 x ‒ 99 x ‒ ‒ 0 x 24 1,700
グアテマラ 110 88 96 92 100 54 93 ‒ 52 51 16 140 x 120 190
ギニア 103 33 87 64 80 6 85 50 x 45 40 2 x  980 x 610 30
ギニアビサウ 106 61 94 ‒ ‒ 14 93 68 43 41 2 410 x 790 25
ガイアナ 108 106 104 110 96 43 92 79 92 89 13 86 280 150
ハイチ 106 84 x ‒ ‒ ‒ 35 90 67 37 36 6 630 x 350 83
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒
ホンジュラス 107 100 100 122 110 73 97 89 83 83 19 ‒ 100 270
ハンガリー 112 100 99 98 100 ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 31 x  19 21 3,300
アイスランド 104 ‒ 100 102 101 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 17 x ‒ 5 8,900

女性指標>> 表
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出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

インド 105 68 x 100 92 ‒ 55 74 x 37 x 52 47 9 x  210 200 170
インドネシア 106 94 102 100 ‒ 62 96 88 83 63 12 360 220 210
イラン 105 90 99 96 100 77 97 94 x 96 95 46 25 x 21 2,400
イラク 111 83 ‒ ‒ ‒ 53 78 50 91 77 22 84 x  63 310
アイルランド 106 ‒ 100 103 ‒ 65 x 100 x ‒ 100 x 100 x 25 x ‒ 6 8,100
イスラエル 105 ‒ 100 102 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7 5,100
イタリア 107 100 99 99 100 ‒ 99 x 68 x ‒ 99 x 40 x ‒ 4 20,300
ジャマイカ 107 112 95 103 102 72 99 87 98 97 15 95 x 110 370
日本 109 ‒ 100 100 100 54 x ‒ ‒ ‒ 100 x ‒ ‒ 5 13,100
ヨルダン 105 96 100 106 ‒ 61 99 94 x 100 99 19 x  19 63 470
カザフスタン 119 100 100 97 100 51 99 87 100 100 16 17 51 770
ケニア 106 86 x 98 90 ‒ 46 92 47 44 43 6 490 360 55
キリバス 109 ‒ 104 111 ‒ 22 88 71 80 66 10 0  ‒ ‒
クウェート 103 97 103 107 100 ‒ 100 x ‒ 100 x ‒ ‒ ‒ 14 2,900
キルギス 113 99 99 100 101 36 97 ‒ 99 99 ‒ 64 71 480
ラオス 104 77 x 94 85 103 50 54 37 42 38 4 360 470 74
ラトビア 116 100 99 96 99 ‒ 92 x ‒ 100 x ‒ ‒ 32 34 2,000
レバノン 105 92 x 97 111 107 54 96 x ‒ 98 x ‒ ‒ ‒ 25 2,100
レソト 101 130 97 140 131 47 92 70 62 59 7 1,200 620 53
リベリア 103 44 x 91 81 85 11 x 79 x 66 x 46 x 37 x 4 x  990 x 770 24
リビア 105 87 ‒ ‒ ‒ ‒ 93 x ‒ 100 ‒ ‒ ‒ 58 620
リヒテンシュタイン ‒ ‒ 101 83 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒
リトアニア 119 100 98 97 101 ‒ 100 x ‒ 100 x ‒ ‒ 9 8 9,400
ルクセンブルク 107 ‒ 101 103 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 x 100 x 29 x ‒ 20 3,200
マダガスカル 105 91 98 94 103 40 86 49 44 35 2 500 240 81
マラウイ 100 71 104 91 103 46 95 46 71 73 5 680 460 36
マレーシア 106 95 ‒ 107 101 49 x 97 ‒ 99 99 ‒ 26 29 1,300
モルディブ 103 100 x 98 ‒ ‒ 35 99 85 95 95 32 140 x 60 870
マリ 99 57 88 71 95 10 75 35 56 56 4 460 x 540 28
マルタ 106 103 x 101 89 91 ‒ 100 x ‒ ‒ 100 ‒ ‒ 8 8,900
マーシャル諸島 ‒ ‒ 99 103 91 45 x 81 x 77 x 99 85 x 9 x 140 ‒ ‒
モーリタニア 105 80 106 84 102 9 x 84 48 65 65 10 630 510 44
モーリシャス 110 95 ‒ ‒ 101 76 x ‒ ‒ 98 x 98 x ‒ 22 x 60 1,000
メキシコ 106 97 99 107 102 73 96 86 96 80 x 46 43 50 790
ミクロネシア連邦 103 ‒ ‒ ‒ ‒ 55 80 ‒ 100 ‒ ‒ 0 100 290
モナコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒
モンゴル 113 101 98 106 102 55 99 81 99 99 21 47 63 600
モンテネグロ 106 98 100 100 102 39 x 97 x ‒ 100 100 ‒ 13 x 8 7,400
モロッコ 105 76 94 86 99 67 77 31 x 74 73 16 130 100 400

女性指標>>表８
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出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

モザンビーク 104 54 91 87 93 12 91 51 54 55 4 410 490 43
ミャンマー 107 95 100 106 107 46 83 73 x 71 36 ‒ 320 x 200 250
ナミビア 109 105 x 99 ‒ 106 55 x 95 x 70 x 81 x 81 x 13 x  450 x 200 160
ナウル ‒ ‒ 106 120 ‒ 36 x 95 x 40 x 97 x 99 x 8 x 0  ‒ ‒
ネパール 103 66 ‒ ‒ ‒ 50 58 50 36 35 5 280 x 170 190
オランダ 105 ‒ 99 99 ‒ 69 ‒ ‒ ‒ 100 x 14 x ‒ 6 10,500
ニュージーランド 105 ‒ 100 105 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 23 x ‒ 15 3,300
ニカラグア 109 100 x 98 110 ‒ 72 x 90 x 78 x 74 x 86 20 x  63 95 350
ニジェール 101 35 x 84 65 94 14 83 15 x 29 30 1 x  650 x 590 23
ナイジェリア 101 68 91 88 107 18 66 57 49 45 5 550 630 29
ニウエ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 23 x 100 ‒ 100 ‒ ‒ 0  ‒ ‒
ノルウェー 105 ‒ 100 98 100 88 x ‒ ‒ ‒ ‒ 16 x ‒ 7 7,900
オマーン 106 91 98 98 ‒ 24 99 96 99 99 x 14 x  16 32 1,200
パキスタン 103 59 82 73 96 27 61 x 28 x 43 41 7 x  250 x 260 110
パラオ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 22 90 81 100 100 ‒ 0  ‒ ‒
パナマ 108 99 97 108 104 52 96 ‒ 89 88 ‒ 60 x 92 410
パプアニューギニア 107 91 89 ‒ ‒ 32 x 79 x 55 x 53 x 52 x ‒ 730 x 230 110
パラグアイ 106 98 96 105 103 79 96 91 82 85 33 100 99 310
ペルー 108 89 x 99 99 98 76 96 94 87 87 25 93 67 570
フィリピン 111 101 98 108 111 49 91 78 62 44 10 160 x 99 300
ポーランド 112 100 99 99 100 ‒ ‒ ‒ 100 x ‒ 21 x  2 5 14,400
ポルトガル 108 97 97 102 ‒ 67 x 100 x ‒ 100 x ‒ 31 x ‒ 8 9,200
カタール 102 99 98 109 ‒ ‒ 100 ‒ 100 ‒ ‒ 13 7 5,400
韓国 109 ‒ 99 99 100 80 ‒ ‒ ‒ ‒ 32 x ‒ 16 4,800
モルドバ 112 99 99 102 100 68 x 98 x 89 x 99 99 9 x  30 41 1,500
ルーマニア 110 99 99 99 100 70 x 94 x 76 x 99 98 x 19 x  21 27 2,600
ロシア連邦 120 100 100 98 ‒ 80 x ‒ ‒ 100 ‒ ‒ 17 34 2,000
ルワンダ 105 87 103 105 111 52 98 35 69 69 7 480 340 54
セントクリストファー・ネーヴィス ‒ ‒ 102 104 90 54 100 x ‒ 100 ‒ ‒ 0 x ‒ ‒
セントルシア 107 ‒ 98 97 104 ‒ 99 x ‒ 100 x ‒ ‒ 0 x 35 1,400
セントビンセント・グレナディーン 106 ‒ 93 102 ‒ 48 x 100 ‒ 99 ‒ ‒ 0 x 48 940
サモア 109 100 104 115 106 29 93 58 81 81 13 29 x 100 260
サンマリノ ‒ ‒ 99 101 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 106 75 97 115 ‒ 38 98 72 82 79 5 160 70 330
サウジアラビア 105 91 100 88 ‒ 24 x 97 ‒ 97 ‒ ‒ ‒ 24 1,400
セネガル 105 63 107 92 101 13 93 50 65 73 6 390 370 54
セルビア 108 98 100 102 101 61 99 94 100 100 25 9 12 4,900
セーシェル 113 101 100 112 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 57 x ‒ ‒
シエラレオネ 101 60 93 ‒ ‒ 11 93 75 63 50 5 860 890 23

女性指標>>表８ 表
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出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

シンガポール 106 96 ‒ ‒ 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 x ‒ ‒ 3 25,300
スロバキア 111 ‒ 99 101 101 ‒ 97 x ‒ 99 ‒ 24 x  10 6 12,200
スロベニア 109 100 100 99 99 ‒ 100 x ‒ 100 ‒ ‒ 10 12 5,900
ソロモン諸島 104 ‒ 99 88 ‒ 35 x 74 x 65 x 86 x 85 x 6 x  150 93 240
ソマリア 106 ‒ ‒ ‒ ‒ 15 x 26 x 6 x 33 x 9 x ‒ 1,000 x 1,000 16
南アフリカ 107 98 96 105 ‒ 60 x 97 87 91 x 89 x 21 x  400 x 300 140
南スーダン 104 ‒ ‒ ‒ ‒ 4 40 17 19 12 1 2,100 x ‒ ‒
スペイン 108 98 99 101 99 66 x ‒ ‒ ‒ ‒ 26 x ‒ 6 12,000
スリランカ 109 97 99 104 95 68 x 99 x 93 x 99 x 98 x 24 x  39 x 35 1,200
パレスチナ 105 95 99 110 ‒ 53 98 94 99 98 17 ‒ 64 330
スーダン 106 ‒ ‒ ‒ ‒ 9 74 47 23 21 7 94 x ‒ ‒
スリナム 109 99 96 131 122 48 91 67 91 92 19 83 130 320
スワジランド 98 99 90 97 ‒ 65 97 77 82 80 12 590 x 320 95
スウェーデン 105 ‒ 100 99 100 ‒ 100 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 14,100
スイス 106 ‒ 100 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 30 x ‒ 8 9,500
シリア 108 86 99 100 101 54 88 64 96 78 26 65 x 70 460
タジキスタン 110 100 96 87 100 28 79 49 x 87 77 ‒ 37 65 430
タイ 109 96 x 99 108 ‒ 80 99 80 100 99 24 12 x 48 1,400
旧ユーゴスラビア・マケドニア 106 97 101 99 ‒ 40 99 94 98 98 25 4 10 6,300
東ティモール 105 83 96 103 104 22 84 55 29 22 2 560 300 55
トーゴ 103 65 91 ‒ 86 15 72 55 59 67 9 ‒ 300 80
トンガ 108 100 x ‒ ‒ ‒ 32 98 ‒ 98 98 ‒ 36 110 230
トリニダード・トバゴ 111 99 97 107 106 43 x 96 x ‒ 98 x 97 x ‒ ‒ 46 1,300
チュニジア 106 81 96 103 102 63 98 85 99 99 27 ‒ 56 860
トルコ 110 92 99 92 102 73 92 74 91 90 37 29 x 20 2,200
トルクメニスタン 114 100 ‒ ‒ ‒ 48 x 99 x 83 x 100 x 98 x 3 x  12 67 590
ツバル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 31 x 97 x 67 x 98 x 93 x 7 x 0  ‒ ‒
ウガンダ 104 78 102 82 97 30 93 48 57 57 5 440 310 49
ウクライナ 118 100 101 97 101 67 x 99 x 75 x 100 99 x 10 x  16 32 2,200
アラブ首長国連邦 103 102 x ‒ ‒ 100 ‒ 100 x ‒ 100 100 ‒ 0 x 12 4,000
英国 105 ‒ 99 101 ‒ 84 ‒ ‒ ‒ ‒ 26 x ‒ 12 4,600
タンザニア 104 81 103 87 113 34 88 43 49 50 5 450 460 38
米国 106 ‒ 99 101 ‒ 79 ‒ ‒ ‒ ‒ 31 x  13 x 21 2,400
ウルグアイ 109 101 97 114 103 78 x 96 x 90 x 100 ‒ 34 x  8 29 1,600
ウズベキスタン 110 100 97 98 101 65 x 99 x ‒ 100 x 97 x ‒ 21 28 1,400
バヌアツ 106 96 95 102 94 38 x 84 x ‒ 74 x 80 x ‒ 86 x 110 230
ベネズエラ 108 100 97 109 106 ‒ 94 x ‒ 95 x 95 x ‒ 63 92 410
ベトナム 113 96 94 ‒ ‒ 78 94 60 93 92 20 67 59 870
イエメン 104 59 82 63 83 28 x 47 x 14 x 36 x 24 x 9 x  370 x 200 90

女性指標>>表８
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指標の定義

出生時の平均余命－新生児が、その出生時の人口集団の標準的な死亡の危険のもとで生きられる年数。
成人の識字率－15歳以上の人口のうち、読み書きができ日常生活についての簡単な短文を理解できる人の割合。
初等教育総就学率－年齢に関わらず、初等学校に就学する子どもの人数が、公式の初等学校就学年齢に相当する子ども
の総人口に占める割合。
中等教育総就学率－年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢に相当する子ども
の総人口に占める割合。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－初等学校の第１学年に入学した子どものうち、最終学年に達した者の
割合。（管理データ）
避妊法の普及率－15～49歳の女性のうち、現在避妊手段を使っている者の割合。
出産前のケアが行われている割合－15～49歳の女性で、妊娠中に少なくとも１回、専門技能を有する保健従事者（医師、
看護師または助産師）によるケアを受けた女性と、いずれかのサービス提供者から少なくとも４回ケアを受けた女性の
割合。
専門技能者が付き添う出産－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。
保健施設での出産－調査前２年間に、保健施設で出産をした15～49歳の女性の割合。
帝王切開－帝王切開による出産率（５-15%の帝王切開率が、十分な緊急時の出産ケアとして期待される。）
妊産婦死亡率－出生10万人あたり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。「報告値」は各国から報告された数字で、
報告漏れおよび分類の誤りを考慮して調整されていないもの。調整された列については注（†）を参照。妊産婦死亡率
の数値は、以下のような方法で四捨五入されている。100未満は四捨五入なし。100～999は１の位が四捨五入される。
1,000以上は10の位が四捨五入される。
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク－同指標は、１人の女性が生殖可能期間内に妊娠する確率、およびその妊娠・出産
の結果として死亡する確率の双方を考慮に入れたもの。（訳注：同指標nが100の場合、女性が生殖可能期間内の妊娠・
出産によって死亡する確率は100人（n人）に１人ということになる。）

データの主な出典

平均余命－国連人口局。
成人の識字率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
初等・中等教育就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
小学校に入学した生徒が最終学年まで残る割合－ユネスコ統計研究所（UIS）。
避妊法の普及率－複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）、その他の国別代表資料（国連人口局）。
出産前のケアが行われている割合－MICS、 DHS、その他の国別代表資料。
専門技能者が付き添う出産－MICS、DHS、その他の国別代表資料。
保健施設での出産－MICS、DHS、その他の国別代表資料。
帝王切開－MICS、DHS、その他の国別代表資料。
妊産婦死亡率（報告値）－世帯調査と人口動態統計を含む国別代表資料。
妊産婦死亡率（調整値）－国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ：WHO、ユニセフ、国連人口基金（UNFPA）、
世界銀行。
生涯に妊娠・出産で死亡するリスク－国連妊産婦死亡率推定に関する機関間グループ：WHO、ユニセフ、国連人口基
金（UNFPA）、世界銀行。

注

-  データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインド、2006年のブ

ラジルのデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前
の推計値は表示されていない。

 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。
†　 「報告値」の欄に挙げられた妊産婦死亡率のデータは、各国当局が報告したもの。「調整値」と示したデータは、

2012年５月に発表された2010年国連機関間妊産婦死亡推計値を参照したもの。国連妊産婦死亡率推定に関する機
関間グループ（WHO、ユニセフ、国連人口基金（UNFPA）、世界銀行）は、報告漏れや誤分類を補う国際比較可
能な妊産婦死亡のデータ一式を定期的に提示し、データのとれない国の推計値も含め生成している。ただし、手法
が変化しているため、これらの値は以前報告された妊産婦死亡率「調整値」とは比較できないものである。1990年、
1995年、2000年、2005年、2010年における比較可能な時系列の妊産婦死亡率のデータは、<www.childinfo.
org>より入手することができる。

出生時の
平均余命

（対男性比、%）
2012

成人の識字率
（対男性比、%）
2008-2012*

就学率（対男性比、%）
2008-2012* 女子が初等学校の

最終学年まで残る率
（対男性比、%）
2008-2011*

避妊法の
普及率（%）
2008-2012*

出産前のケアが行われ
ている割合（%）
2008-2012*

出産時ケアが行われている割合（%）
2008-2012* 妊産婦死亡率†

国・地域
初等教育
総就学率

中等教育
総就学率 最低1回 最低4回 専門技能者が

付き添う出産
保健施設
での出産 帝王切開

2008-2012 2010

報告値 調整値 生涯に妊娠・出産で死亡
するリスク（1/n）

ザンビア 106 72 x 99 ‒ 95 41 x 94 x 60 x 47 x 48 x 3 x  480 440 37
ジンバブエ 103 91 ‒ ‒ ‒ 59 90 65 66 65 5 960 570 52

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 104 74 93 83 100 24 78 48 50 48 5 ‒ 500 39
　東部・南部アフリカ 105 81 96 90 103 34 79 43 42 41 4 ‒ 410 52
　西部・中部アフリカ 103 66 90 76 97 18 78 52 57 55 5 ‒ 570 32
中東と北アフリカ 106 83 93 94 99 59 83 60 79 71 25 ‒ 170 190
南アジア 105 69 98 92 106 52 71 35 49 44 9 ‒ 220 150
東アジアと太平洋諸国 105 95 102 103 101 64 ** 93 79 ** 92 86 28 ‒ 82 680
ラテンアメリカとカリブ海諸国 109 99 97 107 105 75 96 88 91 90 40 ‒ 81 520
CEE/CIS 115 99 99 96 101 ‒ ‒ ‒ 97 ‒ ‒ ‒ 32 1,700
後発開発途上国 104 75 94 86 101 35 74 37 46 43 6 ‒ 430 52
世界 106 90 97 97 102 55 ** 83 53 ** 68 63 17 ‒ 210 180

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

女性指標表８ 表
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児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

アフガニスタン 10 11 10 15 40 37 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 74 75 74
アルバニア 12 14 9 0 10 99 ‒ ‒ ‒ 36 30 75 78 71
アルジェリア 5y 6 y 4 y 0 2 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 68 88 89 87
アンドラ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 24 x 22 x 25 x ‒ ‒ 36 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンティグア・バーブーダ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルゼンチン 7y 8 y 5 y ‒ ‒ 99 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルメニア 4 5 3 0 7 100 ‒ ‒ ‒ 20 9 70 72 67
オーストラリア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 7y 8 y 5 y 1 12 94 ‒ ‒ ‒ 58 49 75 79 71
バハマ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン 5x 6 x 3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ 13   18   8   29 65 31 ‒ ‒ ‒ ‒ 33 y ‒ ‒ ‒
バルバドス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 1   1   2   0 3 100 y ‒ ‒ ‒ 4 4 65 y 67 y 62 y
ベルギー ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ 6   7   5   3 26 95 ‒ ‒ ‒ ‒ 9 71 71 70
ベナン 46   47   45   8 34 80 13 2 y 1 14 47 ‒ ‒ ‒
ブータン 3 3 3 6 26 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 68 ‒ ‒ ‒
ボリビア 26 y 28 y 24 y 3 22 76 y ‒ ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒
ボスニア・ヘルツェゴビナ 5   7   4   0 4 100 ‒ ‒ ‒ 6 5 55 60 50
ボツワナ 9y 11 y 7 y ‒ ‒ 72 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブラジル 9y 11 y 6 y 11 36 93 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルネイ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルキナファソ 39 42 36 10 52 77 76 13 9 34 44 83 84 82
ブルンジ 26   26   27   3 20 75 ‒ ‒ ‒ 44 73 ‒ ‒ ‒
カボヴェルデ 3x,y 4 x,y 3 x,y 3 18 91 ‒ ‒ ‒ 16 y 17 ‒ ‒ ‒
カンボジア 36 y 36 y 36 y 2 18 62 ‒ ‒ ‒ 22 y 46 y ‒ ‒ ‒
カメルーン 42   43   40   13 38 61 1 1 y 7 39 47 93 93 93
カナダ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 29   27   30   29 68 61 24 1 11 80 y 80 92 92 92
チャド 26   25   28   29 68 16 44 18 y 38 ‒ 62 84 85 84
チリ 3 x 3 x 2 x ‒ ‒ 100 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中国 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コロンビア 13 y 17 y 9 y 6 23 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コモロ 27 x 26 x 28 x ‒ ‒ 88 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ 25   24   25   7 33 91 ‒ ‒ ‒ ‒ 76 ‒ ‒ ‒

子どもの保護指標表９
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児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

クック諸島 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 5x 6 x 3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コートジボワール 26   25   28   10 33 65 38 10 14 42 48 91 91 91
クロアチア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キューバ ‒  ‒  ‒   9 40 100 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キプロス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ民主共和国 15   13   17   9 39 28 ‒ ‒ ‒ ‒ 76 92 92 91
デンマーク ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ 8   8   8   2 5 92 93 49 y 37 ‒ ‒ 72 73 71
ドミニカ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 13   18   8   12 41 82 ‒ ‒ ‒ ‒ 4 67 69 65
エクアドル 8   7   8   4 x 22 x 90 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エジプト 9y 14 y 4 y 2 17 99 y 91 17 54 ‒ 39 y 91 92 90
エルサルバドル 10 y ‒ ‒ 5 25 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
赤道ギニア 28 x 28 x 28 x ‒ ‒ 37 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エリトリア ‒  ‒  ‒   20 x 47 x ‒ 89 63 y 49 ‒ 71 x ‒ ‒ ‒
エストニア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エチオピア 27 31 24 16 41 7 74 24 31 45 68 ‒ ‒ ‒
フィジー ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 72 y ‒ ‒
フィンランド ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フランス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 13  15  12   6 22 90 ‒ ‒ ‒ 40 50 ‒ ‒ ‒
ガンビア 19   21   18   7 36 53 76 56 64 ‒ 75 90 90 91
グルジア 18   20   17   1 14 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 7 67 70 63
ドイツ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 34   34   34   5 21 63 4 1 2 26 y 44 94 94 94
ギリシャ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グレナダ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 26 y 35 y 16 y 7 30 97 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ギニア 40 y 40 y 40 y 20 63 43 96 57 y 69 ‒ 86 ‒ ‒ ‒
ギニアビサウ 38   40   36   7 22 24 50 39 y 34 ‒ 40 y 82 82 81
ガイアナ 16   17   16   6 23 88 ‒ ‒ ‒ 19 16 76 79 74
ハイチ 24   25   24   3 18 80 ‒ ‒ ‒ 15 17 86 87 85
バチカン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 16 x 16 x 15 x 8 34 94 ‒ ‒ ‒ 10 12 ‒ ‒ ‒
ハンガリー ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アイスランド ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

子どもの保護指標>>表９ 表
９　
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児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

インド 12   12   12   18 47 41 ‒ ‒ ‒ 51 54 ‒ ‒ ‒
インドネシア 7y 8 y 6 y 3 17 67 ‒ ‒ ‒ 17 y 35 ‒ ‒ ‒
イラン 11 y 13 y 10 y 3 17 99 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イラク 5   5   4   5 24 99 8 3 y 5 ‒ 51 79 81 77
アイルランド ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イスラエル ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イタリア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 6   7   5   1 9 98 ‒ ‒ ‒ 22 y 3 y 89 90 87
日本 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン 2y 3 y 0 y 1 10 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 y ‒ ‒ ‒
カザフスタン 2   2   2   0 6 100 ‒ ‒ ‒ 17 12 49 54 45
ケニア 26 x 27 x 25 x 6 26 60 27 8 y 10 44 53 ‒ ‒ ‒
キリバス ‒  ‒  ‒   3 20 94 ‒ ‒ ‒ 60 76 81 y ‒ ‒
クウェート ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 4   4   3   1 10 96 ‒ ‒ ‒ ‒ 38 54 y 58 y 49 y
ラオス 10 y 9 y 11 y 9 35 75 ‒ ‒ ‒ 49 58 76 77 74
ラトビア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン 2   3   1   1 6 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 10 y 82 82 82
レソト 23 x 25 x 21 x 2 19 45 ‒ ‒ ‒ 48 37 ‒ ‒ ‒
リベリア 21   21   21   11 38 4 y 66 ‒ 45 30 59 94 94 94
リビア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルクセンブルク ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マダガスカル 28 y 29 y 27 y 14 48 80 ‒ ‒ ‒ 30 32 ‒ ‒ ‒
マラウイ 26   25   26   12 50 ‒ ‒ ‒ ‒ 13 13 ‒ ‒ ‒
マレーシア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルディブ ‒  ‒  ‒   0 4 93 ‒ ‒ ‒ 14 y 31 y ‒ ‒ ‒
マリ 21   22   21   15 55 81 89 74 y 73 ‒ 87 ‒ ‒ ‒
マルタ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 ‒  ‒  ‒   6 26 96 ‒ ‒ ‒ 58 56 ‒ ‒ ‒
モーリタニア 15 14 15 14 34 59 69 54 41 ‒ 38 87 87 87
モーリシャス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ 6y 7 y 5 y 5 23 93 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ミクロネシア連邦 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 10   10   11   0 5 99 ‒ ‒ ‒ 9 y 10 46 48 43
モンテネグロ 10   12   8   0 5 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 11 63 64 61
モロッコ 8   9   8   3 x 16 x 94 y ‒ ‒ ‒ ‒ 64 x 91 92 90

子どもの保護指標>>表９
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児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

モザンビーク 22   21   24   14 48 48 ‒ ‒ ‒ 20 23 ‒ ‒ ‒
ミャンマー ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 72 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ナミビア ‒ ‒ ‒ 2 9 78 y ‒ ‒ ‒ 41 35 ‒ ‒ ‒
ナウル ‒  ‒  ‒   2 27 83 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ネパール 34 y 30 y 38 y 10 41 42 ‒ ‒ ‒ 22 23 ‒ ‒ ‒
オランダ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア 15 x 18 x 11 x 10 41 85 ‒ ‒ ‒ ‒ 14 ‒ ‒ ‒
ニジェール 43   43   43   36 75 32 2 1 y 3 ‒ 70 ‒ ‒ ‒
ナイジェリア 25 24  25   20 39 42 27 14 21 ‒ 46 91 91 90
ニウエ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オマーン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パキスタン ‒  ‒  ‒   7 24 27 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラオ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 6y 8 y 3 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パプアニューギニア ‒  ‒  ‒   2 21 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラグアイ 15 x 17 x 12 x ‒ 18 x 76 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ペルー 34 y 31 y 36 y 3 19 96 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィリピン ‒   ‒   ‒   2 14 90 ‒ ‒ ‒ ‒ 14 ‒ ‒ ‒
ポーランド ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポルトガル 3x,y 4 x,y 3 x,y ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
韓国 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 16   20   12   1 19 100 ‒ ‒ ‒ 22 y 21 ‒ ‒ ‒
ルーマニア 1x 1 x 1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ロシア連邦 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルワンダ 29   27   30   1 8 63 ‒ ‒ ‒ 25 56 ‒ ‒ ‒
セントクリストファー・ネーヴィス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 48 ‒ ‒ ‒ 46 61 ‒ ‒ ‒
サンマリノ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 8   8   7   5 34 75 ‒ ‒ ‒ 22 20 ‒ ‒ ‒
サウジアラビア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 17 18 16 12 33 75 26 18 17 25 60 ‒ ‒ ‒
セルビア 4   5   4   1 5 99 ‒ ‒ ‒ 7 y 3 67 70 64
セーシェル ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 26   27   25   18 44 78 88 13 66 ‒ 73 82 81 82

子どもの保護指標>>表９ 表
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児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

シンガポール ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ソロモン諸島 ‒  ‒  ‒   3 22 ‒ ‒ ‒ ‒ 65 69 72 y ‒ ‒
ソマリア 49   45   54   8 45 3 98 46 y 65 ‒ 76 y ‒ ‒ ‒
南アフリカ ‒  ‒  ‒   1 x 6 x 95 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南スーダン ‒ ‒ ‒ 9 52 35 ‒ ‒ ‒ ‒ 79 ‒ ‒ ‒
スペイン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリランカ ‒   ‒   ‒   2 12 97 ‒ ‒ ‒ ‒ 53 y ‒ ‒ ‒
パレスチナ 6  7  4   2 21 99 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 93 94 92
スーダン ‒ ‒ ‒ 7 33 59 88 37 42 ‒ 47 ‒ ‒ ‒
スリナム 4   4   4   5 19 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 13 86 87 85
スワジランド 7   8   7   1 7 50 ‒ ‒ ‒ 23 y 28 89 90 88
スウェーデン ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スイス ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シリア 4   5   3   3 13 96 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 89 90 88
タジキスタン 10   9   11   1 13 88 ‒ ‒ ‒ ‒ 74 y 78 80 75
タイ 8   8   8   3 20 100 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
旧ユーゴスラビア・マケドニア 13   12   13   1 7 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 15 69 71 67
東ティモール 4x 4 x 4 x 3 19 55 ‒ ‒ ‒ 81 86 ‒ ‒ ‒
トーゴ 28   28   29   6 25 78 4 0 2 ‒ 43 93 94 93
トンガ ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 1   1   1   2 8 97 ‒ ‒ ‒ ‒ 8 77 78 77
チュニジア 2  3  2   0 2 99 ‒ ‒ ‒ ‒ 30 93 94 92
トルコ 3y 3 y 2 y 3 14 94 ‒ ‒ ‒ ‒ 25 ‒ ‒ ‒
トルクメニスタン ‒  ‒  ‒   1 7 96 ‒ ‒ ‒ ‒ 38 y ‒ ‒ ‒
ツバル ‒  ‒  ‒   0 10 50 ‒ ‒ ‒ 73 70 ‒ ‒ ‒
ウガンダ 25 y 27 y 24 y 10 40 30 1 1 9 44 58 ‒ ‒ ‒
ウクライナ 7   8   7   0 10 100 ‒ ‒ ‒ 11 4 70 76 65
アラブ首長国連邦 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 21 y 23 y 19 y 7 37 16 15 3 y 6 38 54 ‒ ‒ ‒
米国 ‒  ‒  ‒   ‒ ‒ 100 v ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウルグアイ 8y 8 y 8 y ‒ ‒ 100 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウズベキスタン ‒  ‒  ‒   0 7 100 ‒ ‒ ‒ 59 x,y 70 x ‒ ‒ ‒
バヌアツ ‒  ‒  ‒   9 27 43 ‒ ‒ ‒ ‒ 60 y 78 y ‒ ‒
ベネズエラ 8x 9 x 6 x ‒ ‒ 81 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベトナム 7   7   7   1 9 95 ‒ ‒ ‒ ‒ 36 74 76 71
イエメン 23   21   24   12 32 17 y 17 15 41 x,y ‒ ‒ 95 95 95

子どもの保護指標>>表９
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指標の定義

児童労働－調査の時点に児童労働活動に従事した５～14歳の子どもの割合。子どもは、以下の（a）または（b）の条件
で児童労働に従事したとみなされる。（a）５～11歳の子どもで調査期間の直前の週に少なくとも１時間の経済活動に従
事しているか、少なくとも28時間の家事労働に従事している。（b）12～14歳の子どもで調査期間の直前の週に少なく
とも14時間の経済活動に従事しているか、少なくとも28時間の家事労働に従事している。
児童婚－15歳より前に結婚またはそれに相当する状態にあった20～24歳の女性の割合と、18歳より前に結婚またはそ
れに相当する状態にあった20～24歳の女性の割合。
出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査者によって出生証明書が確認
された子どもや、母親や面倒をみる人の証言によって出生登録が確認されている子どもを含む。
女性性器切除/カッティング（FGM/C）－（a）女性：15～49歳で女性性器切除（FGM/C）を受けた女性の割合。（b）
女子：０～14歳で女性性器切除を受けた女子の割合 （女子の母親による報告に基づく）。（c）女性性器切除/カッティン
グについて耳にしたことがあり、この慣行を続けるべきだと考えている15～49歳の女性の割合。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－掲げられた理由のうち、少なくともひとつに該当すれば、夫が妻
を殴打することも正当化されると考えている15～49歳の女性の割合。例えば、妻が食べ物を焦がした、夫に口答えした、
断りなく外出した、子どもを放任した、性的な関係を拒んだなどが含まれる。
子どもに対する暴力的なしつけ－何らかの暴力的なしつけ（心理的攻撃、体罰のいずれか、あるいは両者とも）を経験
した２～14歳の子どもの割合。

データの主な出典

児童労働－複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）、その他の国別調査。
児童婚－MICS、DHS、その他の国別調査。
出生登録－MICS、DHS、その他の国別世帯調査、国勢調査および人口動態統計システム。
女性性器切除/カッティング（FGM/C）－MICS、DHS、その他の国別調査。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－MICS、DHS、その他の国別調査。
子どもに対する暴力的なしつけ－MICS、DHS、その他の国別調査。

注

- 　データなし。
ｖ　 これらの国々の住民登録システムが完全なもので、出生を含めたすべての生存・死亡に係るデータが登録されてい

る場合には、推定値として100％が導かれる。出典： United Nations, Department of Economic and Social Aff airs, 
Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, Series A, Vol. 65, New York, 2013.

ｘ　 データが、その列の見出しに掲載されている年や時期以外のものを参照していることを示す。これらのデータは、
地域平均および世界平均の計算に含まれていない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば地
域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

＋　 統計方法のさらなる詳細な説明やこれらの推計値に対する近年の算出方法の変化は、22ページの基本統計の欄に掲
載している。

 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

児童労働（%）+
2005-2012*

児童婚（%）
2005-2012*

出生登録（%）+
2005-2012*

女性性器切除/カッティング（FGM/C）（%）+
2002-2012* 妻に対するドメスティック・

バイオレンスの正当化（%）
2005-2012*

子どもに対する暴力的なしつけ（%）+
2005-2012*

国・地域

実施率 態度

全体 男 女 15歳までに
結婚

18歳までに
結婚 全体 女性a 女子b 慣行への

支持c 男 女 全体 男 女

ザンビア 41 y 42 y 40 y 9 42 14 ‒ ‒ ‒ 49 62 ‒ ‒ ‒
ジンバブエ ‒ ‒ ‒ 4 31 49 ‒ ‒ ‒ 34 40 ‒ ‒ ‒

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 27 27 26 13 39 44 40 17 22 ‒ 54 ‒ ‒ ‒
　東部・南部アフリカ 27 28 25 10 38 38 44 15 21 38 54 ‒ ‒ ‒
　西部・中部アフリカ 26 26 27 16 41 47 32 16 21 ‒ 56 90 91 90
中東と北アフリカ 9 11 7 3 18 87 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 89 90 88
南アジア 12 13 12 18 46 39 ‒ ‒ ‒ 50 52 ‒ ‒ ‒
東アジアと太平洋諸国 8 ** 9 ** 8 ** 2 ** 16 ** ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 31 ** ‒ ‒ ‒
ラテンアメリカとカリブ海諸国 11 13 9 7 29 92 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
CEE/CIS 5 5 4 1 10 98 ‒ ‒ ‒ ‒ 20 ‒ ‒ ‒
後発開発途上国 23 25 22 15 45 38 ‒ ‒ ‒ ‒ 52 ‒ ‒ ‒
世界 15 ** 16 ** 14 ** 11 ** 34 ** 65 ** ‒ ‒ ‒ ‒ 46 ** ‒ ‒ ‒

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

子どもの保護指標表９ 表
９　
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

アフガニスタン 18 307 176 134 99 2.8 2.7 2.6 2.6 44 26 ‒ ‒ 7.7 7.7 5.1 0.0 1.8
アルバニア 109 ‒ 43 29 17 ‒ 4.0 4.5 4.2 61 42 -0.9 x 5.7 5.1 3.0 1.8 2.7 2.4
アルジェリア 95 235 50 35 20 7.8 3.6 4.6 4.1 60 42 1.8 1.5 7.6 4.8 2.8 2.4 2.4
アンドラ 185 ‒ 8 5 3 ‒ 5.1 3.7 4.3 61 36 -1.3 2.5 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 2 ‒ 213 203 164 ‒ 0.5 1.8 1.2 23 20 ‒ 4.1 7.3 7.2 6.0 0.1 0.8
アンティグア・バーブーダ 136 ‒ 24 16 10 ‒ 4.0 3.8 3.9 58 37 7.9 x 1.4 3.7 2.1 2.1 2.9 -0.1
アルゼンチン 120 73 28 20 14 4.9 3.1 2.9 3.0 48 30 -0.8 1.3 x 3.1 3.0 2.2 0.1 1.4
アルメニア 112 ‒ 49 30 16 ‒ 5.0 5.1 5.0 67 46 ‒ 6.3 3.2 2.5 1.7 1.2 1.7
オーストラリア 161 21 9 6 5 4.2 3.9 2.0 2.9 47 21 1.6 2.1 2.7 1.9 1.9 1.9 -0.1
オーストリア 170 29 10 6 4 5.6 5.5 2.7 3.9 58 27 2.5 1.8 2.3 1.5 1.5 2.3 0.0
アゼルバイジャン 68 ‒ 93 72 35 ‒ 2.5 6.0 4.4 62 51 ‒ 6.2 4.6 3.0 1.9 2.2 1.9
バハマ 109 31 23 17 17 1.4 3.0 0.1 1.4 27 2 1.9 0.3 3.5 2.6 1.9 1.5 1.5
バーレーン 136 75 23 13 10 5.9 6.1 2.3 4.0 59 24 -1.0 x 0.7 x 6.5 3.7 2.1 2.8 2.6
バングラデシュ 60 221 144 88 41 2.1 4.9 6.4 5.7 72 53 0.5 3.7 6.9 4.6 2.2 2.1 3.3
バルバドス 100 48 18 18 18 5.0 -0.1 -0.3 -0.2 -5 -4 1.7 0.9 x 3.1 1.7 1.8 2.9 -0.3
ベラルーシ 161 ‒ 17 14 5 ‒ 1.4 8.5 5.3 69 64 ‒ 4.9 2.3 1.9 1.5 1.0 1.1
ベルギー 170 24 10 6 4 4.4 5.4 2.7 3.9 58 28 2.2 1.5 2.2 1.6 1.9 1.7 -0.7
ベリーズ 100 ‒ 43 25 18 ‒ 5.5 2.6 3.9 58 27 3.1 2.2 x 6.3 4.5 2.7 1.7 2.3
ベナン 22 265 181 147 90 1.9 2.0 4.2 3.2 50 39 0.4 1.1 6.7 6.7 4.9 0.0 1.4
ブータン 57 271 131 80 45 3.6 4.9 4.9 4.9 66 44 7.0 x 5.4 6.7 5.6 2.3 0.8 4.1
ボリビア 60 228 123 78 41 3.1 4.6 5.3 5.0 66 47 -1.2 1.7 6.6 4.9 3.3 1.5 1.9
ボスニア・ヘルツェゴビナ 150 ‒ 18 10 7 ‒ 6.0 3.4 4.6 64 34 ‒ 7.9 x 2.9 1.7 1.3 2.6 1.4
ボツワナ 52 120 48 85 53 4.6 -5.8 3.9 -0.5 -11 38 8.0 3.7 6.6 4.7 2.7 1.7 2.6
ブラジル 120 131 62 33 14 3.8 6.2 6.9 6.6 77 56 2.3 1.7 5.0 2.8 1.8 2.9 2.0
ブルネイ 147 ‒ 12 10 8 ‒ 2.6 1.4 2.0 35 16 -2.2 x -0.4 5.8 3.5 2.0 2.4 2.6
ブルガリア 129 39 22 21 12 2.8 0.5 4.6 2.7 45 43 3.4 x 3.4 2.1 1.8 1.5 0.9 0.7
ブルキナファソ 14 316 202 186 102 2.2 0.8 5.0 3.1 49 45 1.4 2.8 6.6 7.0 5.7 -0.3 0.9
ブルンジ 12 245 164 150 104 2.0 0.9 3.0 2.1 36 30 1.2 -1.7 7.3 7.5 6.1 -0.2 0.9
カボヴェルデ 88 178 62 38 22 5.3 4.9 4.4 4.6 64 41 3.7 x 5.1 6.9 5.3 2.3 1.3 3.7
カンボジア 62 ‒ 116 111 40 ‒ 0.5 8.5 4.9 66 64 ‒ 6.0 x 6.5 5.6 2.9 0.7 3.0
カメルーン 21 209 135 150 95 2.2 -1.1 3.8 1.6 30 37 3.4 0.5 6.2 6.4 4.9 -0.2 1.3
カナダ 161 22 8 6 5 4.9 2.9 1.3 2.0 36 15 2.0 1.7 2.2 1.7 1.7 1.5 0.0
中央アフリカ共和国 6 210 171 164 129 1.0 0.4 2.0 1.3 25 22 -1.3 -0.7 6.0 5.8 4.5 0.1 1.2
チャド 3 262 209 189 150 1.1 1.0 1.9 1.5 28 21 -0.9 2.8 6.5 7.3 6.4 -0.6 0.6
チリ 141 80 19 11 9 7.2 5.6 1.5 3.4 52 17 1.5 3.4 4.0 2.6 1.8 2.1 1.6
中国 120 111 54 37 14 3.6 3.8 8.1 6.1 74 62 6.6 9.3 5.5 2.5 1.7 3.9 1.9
コロンビア 100 97 35 25 18 5.1 3.3 3.0 3.1 50 30 1.9 1.7 5.6 3.1 2.3 2.9 1.3
コモロ 30 223 124 99 78 2.9 2.2 2.0 2.1 37 22 0.0 x -0.7 7.1 5.6 4.8 1.2 0.7
コンゴ 19 150 100 118 96 2.0 -1.7 1.7 0.2 4 19 3.3 0.4 6.3 5.3 5.0 0.8 0.3

前進の速度表10
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

クック諸島 132 51 25 17 11 3.6 3.6 4.1 3.9 57 39 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ 136 76 17 13 10 7.5 2.5 2.3 2.4 41 24 0.7 2.7 5.0 3.2 1.8 2.3 2.6
コートジボワール 11 242 152 145 108 2.3 0.4 2.5 1.6 29 26 -1.7 -0.5 7.9 6.4 4.9 1.1 1.2
クロアチア 161 ‒ 13 8 5 ‒ 4.4 4.7 4.6 64 43 ‒ 3.1 x 2.0 1.7 1.5 0.9 0.5
キューバ 157 43 13 8 6 5.9 4.5 3.5 4.0 58 35 3.9 3.0 x 4.0 1.8 1.5 4.2 0.9
キプロス 185 ‒ 11 7 3 ‒ 5.2 6.0 5.7 71 52 5.9 x 1.7 2.6 2.4 1.5 0.4 2.3
チェコ 170 ‒ 15 7 4 ‒ 7.9 4.6 6.1 74 42 ‒ 2.7 2.0 1.8 1.5 0.6 0.7
朝鮮民主主義人民共和国 77 ‒ 44 60 29 ‒ -3.2 6.1 1.9 34 52 ‒ ‒ 4.3 2.3 2.0 3.2 0.6
コンゴ民主共和国 5 254 171 171 146 2.0 0.0 1.3 0.7 15 15 -2.1 -2.1 6.2 7.1 6.0 -0.7 0.8
デンマーク 170 17 9 6 4 3.1 4.7 3.5 4.0 59 34 2.0 1.3 2.1 1.7 1.9 1.2 -0.6
ジブチ 28 ‒ 119 108 81 ‒ 1.0 2.4 1.8 32 25 ‒ 0.0 6.8 6.1 3.5 0.6 2.6
ドミニカ 125 64 17 16 13 6.5 1.0 1.8 1.4 27 19 5.2 x 2.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 79 121 60 40 27 3.5 4.0 3.2 3.6 55 32 2.1 3.9 6.2 3.5 2.5 2.9 1.5
エクアドル 83 138 56 34 23 4.5 4.9 3.2 4.0 58 32 1.7 1.2 6.1 3.8 2.6 2.4 1.7
エジプト 91 237 86 45 21 5.1 6.4 6.4 6.4 75 53 4.4 2.9 5.9 4.4 2.8 1.6 2.0
エルサルバドル 112 154 59 32 16 4.8 6.2 5.8 6.0 73 50 -1.9 2.3 6.2 4.0 2.2 2.3 2.6
赤道ギニア 16 ‒ 182 143 100 ‒ 2.4 2.9 2.7 45 30 ‒ 16.2 5.7 5.9 4.9 -0.2 0.8
エリトリア 55 215 150 89 52 1.8 5.2 4.5 4.8 65 42 ‒ -1.0 x 6.7 6.5 4.8 0.1 1.4
エストニア 170 ‒ 20 11 4 ‒ 6.1 9.3 7.9 82 67 ‒ 5.3 x 2.1 1.9 1.6 0.4 0.9
エチオピア 40 237 204 146 68 0.7 3.4 6.3 5.0 67 53 ‒ 3.2 7.0 7.2 4.6 -0.2 2.0
フィジー 88 55 31 24 22 2.9 2.3 0.7 1.4 27 8 0.6 1.2 4.5 3.4 2.6 1.5 1.2
フィンランド 185 16 7 4 3 4.4 4.4 3.3 3.8 57 33 2.9 2.4 1.9 1.7 1.9 0.3 -0.3
フランス 170 18 9 5 4 3.5 5.1 2.3 3.6 54 24 2.1 1.2 2.5 1.8 2.0 1.8 -0.6
ガボン 42 ‒ 92 86 62 ‒ 0.7 2.7 1.8 33 28 0.7 -0.8 5.1 5.4 4.1 -0.3 1.2
ガンビア 33 301 170 116 73 2.9 3.8 3.9 3.8 57 37 0.7 0.4 6.1 6.1 5.8 0.0 0.3
グルジア 95 ‒ 35 34 20 ‒ 0.2 4.5 2.5 43 42 3.1 2.9 2.6 2.2 1.8 0.9 0.8
ドイツ 170 26 9 5 4 5.5 4.5 2.3 3.3 52 24 2.3 1.3 2.0 1.4 1.4 2.0 -0.2
ガーナ 36 200 128 103 72 2.2 2.1 3.0 2.6 44 30 -0.9 2.7 7.0 5.6 3.9 1.1 1.6
ギリシャ 161 38 13 8 5 5.5 4.7 4.0 4.4 62 38 1.3 2.0 2.4 1.4 1.5 2.5 -0.3
グレナダ 120 ‒ 22 16 14 ‒ 3.3 1.4 2.2 39 15 4.2 x 2.6 4.6 3.8 2.2 0.9 2.5
グアテマラ 71 173 80 51 32 3.8 4.6 3.8 4.2 60 37 0.2 1.3 6.2 5.6 3.8 0.6 1.7
ギニア 15 323 241 171 101 1.5 3.4 4.4 3.9 58 41 ‒ 0.7 6.2 6.6 5.0 -0.3 1.2
ギニアビサウ 6 ‒ 206 174 129 ‒ 1.7 2.5 2.1 37 26 0.9 -1.2 6.1 6.6 5.0 -0.5 1.3
ガイアナ 68 74 60 46 35 1.1 2.6 2.3 2.4 41 24 -1.3 2.1 5.1 2.5 2.6 3.6 -0.2
ハイチ 31 246 144 105 76 2.7 3.2 2.7 2.9 48 28 ‒ -0.9 x 5.8 5.4 3.2 0.3 2.4
バチカン 196 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 83 146 59 38 23 4.5 4.4 4.2 4.3 61 40 0.8 1.6 7.3 5.1 3.1 1.7 2.4
ハンガリー 157 43 19 11 6 4.0 5.2 5.0 5.1 67 45 3.0 2.4 2.0 1.8 1.4 0.5 1.2
アイスランド 194 16 6 4 2 4.5 4.7 4.6 4.7 64 43 3.2 2.0 3.0 2.2 2.1 1.7 0.1

前進の速度>>表10 表
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

インド 49 211 126 92 56 2.6 3.2 4.0 3.6 55 38 2.0 5.0 5.5 3.9 2.5 1.7 2.0
インドネシア 72 165 84 52 31 3.4 4.7 4.4 4.5 63 41 4.5 2.7 5.5 3.1 2.4 2.8 1.3
イラン 100 226 56 35 18 6.9 4.9 5.6 5.3 69 49 -2.5 2.8 x 6.4 4.8 1.9 1.4 4.2
イラク 70 114 53 45 34 3.8 1.7 2.2 2.0 35 23 ‒ -1.7 x 7.4 5.9 4.1 1.1 1.7
アイルランド 170 22 9 7 4 4.4 2.5 4.9 3.8 57 44 ‒ 0.7 x 3.8 2.0 2.0 3.2 0.0
イスラエル 170 ‒ 12 7 4 ‒ 5.2 4.1 4.6 64 39 1.9 1.8 x 3.8 3.0 2.9 1.2 0.1
イタリア 170 34 10 6 4 6.2 5.7 3.1 4.3 61 31 2.8 0.7 2.5 1.3 1.5 3.2 -0.6
ジャマイカ 109 57 30 23 17 3.2 2.5 2.8 2.6 44 28 -1.3 0.4 x 5.5 2.9 2.3 3.1 1.2
日本 185 18 6 5 3 5.1 3.4 3.4 3.4 52 33 3.4 0.7 2.1 1.6 1.4 1.5 0.5
ヨルダン 97 89 37 28 19 4.4 2.8 3.1 3.0 48 31 2.5 x 2.6 7.9 5.5 3.3 1.8 2.3
カザフスタン 97 ‒ 54 44 19 ‒ 2.0 7.2 4.8 65 58 ‒ 4.2 3.5 2.8 2.5 1.1 0.6
ケニア 33 146 98 110 73 2.0 -1.2 3.5 1.4 26 34 1.2 0.4 8.1 6.0 4.5 1.5 1.4
キリバス 43 138 94 71 60 1.9 2.8 1.4 2.1 36 16 -5.8 0.7 6.1 4.6 3.0 1.3 2.0
クウェート 132 71 16 13 11 7.4 2.3 1.3 1.8 33 15 -6.7 x 0.6 x 7.2 2.4 2.6 5.6 -0.5
キルギス 79 120 71 50 27 2.6 3.5 5.2 4.4 62 47 ‒ 0.8 4.9 3.9 3.1 1.2 1.0
ラオス 36 ‒ 163 120 72 ‒ 3.1 4.3 3.7 56 40 ‒ 4.7 6.0 6.2 3.1 -0.1 3.1
ラトビア 141 ‒ 20 17 9 ‒ 1.8 5.6 3.9 57 49 3.4 4.5 1.9 1.9 1.6 0.0 0.9
レバノン 141 59 33 20 9 2.9 5.0 6.3 5.7 72 53 ‒ 1.7 4.9 3.0 1.5 2.5 3.2
レソト 16 175 85 114 100 3.6 -3.0 1.1 -0.7 -18 12 3.0 2.6 5.8 4.9 3.1 0.8 2.1
リベリア 32 277 248 176 75 0.6 3.4 7.1 5.4 70 58 -4.1 5.5 6.7 6.5 4.9 0.1 1.3
リビア 116 139 43 28 15 5.9 4.1 5.1 4.7 64 46 ‒ ‒ 7.9 5.0 2.4 2.3 3.3
リヒテンシュタイン 197 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2.2 2.9 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア 161 25 17 12 5 2.0 3.5 6.5 5.1 68 54 ‒ 3.7 2.3 2.0 1.5 0.8 1.2
ルクセンブルク 194 22 9 5 2 4.7 5.9 6.5 6.2 75 54 2.6 2.5 2.0 1.6 1.7 1.1 -0.3
マダガスカル 46 162 159 109 58 0.1 3.8 5.2 4.6 63 46 -2.4 -0.3 7.3 6.3 4.5 0.8 1.5
マラウイ 38 339 244 174 71 1.7 3.4 7.5 5.6 71 59 -0.1 1.2 7.3 7.0 5.5 0.2 1.1
マレーシア 141 56 17 10 9 6.1 4.9 1.5 3.0 49 17 4.0 3.1 4.9 3.5 2.0 1.6 2.6
モルディブ 132 258 94 45 11 5.1 7.4 12.1 10.0 89 77 ‒ 5.3 x 7.2 6.1 2.3 0.8 4.5
マリ 8 392 253 220 128 2.2 1.4 4.5 3.1 49 42 0.3 2.3 6.9 7.1 6.9 -0.1 0.1
マルタ 150 27 11 8 7 4.4 4.1 0.9 2.3 40 11 6.0 2.3 2.0 2.1 1.4 -0.2 1.9
マーシャル諸島 66 86 49 41 38 2.8 1.7 0.7 1.2 23 8 ‒ 0.7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モーリタニア 27 194 128 111 84 2.1 1.5 2.3 1.9 34 24 -1.1 1.2 6.8 6.0 4.7 0.6 1.1
モーリシャス 116 80 23 19 15 6.2 2.2 1.7 1.9 34 18 3.2 x 3.6 4.0 2.3 1.5 2.7 1.9
メキシコ 112 107 46 25 16 4.2 6.0 3.7 4.8 65 36 1.7 1.2 6.7 3.4 2.2 3.4 1.9
ミクロネシア連邦 64 ‒ 55 54 39 ‒ 0.3 2.8 1.6 30 28 ‒ 0.8 6.9 5.0 3.3 1.7 1.8
モナコ 170 ‒ 8 5 4 ‒ 4.1 2.6 3.3 51 27 1.5 1.7 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 78 ‒ 107 63 28 ‒ 5.2 6.9 6.2 74 56 ‒ 3.6 7.6 4.1 2.4 3.1 2.3
モンテネグロ 157 ‒ 17 14 6 ‒ 2.2 7.0 4.8 65 57 ‒ 3.1 x 2.7 1.9 1.7 1.8 0.5
モロッコ 72 187 80 50 31 4.3 4.6 4.0 4.3 61 38 2.1 2.6 6.7 4.1 2.7 2.5 1.8

前進の速度>>表10
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

モザンビーク 22 264 233 166 90 0.6 3.4 5.1 4.3 61 46 -1.1 x 4.2 6.6 6.2 5.3 0.3 0.8
ミャンマー 55 170 106 79 52 2.3 3.0 3.4 3.2 51 34 1.4 7.3 x 6.0 3.4 2.0 2.8 2.5
ナミビア 64 97 73 73 39 1.4 0.0 5.3 2.9 47 47 -2.1 x 2.2 6.5 5.2 3.1 1.1 2.4
ナウル 67 ‒ 58 42 37 ‒ 3.2 1.1 2.0 36 12 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ネパール 59 269 142 82 42 3.2 5.5 5.7 5.6 71 49 1.2 2.3 6.0 5.2 2.4 0.7 3.5
オランダ 170 16 8 6 4 3.2 2.9 3.4 3.2 51 34 1.6 1.8 2.4 1.6 1.8 2.2 -0.5
ニュージーランド 157 21 11 7 6 3.1 4.1 2.2 3.1 49 23 1.3 x 1.7 3.1 2.1 2.1 2.0 0.0
ニカラグア 82 172 66 40 24 4.8 5.0 4.1 4.5 63 39 -3.7 2.0 6.9 4.8 2.5 1.9 2.8
ニジェール 10 319 326 227 114 -0.1 3.6 5.8 4.8 65 50 -1.9 -0.7 7.4 7.8 7.6 -0.2 0.1
ナイジェリア 9 284 213 188 124 1.4 1.2 3.5 2.5 42 34 -1.3 2.1 6.5 6.5 6.0 0.0 0.4
ニウエ 81 ‒ 14 23 25 ‒ -5.2 -0.6 -2.7 -81 -8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー 185 16 9 5 3 3.1 5.7 4.7 5.2 68 43 3.2 1.8 2.5 1.9 1.9 1.5 -0.2
オマーン 129 227 39 17 12 8.8 8.3 3.3 5.5 70 33 3.2 2.4 x 7.3 7.2 2.9 0.1 4.1
パキスタン 26 186 138 112 86 1.5 2.1 2.2 2.2 38 23 2.6 2.0 6.6 6.0 3.3 0.5 2.8
パラオ 91 ‒ 34 28 21 ‒ 1.8 2.6 2.2 39 27 ‒ -0.1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ 97 67 32 26 19 3.7 2.1 2.8 2.4 42 28 0.2 3.5 5.2 3.1 2.5 2.6 1.0
パプアニューギニア 41 143 89 79 63 2.4 1.3 1.9 1.6 29 20 -1.0 0.3 6.2 4.8 3.8 1.2 1.0
パラグアイ 88 77 46 33 22 2.6 3.3 3.3 3.3 52 33 3.7 0.4 5.7 4.5 2.9 1.2 2.0
ペルー 100 161 79 40 18 3.6 6.9 6.5 6.7 77 54 -0.6 3.3 6.3 3.8 2.4 2.5 2.0
フィリピン 75 83 59 40 30 1.8 3.7 2.5 3.1 49 26 0.6 2.0 6.3 4.3 3.1 1.9 1.5
ポーランド 161 37 17 9 5 3.7 6.3 5.2 5.7 71 46 ‒ 4.3 2.2 2.0 1.4 0.4 1.7
ポルトガル 170 69 15 7 4 7.7 6.9 6.0 6.4 76 51 2.5 1.4 3.0 1.5 1.3 3.3 0.7
カタール 150 64 21 12 7 5.6 5.1 4.3 4.7 64 40 ‒ 0.9 x 6.9 4.0 2.0 2.7 3.1
韓国 170 52 7 6 4 9.9 1.5 3.9 2.8 46 38 6.2 4.1 4.5 1.6 1.3 5.2 1.0
モルドバ 100 ‒ 32 30 18 ‒ 0.5 4.6 2.7 45 42 1.8 x 0.2 2.6 2.4 1.5 0.3 2.3
ルーマニア 129 66 38 27 12 2.8 3.5 6.5 5.1 68 54 0.9 x 2.8 2.9 1.9 1.4 2.1 1.4
ロシア連邦 136 44 26 23 10 2.7 1.2 6.8 4.2 61 56 ‒ 2.4 2.0 1.9 1.5 0.3 0.9
ルワンダ 50 215 151 182 55 1.8 -1.9 10.0 4.6 64 70 1.1 2.7 8.2 7.3 4.6 0.6 2.1
セントクリストファー・ネーヴィス 141 67 29 18 9 4.2 4.8 5.5 5.2 68 48 6.5 x 2.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア 100 74 22 18 18 6.0 2.2 0.2 1.1 22 2 5.1 x 1.2 6.1 3.4 1.9 2.9 2.6
セントビンセント・グレナディーン 83 82 25 22 23 6.0 1.2 -0.5 0.2 5 -6 3.3 3.2 6.0 3.0 2.0 3.6 1.7
サモア 100 ‒ 30 22 18 ‒ 3.4 1.6 2.4 41 17 ‒ 2.6 7.2 5.1 4.2 1.7 0.9
サンマリノ 185 ‒ 11 6 3 ‒ 6.8 4.3 5.4 70 40 1.7 3.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 52 86 104 87 53 -0.9 1.8 4.1 3.0 49 38 ‒ 1.8 x 6.5 5.4 4.1 0.9 1.2
サウジアラビア 141 ‒ 47 22 9 ‒ 7.4 7.9 7.7 82 61 -1.4 0.2 x 7.3 5.8 2.7 1.1 3.5
セネガル 43 289 142 139 60 3.6 0.2 7.1 3.9 58 57 -0.6 1.1 7.3 6.6 5.0 0.5 1.3
セルビア 150 ‒ 28 13 7 ‒ 8.0 5.4 6.6 77 48 ‒ 1.5 2.4 2.1 1.4 0.6 2.0
セーシェル 125 72 17 14 13 7.3 1.8 0.4 1.1 21 5 3.5 2.0 5.8 2.7 2.2 3.7 1.0
シエラレオネ 1 329 257 234 182 1.2 0.9 2.1 1.6 29 22 -0.7 0.9 6.7 6.5 4.8 0.1 1.4
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国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

シンガポール 185 27 8 4 3 6.4 6.7 2.5 4.4 62 26 5.9 3.4 3.2 1.7 1.3 3.1 1.4
スロバキア 147 ‒ 18 12 8 ‒ 4.1 3.8 3.9 58 36 ‒ 3.7 2.5 2.0 1.4 1.0 1.8
スロベニア 185 ‒ 10 6 3 ‒ 6.3 4.8 5.5 70 44 ‒ 3.0 2.3 1.5 1.5 2.2 -0.1
ソロモン諸島 72 106 39 35 31 5.0 1.0 0.9 1.0 19 10 ‒ -0.5 6.9 5.9 4.1 0.8 1.6
ソマリア 4 ‒ 177 171 147 ‒ 0.4 1.2 0.8 17 14 ‒ ‒ 7.2 7.4 6.7 -0.1 0.5
南アフリカ 57 ‒ 61 74 45 ‒ -2.0 4.2 1.4 27 40 0.1 1.4 5.6 3.7 2.4 2.1 1.9
南スーダン 12 ‒ 251 181 104 ‒ 3.3 4.6 4.0 59 42 ‒ ‒ 6.9 6.8 5.0 0.1 1.4
スペイン 161 29 11 7 5 4.9 5.3 3.1 4.1 59 31 1.9 1.8 2.9 1.3 1.5 3.8 -0.5
スリランカ 136 72 21 17 10 6.0 2.2 4.9 3.6 55 44 3.0 4.2 4.3 2.5 2.3 2.8 0.3
パレスチナ 83 ‒ 43 30 23 ‒ 3.6 2.3 2.9 47 24 ‒ ‒ 7.9 6.5 4.1 0.9 2.1
スーダン 33 152 128 106 73 0.8 1.9 3.1 2.6 43 31 -0.1 3.1 6.9 6.2 4.5 0.6 1.4
スリナム 91 ‒ 51 33 21 ‒ 4.3 3.8 4.0 59 37 -2.3 x 1.9 5.7 2.7 2.3 3.6 0.8
スワジランド 29 169 71 121 80 4.3 -5.4 3.5 -0.5 -12 34 3.1 1.0 6.9 5.7 3.4 0.9 2.4
スウェーデン 185 13 7 4 3 3.3 5.2 2.9 3.9 58 29 1.8 2.1 2.0 2.0 1.9 0.1 0.2
スイス 170 18 8 6 4 4.0 3.8 2.2 2.9 48 23 1.7 x 0.9 2.1 1.5 1.5 1.6 0.1
シリア 116 107 38 24 15 5.2 4.7 3.7 4.1 60 36 2.1 1.7 x 7.6 5.3 3.0 1.8 2.6
タジキスタン 46 ‒ 105 91 58 ‒ 1.4 3.7 2.7 44 36 ‒ 0.2 6.9 5.2 3.8 1.4 1.4
タイ 125 99 38 23 13 4.8 5.2 4.5 4.8 65 42 4.8 2.9 5.6 2.1 1.4 4.9 1.8
旧ユーゴスラビア・マケドニア 150 ‒ 37 16 7 ‒ 8.3 6.4 7.3 80 54 ‒ 1.4 3.0 2.2 1.4 1.4 2.0
東ティモール 48 ‒ 171 106 57 ‒ 4.8 5.2 5.0 67 47 ‒ 2.7 x 5.9 5.3 6.0 0.5 -0.5
トーゴ 19 220 143 122 96 2.1 1.6 2.0 1.8 33 21 -0.5 0.0 7.1 6.3 4.7 0.6 1.4
トンガ 125 51 23 18 13 4.0 2.4 2.9 2.6 44 29 ‒ 1.5 5.9 4.6 3.8 1.2 0.9
トリニダード・トバゴ 91 52 33 28 21 2.3 1.8 2.5 2.1 38 26 0.4 4.7 3.6 2.5 1.8 1.9 1.4
チュニジア 112 177 51 30 16 6.2 5.4 5.1 5.3 69 46 2.5 3.3 6.4 3.5 2.0 3.0 2.5
トルコ 120 186 74 37 14 4.6 6.8 8.1 7.5 81 62 1.9 2.5 5.6 3.1 2.1 3.0 1.8
トルクメニスタン 52 ‒ 90 79 53 ‒ 1.4 3.3 2.4 42 33 ‒ 2.7 6.3 4.3 2.4 1.9 2.8
ツバル 75 ‒ 58 42 30 ‒ 3.1 2.9 3.0 48 30 ‒ 1.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウガンダ 39 181 178 147 69 0.1 1.9 6.3 4.3 61 53 ‒ 3.5 7.1 7.1 6.0 0.0 0.8
ウクライナ 132 ‒ 20 19 11 ‒ 0.5 4.6 2.8 45 42 ‒ 0.8 2.0 1.9 1.5 0.4 1.1
アラブ首長国連邦 147 100 17 11 8 8.9 4.1 2.4 3.2 50 25 -4.3 x -2.5 x 6.6 4.4 1.8 2.0 4.0
英国 161 21 9 7 5 4.1 3.4 2.7 3.0 48 27 2.0 2.1 2.3 1.8 1.9 1.2 -0.2
タンザニア 51 212 166 132 54 1.2 2.3 7.4 5.1 68 59 ‒ 2.6 6.8 6.2 5.3 0.4 0.7
米国 150 23 11 8 7 3.7 2.9 1.4 2.1 37 15 2.1 1.6 2.3 2.0 2.0 0.6 0.0
ウルグアイ 150 53 23 16 7 4.2 3.5 6.8 5.3 69 56 0.9 2.3 2.9 2.5 2.1 0.7 0.9
ウズベキスタン 62 ‒ 74 61 40 ‒ 1.8 3.7 2.8 46 36 ‒ 2.7 6.5 4.2 2.3 2.2 2.6
バヌアツ 100 107 35 24 18 5.6 3.6 2.5 3.0 48 26 1.1 x 0.6 6.3 4.9 3.4 1.2 1.7
ベネズエラ 116 63 30 21 15 3.8 3.3 2.8 3.0 48 28 -1.6 0.5 5.4 3.4 2.4 2.2 1.6
ベトナム 83 84 51 32 23 2.6 4.7 2.6 3.6 54 27 ‒ 5.9 6.5 3.6 1.8 3.0 3.2
イエメン 43 321 125 97 60 4.7 2.5 4.0 3.3 52 38 ‒ 1.2 7.5 8.7 4.2 -0.7 3.3

前進の速度>>表10
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指標の定義

５歳未満児死亡率－出生時から満５歳に達する日までに死亡する確率。出生1,000人あたりの死亡数で表す。
1990年以降の削減率（％）－1990年から2012年にかけての５歳未満児死亡率（U5MR）の削減率。2000年の国連
ミレニアム宣言で1990年から2015年にかけてU5MRを３分の２（67%）引き下げるという目標を定めた。そこで、こ
の指標は、この目標に向けての現在の進展の評価を示す。
１人あたりのGDP－GDP（国内総生産）とは、すべての居住生産者による付加価値の額に、生産評価額に含まれない
すべての生産品税額（補助金は控除）を加えた総額である。１人あたりのGDPは、国内総生産を年央の人口で割って算
出する。成長率は現地通貨による固定物価GDPから算出したものである。
合計特殊出生率－女性が出産可能年齢の終わりまで生き、年齢ごとに当該年齢の通常の出生率にしたがって子どもを産
むとして、その女性が一生の間に産むことになる子どもの人数。

データの主な出典

５歳未満児死亡率－国連死亡率推定に関する機関間グループ： ユニセフ、世界保健機関（WHO）、国連人口局、世界銀行。
１人あたりのGDP－世界銀行。
合計特殊出生率－国連人口局。

注

- 　データなし。
θ　負の数値は、５歳未満児死亡率が上昇していることを示す。
ｘ　 データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のものであり、かつ地域平均や世界平均値の算出には

含まれていないことを示す。

国・地域

5歳未満児
死亡率の
順位

5歳未満児死亡率 5歳未満児死亡率の
年間平均削減率（%）θ 1990年

以降の削減
率（%）θ

2000年
以降の削減
率（%）θ

１人あたりのGDP
年間平均成長率（%） 合計特殊出生率 合計特殊出生率の

年間平均減少率（%）

1970 1990 2000 2012 1970‒1990 1990‒2000 2000‒2012 1990‒2012 1970‒1990 1990‒2012 1970 1990 2012 1970‒1990 1990‒2012

ザンビア 25 179 192 169 89 -0.3 1.3 5.4 3.5 54 48 -2.2 0.9 7.4 6.5 5.7 0.7 0.5
ジンバブエ 22 111 74 102 90 2.0 -3.2 1.1 -0.9 -21 12 -0.4 -3.1 7.4 5.2 3.6 1.8 1.7

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 242 177 155 98 1.6 1.4 3.8 2.7 45 37 0.0 2.1 6.7 6.3 5.1 0.3 1.0
　東部・南部アフリカ 209 163 139 77 1.2 1.6 4.9 3.4 53 45 0.3 2.0 6.9 6.1 4.7 0.6 1.3
　西部・中部アフリカ 274 195 174 118 1.7 1.1 3.2 2.3 39 32 -0.4 2.1 6.6 6.6 5.6 0.0 0.7
中東と北アフリカ 202 71 50 30 5.3 3.5 4.3 3.9 58 40 0.0 ‒ 6.7 5.0 2.9 1.5 2.5
南アジア 211 129 94 60 2.5 3.2 3.8 3.5 54 37 2.0 4.6 5.7 4.2 2.6 1.6 2.2
東アジアと太平洋諸国 114 58 41 20 3.4 3.5 5.8 4.8 65 50 5.6 7.5 5.5 2.7 1.8 3.6 1.7
ラテンアメリカとカリブ海諸国 118 54 32 19 3.9 5.1 4.4 4.7 65 41 1.4 1.7 5.3 3.2 2.2 2.5 1.8
CEE/CIS 97 47 36 19 3.6 2.7 5.3 4.2 60 47 ‒ 2.6 2.8 2.3 1.8 0.9 1.2
後発開発途上国 238 172 138 85 1.6 2.2 4.1 3.2 51 39 -0.2 3.2 6.8 6.0 4.2 0.6 1.6
世界 145 90 75 48 2.4 1.7 3.8 2.9 47 37 2.4 2.7 4.7 3.3 2.5 1.8 1.3

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。
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青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

アフガニスタン 7,753 26 ‒ 20 26 90 ‒ 84  ‒ ‒ 60 35 ‒ 2
アルバニア 572 18 1 8 3 11 x 37 24  97 99 ‒ 89 21 36
アルジェリア 6,391 17 ‒ 2 ‒ 4 x ‒ 66  ‒ ‒ 135 64 ‒ 12 x
アンドラ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 5 ‒  ‒ ‒ ‒ 87 88 ‒  ‒ 
アンゴラ 4,879 23 ‒ ‒ ‒ 165 x ‒  ‒ ‒ ‒ 39 22 ‒  ‒ 
アンティグア・バーブーダ  16 18 ‒ ‒ ‒ 67 x ‒ ‒ ‒ ‒ 119 84 ‒  ‒ 
アルゼンチン 6,733 16 ‒ ‒ ‒ 68 ‒ ‒ ‒ ‒ 112 68 ‒  ‒ 
アルメニア  415 14 1 8 2 28 21 8  94 92 96 96 4 10
オーストラリア 2,929 13 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 113 167 ‒  ‒ 
オーストリア  922 11 ‒ ‒ ‒ 9 ‒ ‒ ‒ ‒ 102 95 ‒  ‒ 
アゼルバイジャン 1,513 16 0 10 4 x 41 63 39  97 95 92 115 2 x 3 x
バハマ  60 16 ‒ ‒ ‒ 41 x ‒ ‒ ‒ ‒ 101 90 ‒  ‒ 
バーレーン  159 12 ‒ ‒ ‒ 14 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
バングラデシュ 32,280 21 2 45 40 128 ‒ 33 y ‒ 57 y 68 40 ‒ 11
バルバドス  38 13 ‒ ‒ ‒ 50 x ‒ ‒ ‒ ‒ 105 102 ‒  ‒ 
ベラルーシ  971 10 ‒ 7 3 x 21 ‒ 3  ‒ ‒ 97 121 ‒  ‒ 
ベルギー 1,236 11 ‒ ‒ ‒ 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 117 107 ‒  ‒ 
ベリーズ  70 22 ‒ 15 17 90 x ‒ 11  ‒ ‒ ‒ 51 ‒ 39
ベナン 2,330 23 2 22 23 x 94 12 41  83 64 64 33 31 x 17 x
ブータン  147 20 ‒ 15 15 59 ‒ 70  ‒ ‒ 84 44 ‒ 22
ボリビア 2,308 22 4 13 20 89 x ‒ 17  100 97 93 74 24 20
ボスニア・ヘルツェゴビナ  539 14 0 1 ‒ 17 5 1  100 100 92 86 41 42
ボツワナ  444 22 ‒ ‒ ‒ 51 x ‒ ‒ ‒ ‒ 91 68 ‒  ‒ 
ブラジル 34,205 17 ‒ 25 ‒ 71 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
ブルネイ  70 17 ‒ ‒ ‒ 18 ‒ ‒ ‒ ‒ 118 109 ‒  ‒ 
ブルガリア  664 9 ‒ 2 y ‒ 41 ‒ ‒ ‒ ‒ 83 94 ‒  ‒ 
ブルキナファソ 3,907 24 2 32 28 130 40 39  61 55 31 10 31 29
ブルンジ 2,184 22 1 9 11 65 56 74  83 69 38 15 45 43
カボヴェルデ  109 22 2 8 22 x 92 x 24 23  88 88 113 67 ‒  ‒ 
カンボジア 3,055 21 2 10 7 48 25 y 42 y 73 76 59 28 41 43
カメルーン 5,045 23 2 24 30 127 43 50  77 66 64 34 30 26
カナダ 4,078 12 ‒ ‒ ‒ 14 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 102 ‒  ‒ 
中央アフリカ共和国 1,042 23 11 55 45 229 87 y 79 ‒ ‒ 24 9 26 x 16 x
チャド 3,026 24 ‒ 48 47 203 ‒ 59  55 x 24 x 29 19 ‒ 10
チリ 2,724 16 ‒ ‒ ‒ 54 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 86 ‒  ‒ 
中国 174,700 13 ‒ 2 ‒ 6 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 73 ‒  ‒ 
コロンビア 8,797 18 ‒ 14 20 85 ‒ ‒ ‒ ‒ 106 81 ‒ 21 y
コモロ  155 22 ‒ ‒ ‒ 95 x ‒ ‒ ‒ ‒ 53 ‒ ‒  ‒ 
コンゴ  947 22 2 19 29 x 147 ‒ 76  75 63 ‒ ‒ 25 16

青少年指標表11
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青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

クック諸島 ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 47 x ‒ ‒ ‒ ‒ 98 62 ‒  ‒ 
コスタリカ  830 17 3 11 9 67 ‒ ‒ ‒ ‒ 119 76 ‒  ‒ 
コートジボワール 4,591 23 1 21 31 128 51 51  73 62 ‒ ‒ 21 15
クロアチア  471 11 ‒ ‒ ‒ 13 ‒ ‒ ‒ ‒ 105 87 ‒  ‒ 
キューバ 1,430 13 ‒ 20 9 51 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 84 ‒ 54
キプロス  151 13 ‒ ‒ ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 87 ‒  ‒ 
チェコ  995 9 ‒ ‒ ‒ 10 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 86 ‒  ‒ 
朝鮮民主主義人民共和国 3,940 16 ‒ ‒ ‒ 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7
コンゴ民主共和国 15,400 23 ‒ 25 25 135 ‒ 72  55 43 48 32 ‒ 13
デンマーク  696 12 ‒ ‒ ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ 117 121 ‒  ‒ 
ジブチ  179 21 ‒ 4 ‒ 27 x ‒ ‒ ‒ ‒ 44 25 ‒ 16 x
ドミニカ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 48 x ‒ ‒ ‒ ‒ 108 85 ‒  ‒ 
ドミニカ共和国 1,997 19 ‒ 17 25 x 98 x ‒ 7  98 98 86 71 33 x 39 x
エクアドル 2,966 19 ‒ 16 x ‒ 100 x ‒ ‒ ‒ ‒ 97 78 ‒  ‒ 
エジプト 15,236 19 ‒ 13 7 50 x ‒ 50 y ‒ 97 y 96 51 16 3
エルサルバドル 1,425 23 ‒ 21 ‒ 65 x ‒ ‒ ‒ ‒ 89 46 ‒  ‒ 
赤道ギニア  156 21 ‒ ‒ ‒ 128 x ‒ ‒ ‒ ‒ 45 ‒ ‒  ‒ 
エリトリア 1,344 22 ‒ 29 x 25 x 85 x ‒ 70 x ‒ 85 x 45 23 ‒  ‒ 
エストニア  129 10 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 104 109 ‒  ‒ 
エチオピア 22,993 25 2 19 22 79 51 64  42 38 47 17 32 24
フィジー  158 18 ‒ ‒ ‒ 31 x ‒ ‒ ‒ ‒ 102 76 ‒  ‒ 
フィンランド  620 11 ‒ ‒ ‒ 8 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 116 ‒  ‒ 
フランス 7,753 12 ‒ ‒ ‒ 12 ‒ ‒ ‒ ‒ 110 118 ‒  ‒ 
ガボン  351 22 1 14 28 114 47 58  95 94 ‒ ‒ 35 29
ガンビア  416 23 ‒ 24 23 118 ‒ 74  ‒ ‒ 62 45 ‒ 33
グルジア  507 12 ‒ 11 6 43 ‒ 5  ‒ ‒ 108 81 ‒  ‒ 
ドイツ 8,075 10 ‒ ‒ ‒ 8 ‒ ‒ ‒ ‒ 101 107 ‒  ‒ 
ガーナ 5,576 22 1 7 16 70 x 37 53  93 87 83 39 34 35
ギリシャ 1,061 10 ‒ ‒ ‒ 10 ‒ ‒ ‒ ‒ 109 110 ‒  ‒ 
グレナダ  20 19 ‒ ‒ ‒ 53 x ‒ ‒ ‒ ‒ 121 89 ‒  ‒ 
グアテマラ 3,537 23 ‒ 20 22 92 x ‒ ‒ ‒ ‒ 71 54 24 20
ギニア 2,633 23 3 36 44 x 146 ‒ 79  66 55 49 31 ‒  ‒ 
ギニアビサウ  376 23 ‒ 19 33 137 ‒ 39 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 12
ガイアナ  173 22 1 16 16 97 x 25 18  94 94 98 84 45 53
ハイチ 2,243 22 2 12 13 66 22 24  85 80 ‒ ‒ 25 32
バチカン ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
ホンジュラス 1,793 23 5 23 22 108 x 18 15  98 94 75 72 33 29
ハンガリー 1,046 10 ‒ ‒ ‒ 18 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 102 ‒  ‒ 
アイスランド  45 14 ‒ ‒ ‒ 11 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 117 ‒  ‒ 
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青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

インド 238,563 19 5 30 22 x 39 57 53  88 72 81 50 35 x 19 x
インドネシア 44,619 18 ‒ 13 7 48 48 y 45 88 y 91 94 68 4 p,y 9
イラン 11,790 15 ‒ 16 5 31 x ‒ ‒ ‒ ‒ 102 76 ‒  ‒ 
イラク 7,492 23 ‒ 21 12 68 x ‒ 50  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3
アイルランド  584 13 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 111 131 ‒  ‒ 
イスラエル 1,224 16 ‒ ‒ ‒ 14 ‒ ‒ ‒ ‒ 103 102 ‒  ‒ 
イタリア 5,788 10 ‒ ‒ ‒ 7 ‒ ‒ ‒ ‒ 107 97 ‒  ‒ 
ジャマイカ  560 20 ‒ 5 16 72 x 28 y 4 y ‒ ‒ 91 95 34 y 39 y
日本 11,822 9 ‒ ‒ ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ 103 102 ‒  ‒ 
ヨルダン 1,399 20 ‒ 7 4 32 x ‒ 91 y ‒ 97 y 94 73 ‒ 12 x,y
カザフスタン 2,420 15 1 5 2 31 14 9  99 99 106 87 30 30
ケニア 9,622 22 0 12 26 106 x 54 57  91 81 91 44 51 42
キリバス  22 22 5 16 9 39 x 65 77  58 57 95 72 46 41
クウェート  466 14 ‒ ‒ ‒ 13 ‒ ‒ ‒ ‒ 110 89 ‒  ‒ 
キルギス 1,047 19 ‒ 8 2 x 34 ‒ 28  ‒ ‒ 93 78 ‒ 19 x
ラオス 1,554 23 9 25 18 110 x 50 56  92 93 57 31 25 23
ラトビア  198 10 ‒ ‒ ‒ 15 ‒ ‒ ‒ ‒ 95 97 ‒  ‒ 
レバノン  861 19 ‒ 3 ‒ 18 x ‒ 22 y ‒ ‒ 90 76 ‒  ‒ 
レソト  498 24 1 16 13 92 x 54 48  64 69 60 33 28 35
リベリア  949 23 3 19 38 177 x 37 48  73 63 50 39 21 x 18 x
リビア 1,097 18 ‒ ‒ ‒ 4 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
リヒテンシュタイン ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 4 x ‒ ‒ ‒ ‒ 103 124 ‒  ‒ 
リトアニア  343 11 ‒ ‒ ‒ 17 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 106 ‒  ‒ 
ルクセンブルク  64 12 ‒ ‒ ‒ 7 ‒ ‒ ‒ ‒ 115 90 ‒  ‒ 
マダガスカル 5,319 24 11 34 36 147 x 33 35  61 60 42 15 26 23
マラウイ 3,796 24 2 23 35 157 21 16  82 65 42 17 45 40
マレーシア 5,558 19 5 6 ‒ 15 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 52 ‒  ‒ 
モルディブ  68 20 ‒ 5 1 16 ‒ 41 y ‒ 100 118 ‒ ‒ 22 y
マリ 3,412 23 ‒ 40 46 x 190 x ‒ 83  81 79 53 24 ‒ 14
マルタ  51 12 ‒ ‒ ‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ 103 97 ‒  ‒ 
マーシャル諸島 ‒  ‒ 5 21 21 x 105 x 71 47  86 85 126 92 35 x 27 x
モーリタニア  841 22 ‒ 26 19 x 88 x ‒ 36  55 x 44 x 29 23 ‒ 5
モーリシャス  192 15 ‒ ‒ ‒ 31 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 ‒ ‒  ‒ 
メキシコ 23,529 19 ‒ 15 39 87 ‒ ‒ ‒ ‒ 119 63 ‒  ‒ 
ミクロネシア連邦  26 25 ‒ ‒ ‒ 52 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
モナコ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
モンゴル  473 17 1 5 2 20 9 14  99 98 88 101 24 28
モンテネグロ  85 14 ‒ 2 ‒ 24 ‒ 6  ‒ ‒ 96 98 ‒  ‒ 
モロッコ 6,063 19 1 11 8 x 18 x ‒ 64 x ‒ 90 x 82 52 ‒  ‒ 
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青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

モザンビーク 5,835 23 8 37 40 167 20 24  73 57 35 12 49 27
ミャンマー 9,299 18 ‒ 7 13 x 17 x ‒ ‒ ‒ ‒ 62 38 ‒ 31
ナミビア  530 23 0 5 17 x 74 x 44 38  86 88 ‒ ‒ 59 x 62 x
ナウル ‒  ‒ 9 18 22 x 84 x ‒ ‒ 89 86 ‒ ‒ 8 x 8 x
ネパール 6,354 23 7 29 19 81 27 24  86 76 ‒ ‒ 33 25
オランダ 2,007 12 ‒ ‒ ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ 127 116 ‒  ‒ 
ニュージーランド  606 14 ‒ ‒ ‒ 26 ‒ ‒ ‒ ‒ 104 137 ‒  ‒ 
ニカラグア 1,319 22 ‒ 24 28 x 109 x ‒ 19  ‒ 95 x 80 54 ‒  ‒ 
ニジェール 3,956 23 3 59 51 x 206 ‒ 68  66 48 20 5 14 x 12 x
ナイジェリア 37,675 22 ‒ 20 29 113 ‒ 41  82 64 47 41 ‒ 22
ニウエ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
ノルウェー  642 13 ‒ ‒ ‒ 10 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 124 ‒  ‒ 
オマーン  557 17 ‒ ‒ ‒ 12 ‒ ‒ ‒ ‒ 107 101 ‒  ‒ 
パキスタン 39,901 22 ‒ 16 10 x 16 x ‒ ‒ ‒ ‒ 46 27 ‒ 2 x
パラオ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 27 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
パナマ  690 18 ‒ ‒ ‒ 86 ‒ ‒ ‒ ‒ 92 54 ‒  ‒ 
パプアニューギニア 1,601 22 3 15 14 x 70 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
パラグアイ 1,395 21 ‒ 11 x ‒ 63 x ‒ ‒ ‒ ‒ 79 56 ‒  ‒ 
ペルー 5,804 19 ‒ 11 15 72 ‒ ‒ ‒ 92 100 78 ‒ 17 x
フィリピン 20,817 22 ‒ 10 7 53 x ‒ 15  ‒ 94 88 76 ‒ 19
ポーランド 4,132 11 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 97 ‒  ‒ 
ポルトガル 1,094 10 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 116 102 ‒  ‒ 
カタール  171 8 ‒ ‒ ‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ 99 86 ‒  ‒ 
韓国 6,350 13 ‒ ‒ ‒ 2 ‒ ‒ ‒ ‒ 100 94 ‒  ‒ 
モルドバ  424 12 1 10 5 x 26 25 24  99 98 88 87 ‒  ‒ 
ルーマニア 2,230 10 ‒ ‒ ‒ 41 ‒ ‒ ‒ ‒ 96 98 ‒  ‒ 
ロシア連邦 14,071 10 ‒ ‒ ‒ 30 ‒ ‒ ‒ ‒ 90 86 ‒  ‒ 
ルワンダ 2,774 24 0 3 5 41 35 56  88 73 47 23 44 49
セントクリストファー・ネーヴィス ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 67 x ‒ ‒ ‒ ‒ 99 87 ‒  ‒ 
セントルシア  32 18 ‒ ‒ ‒ 49 x ‒ ‒ ‒ ‒ 94 97 ‒  ‒ 
セントビンセント・グレナディーン  20 18 ‒ ‒ ‒ 70 ‒ ‒ ‒ ‒ 119 91 ‒  ‒ 
サモア  42 22 1 7 5 29 x 50 58  97 97 99 75 5 2
サンマリノ ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ 1 x ‒ ‒ ‒ ‒ 95 95 ‒  ‒ 
サントメ・プリンシペ  40 21 1 20 25 110 x 25 23  96 95 82 23 39 39
サウジアラビア 4,723 17 ‒ ‒ ‒ 7 x ‒ ‒ ‒ ‒ 115 100 ‒  ‒ 
セネガル 3,162 23 1 24 22 96 31 61  86 81 41 17 28 26
セルビア 1,180 12 1 5 3 19 6 2  99 100 98 86 43 53
セーシェル  14 15 ‒ ‒ ‒ 78 ‒ ‒ ‒ ‒ 131 115 ‒  ‒ 
シエラレオネ 1,358 23 ‒ 23 38 122 ‒ 63  66 51 58 ‒ ‒ 23
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青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

シンガポール  702 13 ‒ ‒ ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
スロバキア  595 11 ‒ ‒ ‒ 21 ‒ ‒ ‒ ‒ 95 88 ‒  ‒ 
スロベニア  191 9 ‒ ‒ ‒ 5 ‒ ‒ ‒ ‒ 95 99 ‒  ‒ 
ソロモン諸島  124 23 0 13 15 x 70 x 73 72  71 54 70 31 26 x 29 x
ソマリア 2,440 24 ‒ 25 ‒ 123 x ‒ 75 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3 x
南アフリカ 9,578 18 2 x 4 x 15 x 54 x ‒ ‒ ‒ ‒ 96 92 ‒  ‒ 
南スーダン 2,544 23 ‒ 40 28 38 ‒ 72  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 8
スペイン 4,304 9 ‒ ‒ ‒ 13 x ‒ ‒ ‒ ‒ 122 141 ‒  ‒ 
スリランカ 3,248 15 ‒ 9 4 x 24 x ‒ 54 y ‒ 88 y 103 102 ‒  ‒ 
パレスチナ 1,060 25 ‒ 12 ‒ 60 x ‒ ‒ ‒ ‒ 87 74 ‒ 5
スーダン 8,546 23 ‒ 24 14 49 ‒ 52  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4
スリナム  97 18 ‒ 12 ‒ 66 x ‒ 19  ‒ 99 90 79 ‒ 40
スワジランド  299 24 0 4 22 89 34 42  94 89 69 47 52 56
スウェーデン 1,084 11 ‒ ‒ ‒ 6 ‒ ‒ ‒ ‒ 98 99 ‒  ‒ 
スイス  865 11 ‒ ‒ ‒ 4 ‒ ‒ ‒ ‒ 109 86 ‒  ‒ 
シリア 4,749 22 ‒ 10 9 x 75 x ‒ ‒ ‒ ‒ 92 40 ‒ 6 x
タジキスタン 1,710 21 ‒ 6 4 x 54 ‒ 85 y ‒ ‒ 98 65 9 11
タイ 9,059 14 ‒ 15 8 x 47 ‒ ‒ ‒ ‒ 92 67 ‒ 46 x
旧ユーゴスラビア・マケドニア  273 13 ‒ 4 2 20 ‒ 14  ‒ ‒ 90 78 ‒ 23 x
東ティモール  312 28 0 8 9 54 x 72 81  61 62 64 51 15 11
トーゴ 1,498 23 0 12 17 88 ‒ 41  ‒ ‒ 70 37 36 33
トンガ  23 22 ‒ ‒ ‒ 16 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
トリニダード・トバゴ  177 13 ‒ 6 ‒ 33 x ‒ 10  ‒ ‒ 89 87 ‒ 49 x
チュニジア 1,692 16 ‒ 1 1 6 x ‒ 27  ‒ ‒ 117 76 ‒ 15
トルコ 12,846 17 ‒ 10 8 x 38 x ‒ 30  ‒ ‒ 99 70 ‒  ‒ 
トルクメニスタン  994 19 ‒ 5 2 x 21 x ‒ 37 y ‒ 96 x ‒ ‒ ‒ 4 x
ツバル ‒  ‒ 2 8 3 x 28 x 83 69  89 95 ‒ ‒ 57 x 31 x
ウガンダ 8,890 24 2 20 33 146 52 62  88 82 35 15 35 36
ウクライナ 4,389 10 3 6 3 x 30 x 8 3  99 99 100 81 33 x 39 x
アラブ首長国連邦  812 9 ‒ ‒ ‒ 34 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ 
英国 7,264 12 ‒ ‒ ‒ 25 ‒ ‒ ‒ ‒ 113 100 ‒  ‒ 
タンザニア 10,828 23 4 18 28 128 39 52  79 70 47 10 41 46
米国 42,958 14 ‒ ‒ ‒ 34 ‒ ‒ ‒ ‒ 103 90 ‒  ‒ 
ウルグアイ  521 15 ‒ ‒ ‒ 60 x ‒ ‒ ‒ ‒ 111 71 ‒  ‒ 
ウズベキスタン 5,696 20 ‒ 5 2 x 26 x 63 x 63 x ‒ ‒ 95 129 ‒ 27 x
バヌアツ  52 21 ‒ 13 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 65 41 ‒ 14 x
ベネズエラ 5,537 18 ‒ 16 x ‒ 101 x ‒ ‒ ‒ ‒ 90 73 ‒  ‒ 
ベトナム 14,819 16 ‒ 8 3 35 ‒ 35  97 94 90 ‒ ‒ 51
イエメン 6,010 25 ‒ 13 ‒ 80 x ‒ ‒ ‒ ‒ 56 36 ‒ 2 x,y

青少年指標>>表11
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指標の定義

青少年の婚姻状態－15～19歳までの青少年のうち、現在結婚またはそれに相当する状態にある割合。この指標は、現
在この年齢層にいる男子および女子の婚姻状況を示している。調査時に結婚していなかった子が、青少年期を終えるま
でに結婚する可能性があることは特筆しておく。
18歳前の出産－20～24歳の女性のうち、18歳前に出産をした割合。人口調査から出されたこの標準化された指標は、
18歳までの青少年期での出産状況を捉えている。20～24歳の女性の回答を元に作成されているため、調査の時点では、
すでに出産を（18歳前に）してしまっている女性がいることに注意。
女子の出産率－15～19歳までの女子1,000人あたりの出産数。
青少年による妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－掲げられた理由のうち、少なくともひとつに該当す
れば、夫が妻を殴打することも正当化されると考えている15～19歳の男子と女子の割合。例えば、妻が食べ物を焦が
したとき、夫に口答えしたとき、断りなく外出した、子どもを放任した、性的な関係を拒んだなどの事情があれば、夫
が妻を殴打することなどが含まれる。
青少年によるマスメディアの利用－１週間に最低１回、以下に掲げるメディア媒体のうち、少なくとも１つを利用して
いる15～19歳の男子と女子の割合。新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど。
前期中等教育総就学率－年齢に関わらず、中等学校に就学する子どもの人数が、公式の中等学校就学年齢に相当する子
どもの総人口に占める割合。
後期中等教育総就学率－年齢に関わらず、高等学校に就学する子どもの人数が、公式の高等学校就学年齢に相当する子
どもの総人口に占める割合。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－15～19歳の若い男女のうち、性交渉を通じたHIV感染を予防する２つの主な
方法（コンドームの使用と、HIVに感染していない誠実な１人の相手のみと性交渉をもつこと）を認識し、HIV感染に
ついて最も誤解されている現地での２つの考え方を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知ってい
る割合。

データの主な出典

青少年の人口－国連人口局。
青少年の婚姻状態－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別調査。
18歳前の出産－DHS、MICS。
女子の出産率－国連人口局。
青少年による妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－DHS、MICS、その他の国別調査。
青少年によるマスメディアの利用－AIDS指標調査（AIS）、DHS、その他の国別調査。
総就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－AIS、DHS、MICS、リプロダクティブ・ヘルス調査（RHS）、その他の国別
世帯調査、HIV/AIDS Survey Indicators Database〈www.measuredhs.com/hivdata〉

注

- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインドのデータを除き、

このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されてい
ない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、
地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

ｐ　小分母で算出されている（ウェイト処理を施していない25～49の事例）。
 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

青少年の人口
現在婚姻状態にある

青少年（15-19歳）の割合（％）
2005-2012*

20-24歳の女
性のうち18歳
前に出産をした
割合（%）

2008-2012*

15-19歳の女
子1,000人あ
たりの出産数
2008-2011*

青少年による妻に対するドメ
スティック・バイオレンスの

正当化（%）
2005-2012*

青少年によるマスメディアの
利用（%）

2005-2012*

前期中等教育
総就学率

後期中等教育
総就学率

15-19歳の青少年のう
ち、HIVについての包括
的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

国・地域

10‒19歳
（1,000人）

総人口に占める
10‒19歳の割合（％）

2012 2012 男 女 男 女 男 女 2008‒2012* 男 女

ザンビア 3,357 24 1 18 34 x 151 x 55 61  80 71 70 ‒ 38 36
ジンバブエ 3,327 24 1 23 21 115 48 48  59 53 ‒ ‒ 42 46

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 209,363 23 3 23 27 115 43 54 72 61 49 31 36 26
　東部・南部アフリカ 101,842 23 3 21 27 107 45 54 69 61 50 30 39 34
　西部・中部アフリカ 98,796 23 ‒ 25 28 128 ‒ 54 75 62 48 32 ‒ 21
中東と北アフリカ 79,451 19 ‒ 13 7 ‒ ‒ 53 ‒ ‒ 91 57 ‒  ‒ 
南アジア 328,314 20 4 29 24 51 56 51 88 70 75 46 34 17
東アジアと太平洋諸国 297,376 14 ‒ 5 6 ** 16 ‒ 36 ** 89 ** 91 ** 89 68 ‒ 21 ** 
ラテンアメリカとカリブ海諸国 111,047 18 ‒ 19 ‒ 76 ‒ ‒ ‒ ‒ 102 77 ‒  ‒ 
CEE/CIS 53,017 13 ‒ 7 ‒ 32 ‒ 24 ‒ ‒ 95 85 ‒  ‒ 
後発開発途上国 200,309 23 3 27 29 113 ‒ 52 68 59 51 28 ‒ 22
世界 1,185,392 17 ‒ 18 21 ** 49 ‒ 48 ** ‒ 73 ** 82 59 ‒ 20 **

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。
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出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

アフガニスタン 60 33 1.8 74 31 2.4 ‒ ‒ ‒ 48 54 0.9 78 50 1.5 5 1 4.9 46 23 2.0
アルバニア 99 98 1.0 100 99 1.0 5 6 1.2 33 x 36 x 0.9 x 90 91 1.0 51 26 2.0 95 93 1.0
アルジェリア 100 99 1.0 98 x 92 x 1.1 x 3 x 4 x 1.3 x 18 x 19 x 1.0 x 98 x 95 x 1.0 x 16 x 10 x 1.7 x 98 88 1.1
アンドラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
アンゴラ 40 x 26 x 1.5 x 71 x 26 x 2.8 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 85 67 1.3 ‒ ‒ ‒ 86 19 4.4
アンティグア・バーブーダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 91 91 1.0
アルゼンチン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 98 1.0
アルメニア 99 100 1.0 100 99 1.0 3 7 2.6 22 x 28 x 0.8 x 97 98 1.0 16 16 1.0 96 81 1.2
オーストラリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
オーストリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
アゼルバイジャン 96 92 1.0 97 x 80 x 1.2 x 4 x 12 x 3.0 x 19 x 5 x 3.6 x 74 x 72 x 1.0 x 7 x 2 x 3.3 x 86 78 1.1
バハマ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 99 1.0
バングラデシュ 35 29 1.2 54 25 2.1 28 39 1.4 84 76 1.1 77 80 1.0 ‒ ‒ ‒ 55 55 1.0
バルバドス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0 1 x 2 x 2.0 x 38 x 33 x 1.1 x 91 93 1.0 ‒ ‒ ‒ 92 97 0.9
ベルギー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ベリーズ 95 96 1.0 98 95 1.0 5 7 1.2 ‒ ‒ ‒ 98 92 1.1 55 33 1.7 93 87 1.1
ベナン 87 76 1.1 92 79 1.2 19 23 1.2 54 47 1.1 76 y 67 y 1.1 y 22 x 11 x 1.9 x 25 5 5.0
ブータン 100 100 1.0 90 54 1.6 11 14 1.3 64 60 1.1 96 90 1.1 32 15 2.1 74 29 2.5
ボリビア 79 y 72 y 1.1 y 88 51 1.7 3 6 2.3 38 32 1.2 98 96 1.0 32 9 3.5 57 24 2.4
ボスニア・ヘルツェゴビナ 99 100 1.0 100 100 1.0 2 1 0.7 34 x 35 x 1.0 x 97 98 1.0 50 47 1.1 100 92 1.1
ボツワナ 78 67 1.2 99 x 90 x 1.1 x ‒ ‒ ‒ 47 x 51 x 0.9 x 89 x 85 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 78 42 1.9
ブラジル ‒ ‒ ‒ 98 x 94 x 1.0 x 2 x 2 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 87 48 1.8
ブルネイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ブルキナファソ 93 74 1.3 93 61 1.5 ‒ ‒ ‒ 31 19 1.6 83 45 1.8 ‒ ‒ ‒ 50 6 7.8
ブルンジ 87 74 1.2 88 58 1.5 18 30 1.7 33 38 0.9 87 73 1.2 ‒ ‒ ‒ 45 51 0.9
カボヴェルデ ‒ ‒ ‒ 91 x 64 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 74 45 1.6
カンボジア 74 60 1.2 95 67 1.4 19 30 1.6 33 34 1.0 96 93 1.0 55 41 1.3 76 22 3.4
カメルーン 81 48 1.7 87 47 1.9 7 20 2.8 27 12 2.2 94 78 1.2 ‒ ‒ ‒ 58 36 1.6
カナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 99 1.0
中央アフリカ共和国 78 52 1.5 83 38 2.2 23 24 1.0 23 12 2.0 86 66 1.3 21 x 13 x 1.6 x 43 28 1.5
チャド 42 9 4.9 60 12 5.1 22 30 1.4 27 10 2.8 71 47 1.5 18 7 2.6 31 6 4.8
チリ ‒ ‒ ‒ 100 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 89 1.1
中国 ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0 1 4 3.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 74 56 1.3
コロンビア 97 95 1.0 98 86 1.1 3 5 1.6 57 49 1.2 91 91 1.0 26 17 1.5 82 65 1.3
コモロ 90 x 87 x 1.0 x 92 79 1.2 12 17 1.4 40 37 1.1 41 x 29 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ 95 85 1.1 98 86 1.1 8 x 15 x 1.9 x 38 27 1.4 ‒ ‒ ‒ 16 10 1.6 19 15 1.3

公平性指標－居住地域表12
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出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

クック諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 95 95 1.0
コスタリカ ‒ ‒ ‒ 100 99 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 96 1.0 ‒ ‒ ‒ 95 92 1.0
コートジボワール 85 54 1.6 84 45 1.9 12 17 1.5 22 14 1.5 73 y 65 y 1.1 y 22 8 2.7 36 11 3.1
クロアチア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 98 1.0
キューバ 100 y 100 y 1.0 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 54 37 1.4 ‒ ‒ ‒ 55 49 1.1 94 87 1.1
キプロス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
チェコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
朝鮮民主主義人民共和国 100 100 1.0 100 100 1.0 13 27 2.0 75 73 1.0 100 99 1.0 11 4 2.8 88 73 1.2
コンゴ民主共和国 24 29 0.8 96 75 1.3 17 27 1.6 26 27 1.0 86 70 1.2 21 12 1.7 29 31 0.9
デンマーク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ジブチ 92 84 1.1 95 x 40 x 2.3 x 27 y 27 y 1.0 y ‒ ‒ ‒ 67 x 49 x 1.4 x 18 x 9 x 2.0 x 73 22 3.4
ドミニカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 ‒ ‒ ‒ 98 x 97 x 1.0 x 3 x 4 x 1.2 x 34 27 1.3 95 95 1.0 42 x 37 x 1.2 x 86 74 1.2
エクアドル 89 92 1.0 98 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 86 1.1
エジプト 99 y 99 y 1.0 y 90 72 1.2 6 6 1.0 28 29 1.0 90 y 87 y 1.0 y 7 3 2.3 97 93 1.0
エルサルバドル 99 99 1.0 97 94 1.0 4 y 7 y 2.0 y 60 56 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 79 53 1.5
赤道ギニア 49 x 28 x 1.8 x 87 x 49 x 1.8 x ‒ ‒ ‒ 43 x 19 x 2.2 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エリトリア ‒ ‒ ‒ 65 x 10 x 6.2 x 23 x 40 x 1.7 x 59 x 39 x 1.5 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 ‒
エストニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 94 1.1
エチオピア 29 5 5.9 51 4 12.7 16 30 1.9 45 24 1.9 86 61 1.4 38 19 2.0 27 19 1.4
フィジー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 92 82 1.1
フィンランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
フランス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ガボン 89 91 1.0 93 69 1.3 6 9 1.6 27 21 1.3 87 y 89 y 1.0 y 32 15 2.2 33 30 1.1
ガンビア 54 52 1.0 77 41 1.9 12 21 1.8 39 39 1.0 75 54 1.4 41 24 1.7 70 65 1.1
グルジア 99 98 1.0 99 x 98 x 1.0 x 1 1 1.6 44 x 36 x 1.2 x 97 95 1.0 ‒ ‒ ‒ 96 91 1.1
ドイツ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ガーナ 72 55 1.3 88 54 1.6 11 16 1.5 37 34 1.1 80 68 1.2 42 30 1.4 19 8 2.4
ギリシャ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 97 1.0
グレナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ 96 97 1.0 77 37 2.1 8 y 16 y 1.9 y 38 37 1.0 ‒ ‒ ‒ 32 14 2.2 88 72 1.2
ギニア 78 33 2.4 84 32 2.7 15 23 1.5 46 30 1.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 32 11 2.9
ギニアビサウ 30 21 1.4 69 29 2.4 13 21 1.6 28 13 2.1 84 57 1.5 22 8 2.8 33 8 4.1
ガイアナ 91 87 1.0 98 90 1.1 7 12 1.7 42 x 38 x 1.1 x 96 94 1.0 72 47 1.5 88 82 1.1
ハイチ 85 77 1.1 59 25 2.4 8 13 1.6 56 51 1.1 86 y 73 y 1.2 y 41 29 1.4 34 17 1.9
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 95 93 1.0 94 73 1.3 5 9 2.0 59 61 1.0 94 y 92 y 1.0 y 42 23 1.9 86 74 1.2
ハンガリー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
アイスランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
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出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

インド 59 35 1.7 76 43 1.7 33 x 46 x 1.4 x 33 x 24 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ 33 x 14 x 2.4 x 60 24 2.5
インドネシア 76 58 1.3 92 75 1.2 15 21 1.4 41 37 1.1 91 y 91 y 1.0 y 14 9 1.6 73 44 1.7
イラン 99 y 98 y 1.0 y 98 93 1.1 ‒ ‒ ‒ 64 58 1.1 97 95 1.0 ‒ ‒ ‒ 100 99 1.0
イラク 99 99 1.0 94 85 1.1 8 9 1.0 25 19 1.3 94 84 1.1 4 1 3.7 86 80 1.1
アイルランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 98 1.0
イスラエル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
イタリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 97 99 1.0 99 98 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 78 82 1.0
日本 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ヨルダン 99 100 1.0 100 100 1.0 3 2 0.7 20 23 0.9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 98 98 1.0
カザフスタン 100 100 1.0 100 100 1.0 4 3 0.8 ‒ ‒ ‒ 99 99 1.0 40 31 1.3 97 98 1.0
ケニア 76 57 1.3 75 37 2.0 10 17 1.7 40 39 1.0 81 72 1.1 57 45 1.3 31 29 1.1
キリバス 95 93 1.0 84 77 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 81 y 86 y 0.9 y 45 43 1.1 51 30 1.7
クウェート ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
キルギス 97 95 1.0 100 99 1.0 3 6 1.7 37 35 1.1 93 x 92 x 1.0 x 23 x 18 x 1.3 x 94 93 1.0
ラオス 88 71 1.2 80 31 2.6 16 29 1.8 65 40 1.6 95 83 1.1 39 18 2.2 87 48 1.8
ラトビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 ‒ ‒
レソト 43 46 1.0 88 54 1.6 12 13 1.1 57 50 1.1 93 88 1.0 44 36 1.2 32 24 1.3
リベリア 5y 3 y 1.9 y 79 x 32 x 2.4 x 17 x 20 x 1.2 x 57 x 52 x 1.1 x 46 x 21 x 2.2 x 26 x 15 x 1.8 x 30 7 4.2
リビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 96 1.0
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 95 ‒ ‒
ルクセンブルク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
マダガスカル 92 78 1.2 82 39 2.1 31 x 37 x 1.2 x 32 14 2.2 93 77 1.2 40 19 2.1 19 11 1.7
マラウイ ‒ ‒ ‒ 84 69 1.2 10 13 1.3 72 69 1.0 93 84 1.1 56 38 1.5 50 53 0.9
マレーシア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 10 15 1.5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 95 1.0
モルディブ 93 92 1.0 99 93 1.1 11 20 1.8 ‒ ‒ ‒ 83 83 1.0 43 y 32 y 1.4 y 97 98 1.0
マリ 92 77 1.2 86 47 1.8 14 20 1.4 17 10 1.8 80 50 1.6 19 12 1.5 35 14 2.5
マルタ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
マーシャル諸島 96 96 1.0 97 x 68 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ 39 x 37 x 1.1 x ‒ ‒ ‒ 33 x 12 x 2.7 x 84 55 1.5
モーリタニア 75 49 1.5 88 49 1.8 ‒ ‒ ‒ 26 x 14 x 2.0 x 72 55 1.3 9 4 2.7 51 9 5.5
モーリシャス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 92 90 1.0
メキシコ 98 y 82 y 1.2 y 98 87 1.1 ‒ ‒ ‒ 54 48 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 87 77 1.1
ミクロネシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 83 47 1.8
モナコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 ‒ ‒
モンゴル 99 99 1.0 99 98 1.0 3 4 1.4 35 26 1.4 97 94 1.0 36 21 1.7 64 29 2.2
モンテネグロ 99 99 1.0 100 x 98 x 1.0 x 2 x 1 x 0.5 x ‒ ‒ ‒ 97 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 92 87 1.1
モロッコ 97 y 91 y 1.1 y 92 55 1.7 2 4 2.5 28 x 18 x 1.5 x 96 x 83 x 1.2 x ‒ ‒ ‒ 83 52 1.6
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出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

モザンビーク 51 47 1.1 80 44 1.8 10 17 1.7 65 50 1.3 86 y 74 y 1.2 y 40 24 1.6 41 9 4.5
ミャンマー 94 64 1.5 90 63 1.4 19 24 1.3 72 56 1.3 93 89 1.0 ‒ ‒ ‒ 84 74 1.1
ナミビア ‒ ‒ ‒ 94 x 73 x 1.3 x 12 x 19 x 1.6 x 67 x 60 x 1.1 x 94 x 91 x 1.0 x 65 x 65 x 1.0 x 57 17 3.4
ナウル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 66 ‒ ‒
ネパール 44 42 1.0 73 32 2.3 17 30 1.8 44 39 1.1 97 93 1.0 40 24 1.7 50 32 1.5
オランダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ニュージーランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア ‒ ‒ ‒ 92 x 56 x 1.7 x 4 x 7 x 1.8 x 64 x 55 x 1.2 x 76 y 64 y 1.2 y ‒ ‒ ‒ 63 37 1.7
ニジェール 71 25 2.9 83 21 3.9 23 38 1.7 47 44 1.1 71 x 32 x 2.2 x 31 x 8 x 3.8 x 34 4 7.9
ナイジェリア 63 32 2.0 74 37 2.0 17 28 1.6 45 21 2.2 87 62 1.4 29 19 1.5 33 28 1.2
ニウエ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ノルウェー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
オマーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 95 1.0
パキスタン 32 24 1.3 66 33 2.0 27 33 1.3 44 x 40 x 1.1 x 78 x 62 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ 72 34 2.1
パラオ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
パナマ ‒ ‒ ‒ 99 84 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 77 54 1.4
パプアニューギニア ‒ ‒ ‒ 88 x 48 x 1.9 x 12 x 20 x 1.6 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 57 13 4.3
パラグアイ 82 y 69 y 1.2 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 89 87 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ペルー 96 y 94 y 1.0 y 96 70 1.4 2 8 4.3 35 23 1.5 97 94 1.0 ‒ ‒ ‒ 81 38 2.1
フィリピン ‒ ‒ ‒ 78 48 1.6 ‒ ‒ ‒ 58 36 1.6 ‒ ‒ ‒ 23 17 1.4 79 69 1.1
ポーランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 ‒ ‒
ポルトガル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
カタール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
韓国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
モルドバ 100 100 1.0 100 x 99 x 1.0 x 2 x 4 x 2.0 x 9 x 6 x 1.6 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 89 83 1.1
ルーマニア ‒ ‒ ‒ 100 x 98 x 1.0 x 3 x 4 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ロシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 74 59 1.3
ルワンダ 60 64 0.9 82 67 1.2 6 12 1.9 26 30 0.9 92 87 1.1 66 50 1.3 61 61 1.0
セントクリストファー・ネーヴィス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 70 64 1.1
セントビンセント・グレナディーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア 62 44 1.4 94 78 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 89 y 88 y 1.0 y 5 2 2.4 93 91 1.0
サンマリノ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 76 74 1.0 89 75 1.2 12 14 1.1 45 52 0.9 86 85 1.0 47 38 1.3 41 23 1.8
サウジアラビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
セネガル 89 66 1.4 91 49 1.8 12 21 1.8 24 21 1.2 81 50 1.6 ‒ ‒ ‒ 68 39 1.7
セルビア 99 99 1.0 100 100 1.0 2 1 0.7 50 22 2.3 99 98 1.0 63 41 1.5 98 96 1.0
セーシェル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 97 1.0
シエラレオネ 78 78 1.0 72 59 1.2 20 22 1.1 66 75 0.9 80 72 1.1 30 19 1.6 22 7 3.4

公平性指標－居住地域>>表12 表
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出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

シンガポール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 ‒ ‒
スロバキア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
スロベニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
ソロモン諸島 ‒ ‒ ‒ 95 x 84 x 1.1 x 8 x 12 x 1.5 x 40 x 37 x 1.1 x 72 x,y 65 x,y 1.1 x,y 34 x 28 x 1.2 x 81 15 5.4
ソマリア 6 2 3.7 65 x 15 x 4.5 x 20 x 38 x 1.9 x 25 x 9 x 2.9 x 30 x 9 x 3.3 x 7 x 2 x 4.1 x 52 6 8.3
南アフリカ ‒ ‒ ‒ 94 x 85 x 1.1 x 10 x 9 x 0.9 x 41 x 32 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 84 57 1.5
南スーダン 45 32 1.4 31 15 2.0 23 29 1.3 44 37 1.2 47 23 2.0 16 7 2.3 16 7 2.1
スペイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
スリランカ 97 98 1.0 99 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 57 x 50 x 1.1 x 97 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 83 93 0.9
パレスチナ 99 99 1.0 99 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 8 6 1.3 95 93 1.0
スーダン 85 50 1.7 41 16 2.5 24 35 1.5 23 22 1.1 89 69 1.3 10 3 3.4 44 13 3.3
スリナム 100 98 1.0 95 86 1.1 6 6 1.1 33 55 0.6 97 94 1.0 45 33 1.4 90 66 1.4
スワジランド 62 47 1.3 89 80 1.1 4 6 1.5 65 55 1.2 97 96 1.0 70 55 1.3 63 55 1.1
スウェーデン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
スイス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
シリア 97 95 1.0 99 93 1.1 9 x 9 x 1.0 x 56 x 44 x 1.3 x 89 x 85 x 1.0 x 7 x 7 x 1.0 x 96 94 1.0
タジキスタン 88 89 1.0 93 86 1.1 11 13 1.2 58 61 0.9 97 x,y 97 x,y 1.0 x,y ‒ ‒ ‒ 95 94 1.0
タイ 100 99 1.0 100 100 1.0 5 x 8 x 1.6 x 50 x 59 x 0.9 x 98 x 98 x 1.0 x 43 x 47 x 0.9 x 89 96 0.9
旧ユーゴスラビア・マケドニア 100 100 1.0 97 95 1.0 1 2 2.3 19 x 30 x 0.6 x 99 98 1.0 33 x 18 x 1.8 x 97 83 1.2
東ティモール 50 57 0.9 59 20 2.9 35 47 1.4 65 74 0.9 79 70 1.1 14 12 1.2 68 27 2.5
トーゴ 93 71 1.3 91 43 2.1 10 20 1.9 15 10 1.5 94 86 1.1 39 27 1.4 26 3 9.3
トンガ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 89 1.1
トリニダード・トバゴ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 92 92 1.0
チュニジア 100 98 1.0 100 97 1.0 ‒ ‒ ‒ 69 59 1.2 99 97 1.0 22 13 1.7 97 75 1.3
トルコ 95 92 1.0 96 80 1.2 1 3 2.1 ‒ ‒ ‒ 94 y 91 y 1.0 y ‒ ‒ ‒ 97 75 1.3
トルクメニスタン 96 95 1.0 100 x 99 x 1.0 x 7 x 9 x 1.3 x 32 x 45 x 0.7 x ‒ ‒ ‒ 7 x 4 x 2.0 x 100 98 1.0
ツバル 60 38 1.6 ‒ ‒ ‒ 1 x 2 x 1.7 x ‒ ‒ ‒ 98 x,y 99 x,y 1.0 x,y 38 x 41 x 0.9 x 86 80 1.1
ウガンダ 38 29 1.3 89 52 1.7 7 15 2.3 46 43 1.1 85 81 1.1 48 35 1.4 34 35 1.0
ウクライナ 100 100 1.0 99 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 71 x 76 x 0.9 x 48 x 37 x 1.3 x 96 89 1.1
アラブ首長国連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 98 95 1.0
英国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0
タンザニア 44 10 4.6 83 40 2.0 11 17 1.5 44 44 1.0 91 77 1.2 55 45 1.2 24 7 3.3
米国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100 99 1.0
ウルグアイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 98 1.0
ウズベキスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 4 x 4 x 1.0 x 34 x 31 x 1.1 x 97 x 95 x 1.0 x 33 x 30 x 1.1 x 100 100 1.0
バヌアツ 53 41 1.3 87 x 72 x 1.2 x 11 x 11 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 85 x 80 x 1.1 x 23 x 13 x 1.8 x 65 55 1.2
ベネズエラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベトナム 97 94 1.0 99 91 1.1 6 14 2.3 47 46 1.0 98 98 1.0 58 48 1.2 93 67 1.4
イエメン 42 y 11 y 4.0 y 62 x 26 x 2.3 x ‒ ‒ ‒ 30 x 34 x 0.9 x 83 x 64 x 1.3 x 4 x 1 x 6.7 x 93 34 2.7

公平性指標－居住地域>>表12



101

指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査者によって出生証明書が確認
された子どもや、母親や面倒をみる人の証言によって出生登録が確認されている子どもを含む。
専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。
５歳未満児の低体重率－世界保健機関（WHO）のThe WHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中
央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～59カ月児の割合。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合－調査前２週間に下痢をした０～４歳の子
どものうち、経口補水塩（ORSパケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液）による治療を受けた者の割合。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中等学校に通学する者の人数
が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、
この指標は初等教育純出席率「調整値」としても見ることができる。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－15～24歳の若い女性のうち、性交渉を通じたHIV感染を予防する２つの主な
方法（コンドームの使用と、HIVに感染していない誠実な１人の相手のみと性交渉をもつこと）を認識し、HIV感染に
ついての２つの主要な現地の誤解を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知っている割合。
改善された衛生設備を利用できる人の割合－近隣の世帯と共有せずに以下のいずれかの衛生設備を利用している人の割
合。下水管に接続された水洗または簡易水洗トイレ、汚水処理タンクまたはピット式トイレ、換気口付ピット式改良型
トイレ、覆い板付ピット式トイレ、蓋付ピット式トイレ、コンポスト式（堆肥化）トイレ。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、国勢調査、人口動態統計。
専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
５歳未満児の低体重率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
初等教育出席率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－AIDS指標調査（AIS）、DHS、MICS、その他の国別世帯調査、HIV/AIDS 
Survey Indicators Database〈www.measuredhs.com/hivdata〉
改善された衛生設備を利用できる人の割合－ユニセフ、WHOの合同モニタリング・プログラム。
イタリック体のデータは、報告書内の他表にある同じ指数とは異なる出典元から抽出したものである：表２『栄養指標』
内の「低体重率」、表３『保健指標』内の「下痢性疾患の治療」、表４『HIV/エイズ指標』内の「HIVについての包括
的な知識」、表５『教育指標』内の「初等教育」、表８『女性指標』内の「専門技能者が付き添う出産」。

注

- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインド、2006年のブ

ラジル（専門技能者が付き添う出産の割合）のデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算
出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、
地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

++  出生登録に関しては複数指標クラスター調査第２回および第３回(MICS２とMICS３)から第４回(MICS４)にかけて
その定義が変化した。その後の回における比較可能性をもたせるため、MICS２およびMICS３から引かれたデータ
はMICS４で用いられた指標の定義にしたがって計算し直されている。したがって、ここで紹介する再計算を経た
データは国別のMICS２およびMICS３に掲載された推定値と異なりうる。

 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。

出生登録（%）++
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

15-24歳の女性のHIVについての
包括的な知識をもつ割合（%）

2008-2012*

改善された衛生設備を
利用する人の割合（%）

2011

国・地域 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比 都市部 農村部 対農村部比

ザンビア 28 9 3.2 83 x 31 x 2.7 x 13 x 15 x 1.2 x 59 x 60 x 1.0 x 91 x 77 x 1.2 x ‒ ‒ ‒ 56 33 1.7
ジンバブエ 65 43 1.5 86 58 1.5 8 10 1.3 26 18 1.4 89 88 1.0 59 47 1.3 52 33 1.6

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 61 35 1.7 78 40 2.0 15 24 1.6 38 30 1.3 85 68 1.3 33 24 1.4 42 24 1.8
　東部・南部アフリカ 49 29 1.7 75 35 2.1 12 21 1.8 44 36 1.2 86 72 1.2 47 31 1.5 53 26 2.0
　西部・中部アフリカ 64 40 1.6 82 47 1.8 15 26 1.7 37 24 1.6 85 63 1.4 28 16 1.7 35 22 1.6
中東と北アフリカ 95 78 1.2 89 63 1.4 ‒ ‒ ‒ 39 31 1.3 93 82 1.1 ‒ 3 ‒ 93 69 1.3
南アジア 53 34 1.6 72 40 1.8 31 43 1.4 38 31 1.2 ‒ ‒ ‒ 32 14 2.3 61 29 2.1
東アジアと太平洋諸国 ‒ ‒ ‒ 96 88 1.1 5 10 2.0 49 ** 41 ** 1.2 ** 93 ** 92 ** 1.0 ** 23 ** 22 ** 1.0 ** 76 58 1.3
ラテンアメリカとカリブ海諸国 96 88 1.1 96 76 1.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 86 63 1.4
CEE/CIS 98 97 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 84 82 1.0
後発開発途上国 54 34 1.6 75 38 2.0 17 27 1.5 46 40 1.2 84 71 1.2 32 22 1.5 48 31 1.6
世界 80 ** 51 ** 1.6 ** 87 54 1.6 14 27 1.9 42 ** 32 ** 1.3 ** ‒ ‒ ‒ ‒ 18 ** ‒ 80 47 1.7

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。

表12 公平性指標－居住地域 表
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出生登録（%）＋＋
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

HIVについての包括的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

15-24歳の女性 15-24歳の男性

国・地域
最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

アフガニスタン 31 58 1.9 16 76 4.9 ‒ ‒ ‒ 56 52 0.9 40 79 2.0 0 5 23.0 ‒ ‒ ‒
アルバニア 98 99 1.0 98 100 1.0 8 4 2.0 ‒ ‒ ‒ 89 91 1.0 20 60 3.0 10 38 3.8
アルジェリア 99 100 1.0 88 x 98 x 1.1 x 5 x 2 x 2.5 x 15 x 19 x 1.2 x 93 x 97 x 1.0 x 5 x 20 x 3.7 x ‒ ‒ ‒
アンドラ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンゴラ 24 x 53 x 2.2 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 63 90 1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アンティグア・バーブーダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルゼンチン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アルメニア 100 100 1.0 99 100 1.0 8 2 5.3 ‒ ‒ ‒ 98 97 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストラリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オーストリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アゼルバイジャン 92 97 1.1 76 x 100 x 1.3 x 15 x 2 x 7.5 x 3 x 36 x 13.3 x 72 x 78 x 1.1 x 1 x 12 x 10.3 x 2 x 14 x 6.3 x
バハマ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バーレーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バングラデシュ 24 41 1.7 12 64 5.5 50 21 2.4 81 82 1.0 72 81 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バルバドス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ ‒ ‒ ‒ 100 100 1.0 2 x 0 x 5.0 x ‒ ‒ ‒ 93 93 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベルギー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベリーズ 95 97 1.0 89 98 1.1 9 3 2.9 ‒ ‒ ‒ 88 98 1.1 20 53 2.7 ‒ ‒ ‒
ベナン 61 95 1.6 52 x 96 x 1.9 x ‒ ‒ ‒ 15 x 32 x 2.1 x 53 y 79 y 1.5 y 9 x 26 x 3.1 x 17 x 52 x 3.0 x
ブータン 100 100 1.0 34 95 2.8 16 7 2.2 60 56 0.9 85 97 1.1 7 32 4.4 ‒ ‒ ‒
ボリビア 68 y 90 y 1.3 y 38 99 2.6 8 2 3.8 31 35 1.1 95 99 1.0 5 40 8.4 11 45 4.3
ボスニア・ヘルツェゴビナ 100 99 1.0 100 100 1.0 1 4 0.2 ‒ ‒ ‒ 95 97 1.0 37 44 1.2 38 45 1.2
ボツワナ ‒ ‒ ‒ 84 x 100 x 1.2 x 16 x 4 x 4.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブラジル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルネイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルガリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルキナファソ 62 95 1.5 46 92 2.0 ‒ ‒ ‒ 13 31 2.5 31 85 2.8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルンジ 64 87 1.4 51 81 1.6 41 17 2.4 35 42 1.2 64 87 1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カボヴェルデ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カンボジア 48 78 1.6 49 97 2.0 35 16 2.2 32 34 1.1 87 98 1.1 28 58 2.1 30 64 2.1
カメルーン 28 89 3.2 19 97 5.1 ‒ ‒ ‒ 8 36 4.7 60 99 1.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中央アフリカ共和国 46 85 1.8 33 87 2.6 26 19 1.4 11 28 2.5 57 90 1.6 14 x 23 x 1.6 x 19 x 33 x 1.7 x
チャド 5 46 9.2 8 61 7.6 33 21 1.6 5 29 5.3 40 74 1.8 6 18 2.9 ‒ ‒ ‒
チリ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コロンビア ‒ ‒ ‒ 84 99 1.2 6 2 3.1 47 61 1.3 90 93 1.0 15 32 2.2 ‒ ‒ ‒
コモロ 76 x 96 x 1.3 x 49 x 77 x 1.6 x ‒ ‒ ‒ 16 x 24 x 1.5 x 25 x 39 x 1.6 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ 80 99 1.2 40 x 95 x 2.4 x 16 x 5 x 3.2 x 13 x 18 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 12 27 2.3
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補水塩（ORS）による治療を受け
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出生登録（%）＋＋
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5歳未満児の低体重率（%）
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下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
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初等教育純出席率
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HIVについての包括的な知識をもつ割合（%）
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15-24歳の女性 15-24歳の男性

国・地域
最下位
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最下位
20%
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20%

最上位
20%
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クック諸島 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コスタリカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コートジボワール 44 90 2.0 35 91 2.6 21 10 2.1 6 24 3.7 57 y 80 y 1.4 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
クロアチア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キューバ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キプロス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
チェコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
朝鮮民主主義人民共和国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
コンゴ民主共和国 25 27 1.1 69 99 1.4 29 12 2.3 28 26 0.9 65 92 1.4 8 24 2.8 ‒ ‒ ‒
デンマーク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジブチ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドミニカ共和国 ‒ ‒ ‒ 95 x 99 x 1.0 x 5 x 1 x 4.4 x 26 46 1.8 92 98 1.1 31 x 46 x 1.5 x 21 x 41 x 2.0 x
エクアドル ‒ ‒ ‒ 99 x 98 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エジプト 99 y 100 y 1.0 y 55 97 1.8 8 5 1.4 34 23 0.7 83 y 93 y 1.1 y 2 9 4.9 9 28 3.1
エルサルバドル 98 99 1.0 91 98 1.1 12 y 1 y 12.9 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
赤道ギニア 29 x 53 x 1.9 x 47 x 85 x 1.8 x ‒ ‒ ‒ 24 x 37 x 1.5 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エリトリア ‒ ‒ ‒ 7 x 81 x 12.1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エストニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
エチオピア 3 18 7.0 2 46 26.8 36 15 2.4 18 45 2.5 52 86 1.7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィジー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィンランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フランス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガボン 92 86 0.9 74 95 1.3 10 2 5.5 24 19 0.8 85 y 86 y 1.0 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガンビア 46 61 1.3 34 58 1.7 24 10 2.5 43 32 0.7 47 82 1.7 20 48 2.4 ‒ ‒ ‒
グルジア 99 98 1.0 95 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 92 96 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ドイツ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガーナ 47 82 1.7 39 98 2.5 20 6 3.2 44 27 0.6 61 86 1.4 18 53 2.9 19 49 2.6
ギリシャ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グレナダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
グアテマラ ‒ ‒ ‒ 20 95 4.7 21 y 3 y 6.5 y 39 51 1.3 ‒ ‒ ‒ 5 41 7.8 ‒ ‒ ‒
ギニア 21 83 4.0 26 x 57 x 2.2 x 24 19 1.3 18 x 59 x 3.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ギニアビサウ 17 35 2.0 23 82 3.6 22 11 2.1 16 37 2.3 52 87 1.7 6 25 4.3 ‒ ‒ ‒
ガイアナ 84 92 1.1 81 96 1.2 16 4 3.8 ‒ ‒ ‒ 91 97 1.1 37 72 2.0 25 65 2.6
ハイチ 71 92 1.3 10 78 8.1 18 4 4.7 52 62 1.2 66 y 92 y 1.4 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
バチカン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ホンジュラス 92 95 1.0 58 98 1.7 13 3 4.1 63 52 0.8 89 y 94 y 1.1 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ハンガリー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
アイスランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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出生登録（%）＋＋
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専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
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5歳未満児の低体重率（%）
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下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

HIVについての包括的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

15-24歳の女性 15-24歳の男性
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最下位
20%
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20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

インド 24 72 3.0 24 85 3.6 57 x 20 x 2.9 x 19 x 43 x 2.3 x ‒ ‒ ‒ 4 x 45 x 11.7 x 15 x 55 x 3.8 x
インドネシア 41 88 2.2 58 97 1.7 23 10 2.2 39 34 0.9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 x 27 x 12.2 x
イラン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イラク 98 100 1.0 82 96 1.2 9 8 1.1 19 22 1.1 79 98 1.2 1 8 7.2 ‒ ‒ ‒
アイルランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イスラエル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
イタリア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジャマイカ 96 99 1.0 97 98 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
日本 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ヨルダン ‒ ‒ ‒ 98 x 100 x 1.0 x 3 0 26.0 18 x 30 x 1.6 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カザフスタン 100 100 1.0 100 100 1.0 4 4 1.2 ‒ ‒ ‒ 99 100 1.0 25 44 1.8 13 49 3.8
ケニア 48 80 1.7 20 81 4.0 25 9 2.8 40 37 0.9 58 85 1.5 29 61 2.1 42 68 1.6
キリバス 93 94 1.0 76 93 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 84 y 87 y 1.0 y 42 49 1.2 38 51 1.3
クウェート ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
キルギス 97 97 1.0 93 x 100 x 1.1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 94 x 94 x 1.0 x 17 x 29 x 1.7 x ‒ ‒ ‒
ラオス 66 93 1.4 11 91 8.4 37 12 3.0 35 69 2.0 71 97 1.4 6 41 6.5 12 43 3.6
ラトビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レバノン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
レソト 42 49 1.2 35 90 2.6 18 9 1.9 35 x 39 x 1.1 x 83 94 1.1 26 48 1.8 14 45 3.3
リベリア 1y 7 y 6.1 y 26 x 81 x 3.2 x 21 x 13 x 1.6 x 41 x 64 x 1.6 x 15 x 56 x 3.7 x 14 x 29 x 2.1 x 17 x 37 x 2.2 x
リビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リヒテンシュタイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
リトアニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルクセンブルク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マダガスカル 61 93 1.5 22 90 4.1 40 x 24 x 1.7 x 12 29 2.4 59 96 1.6 10 42 4.3 8 49 6.5
マラウイ ‒ ‒ ‒ 63 89 1.4 17 13 1.3 67 73 1.1 75 96 1.3 34 55 1.6 35 54 1.5
マレーシア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルディブ 92 94 1.0 89 99 1.1 24 11 2.3 ‒ ‒ ‒ 82 82 1.0 23 48 2.0 ‒ ‒ ‒
マリ 65 96 1.5 31 90 2.9 22 11 2.0 8 16 2.1 36 85 2.4 9 19 2.0 ‒ ‒ ‒
マルタ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
マーシャル諸島 92 98 1.1 68 x 99 x 1.5 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 12 x 39 x 3.3 x 37 x 58 x 1.6 x
モーリタニア 33 84 2.6 27 96 3.6 ‒ ‒ ‒ 9 33 3.8 45 83 1.9 2 12 7.9 ‒ ‒ ‒
モーリシャス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
メキシコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ミクロネシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モナコ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モンゴル 99 99 1.0 98 99 1.0 5 1 5.6 24 50 2.1 93 98 1.1 17 42 2.5 12 48 4.1
モンテネグロ 96 100 1.0 98 x 100 x 1.0 x 4 x 1 x 4.0 x ‒ ‒ ‒ 92 x 100 x 1.1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モロッコ ‒ ‒ ‒ 30 x 95 x 3.2 x ‒ ‒ ‒ 18 x 25 x 1.4 x 77 x 97 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

表13 公平性指標－世帯の豊かさ>>
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モザンビーク 42 60 1.4 32 90 2.8 23 6 3.6 41 70 1.7 67 y 91 y 1.4 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ミャンマー 50 96 1.9 51 96 1.9 33 14 2.5 52 75 1.4 81 95 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ナミビア ‒ ‒ ‒ 60 x 98 x 1.6 x 22 x 7 x 3.1 x 50 x 59 x 1.2 x 88 x 97 x 1.1 x 61 x 69 x 1.1 x 55 x 67 x 1.2 x
ナウル 71 88 1.2 97 x 98 x 1.0 x 7 x 3 x 2.7 x ‒ ‒ ‒ 82 x,y 90 x,y 1.1 x,y 13 x,y 10 x,y 0.8 x,y ‒ 25 x,y ‒
ネパール 36 52 1.5 11 82 7.6 40 10 4.0 39 36 0.9 91 99 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オランダ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニュージーランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニカラグア ‒ ‒ ‒ 42 x 99 x 2.4 x 9 x 1 x 9.0 x 53 x 64 x 1.2 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニジェール 20 67 3.3 5 x 59 x 11.8 x ‒ ‒ ‒ 14 x 32 x 2.3 x 26 x 70 x 2.7 x 5 x 30 x 6.5 x 6 x 34 x 5.8 x
ナイジェリア 12 76 6.2 11 90 8.2 38 10 4.0 12 56 4.7 34 94 2.8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ニウエ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ノルウェー ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
オマーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パキスタン 18 38 2.1 16 x 77 x 4.8 x ‒ ‒ ‒ 41 x 44 x 1.1 x 42 x 88 x 2.1 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラオ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パナマ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パプアニューギニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パラグアイ 67 y 89 y 1.3 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ペルー 93 y 99 y 1.1 y 60 99 1.7 10 1 11.0 24 34 1.4 92 97 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
フィリピン ‒ ‒ ‒ 26 94 3.7 ‒ ‒ ‒ 37 55 1.5 ‒ ‒ ‒ 14 26 1.8 ‒ ‒ ‒
ポーランド ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ポルトガル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カタール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
韓国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
モルドバ 99 100 1.0 99 x 100 x 1.0 x 6 x 1 x 6.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルーマニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ロシア連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ルワンダ 58 64 1.1 61 86 1.4 16 5 3.0 22 37 1.7 80 94 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントクリストファー・ネーヴィス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントルシア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セントビンセント・グレナディーン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サモア 31 63 2.1 66 95 1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 85 y 91 y 1.1 y 3 3 1.0 3 9 2.7
サンマリノ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
サントメ・プリンシペ 74 86 1.1 74 93 1.3 18 7 2.6 29 x 34 x 1.2 x 75 95 1.3 27 56 2.0 39 55 1.4
サウジアラビア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 50 94 1.9 30 96 3.2 24 10 2.4 21 31 1.5 47 78 1.7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セルビア 97 100 1.0 99 100 1.0 3 2 1.4 ‒ ‒ ‒ 96 98 1.0 28 69 2.4 28 66 2.4
セーシェル ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シエラレオネ 74 88 1.2 44 85 1.9 22 15 1.4 75 70 0.9 59 88 1.5 14 36 2.6 ‒ ‒ ‒
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出生登録（%）＋＋
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5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

HIVについての包括的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

15-24歳の女性 15-24歳の男性

国・地域
最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

シンガポール ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロバキア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スロベニア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ソロモン諸島 ‒ ‒ ‒ 74 x 95 x 1.3 x 14 x 10 x 1.4 x ‒ ‒ ‒ 58 x,y 78 x,y 1.3 x,y 17 x 37 x 2.1 x 35 x 50 x 1.5 x
ソマリア 1 7 6.6 11 x 77 x 7.2 x 42 x 14 x 3.0 x 7 x 31 x 4.8 x 3 x 40 x 12.5 x 1 x 8 x 13.5 x ‒ ‒ ‒
南アフリカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南スーダン 21 57 2.7 8 41 5.1 32 21 1.6 27 52 1.9 12 x 58 x 4.7 x 3 18 6.1 ‒ ‒ ‒
スペイン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリランカ 97 98 1.0 97 x 99 x 1.0 x 29 x 11 x 2.6 x ‒ ‒ ‒ 97 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パレスチナ 99 100 1.0 98 x 100 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 5 10 2.1 ‒ ‒ ‒
スーダン 26 98 3.8 6 59 10.5 40 17 2.4 21 16 0.7 55 97 1.8 1 11 13.6 ‒ ‒ ‒
スリナム 98 100 1.0 84 95 1.1 6 4 1.5 ‒ ‒ ‒ 92 96 1.1 26 52 2.0 ‒ ‒ ‒
スワジランド 39 73 1.9 65 94 1.4 8 4 2.3 58 60 1.0 95 99 1.0 49 72 1.5 44 64 1.5
スウェーデン ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スイス ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
シリア 93 99 1.1 78 x 99 x 1.3 x 10 x 7 x 1.4 x 45 x 59 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ 4 x 10 x 2.9 x ‒ ‒ ‒
タジキスタン 86 90 1.0 90 x 90 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ 52 x 50 x 1.0 x 96 x,y 98 x,y 1.0 x,y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タイ 99 100 1.0 93 x 100 x 1.1 x 11 x 3 x 3.7 x 56 x 54 x 1.0 x 97 x 99 x 1.0 x 47 x 43 x 0.9 x ‒ ‒ ‒
旧ユーゴスラビア・マケドニア 99 100 1.0 92 97 1.1 2 0 ‒ ‒ ‒ ‒ 97 99 1.0 9 x 45 x 5.0 x ‒ ‒ ‒
東ティモール 50 56 1.1 10 69 6.9 49 35 1.4 70 71 1.0 60 83 1.4 9 16 1.8 11 35 3.0
トーゴ 59 97 1.7 28 94 3.4 21 9 2.4 8 19 2.5 80 96 1.2 18 42 2.3 20 55 2.7
トンガ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トリニダード・トバゴ 96 99 1.0 98 x 100 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 95 x 98 x 1.0 x 48 x 62 x 1.3 x ‒ ‒ ‒
チュニジア 98 100 1.0 94 100 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 96 98 1.0 10 29 2.8 ‒ ‒ ‒
トルコ 89 99 1.1 73 100 1.4 4 1 8.4 ‒ ‒ ‒ 87 y 97 y 1.1 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
トルクメニスタン 94 97 1.0 99 x 100 x 1.0 x 8 x 2 x 4.0 x 45 x 30 x 0.7 x ‒ ‒ ‒ 3 x 8 x 2.8 x ‒ ‒ ‒
ツバル 39 71 1.8 99 x 98 x 1.0 x 1 x 0 x ‒ ‒ ‒ ‒ 99 x,y 100 x,y 1.0 x,y 34 x,y 39 x,y 1.2 x,y ‒ 67 x,y ‒
ウガンダ 27 44 1.6 43 88 2.0 18 8 2.2 43 45 1.1 73 87 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウクライナ 100 99 1.0 97 x 99 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 78 x 75 x 1.0 x 33 x 45 x 1.4 x 28 x 42 x 1.5 x
アラブ首長国連邦 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
英国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
タンザニア 4 56 12.7 31 90 2.9 22 9 2.3 41 38 0.9 68 93 1.4 39 55 1.4 34 56 1.7
米国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウルグアイ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ウズベキスタン 100 100 1.0 100 x 100 x 1.0 x 5 x 3 x 1.7 x ‒ ‒ ‒ 94 x 97 x 1.0 x 25 x 33 x 1.3 x ‒ ‒ ‒
バヌアツ 27 55 2.0 55 x 90 x 1.6 x 12 x 10 x 1.2 x ‒ ‒ ‒ 74 x 89 x 1.2 x 9 x 23 x 2.7 x ‒ ‒ ‒
ベネズエラ ‒ ‒ ‒ 95 x 92 x 1.0 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 86 x 99 x 1.2 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベトナム 87 98 1.1 72 99 1.4 21 3 6.6 ‒ ‒ ‒ 95 99 1.0 38 68 1.8 ‒ ‒ ‒
イエメン 3y 51 y 15.5 y 17 x 74 x 4.3 x ‒ ‒ ‒ 31 x 37 x 1.2 x 44 x 87 x 2.0 x 0 x 4 x ‒ ‒ ‒ ‒

表13 公平性指標－世帯の豊かさ>>
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指標の定義

出生登録－調査の時点で出生登録されていた５歳未満の子どもの割合。この指標は、調査者によって出生証明書が確認
された子どもや、母親や世話人の証言によって出生登録が確認されている子どもを含む。
専門技能者が付き添う出産の割合－専門技能を有する保健従事者（医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。
５歳未満時の低体重率－世界保健機関（WHO）のThe WHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中
央値からの標準偏差がマイナス２未満である生後０～59カ月児の割合。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合－調査前２週間に下痢をした０～４歳の子
どものうち、経口補水塩（ORSパケット、あるいはあらかじめ袋の形で包装されたORS液）による治療を受けた者の割合。
初等教育純出席率－公式の初等教育就学年齢に相当する子どもであって初等学校または中等学校に通学する者の人数
が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。初等学校就学年齢の子どもの中には中等学校に行っている子もいるため、
この指標は初等教育純出席率「調整値」としても見ることができる。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－15～24歳の若い男女のうち、性交渉を通じたHIV感染を予防する２つの主な
方法（コンドームの使用と、HIVに感染していない誠実な１人の相手のみと性交渉をもつこと）を認識し、HIV感染に
ついて現地で最も誤解されている２つの考え方を否定し、健康にみえる人もHIV陽性の可能性があることを知っている
割合。

データの主な出典

出生登録－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、国勢調査、人口動態統計。
専門技能者が付き添う出産の割合－DHS、MICS、その他の国別代表資料。
５歳未満児の低体重率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。
下痢をした５歳未満児のうち経口補水塩（ORS）による治療を受けた割合－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
初等教育純出席率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査。
HIVについての包括的な知識をもつ割合－AIDS指標調査（AIS）、DHS、MICS、その他の国別世帯調査、HIV/AIDS 
Survey Indicators Database 〈www.measuredhs.com/hivdata〉
イタリック体のデータは、報告書内の他表にある同じ指数とは異なる出典元より抽出している：表２『栄養』内の「低
体重率」、表３『保健指標』内の「下痢性疾患の治療」、表４『HIV/エイズ指標』内の「HIVについての包括的な知識」、
表５『教育指標』内の「初等教育」、表８『女性指標』内の「専門技能者が付き添う出産」。

注

- 　データなし。
ｘ　 データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年のインドのデータを除き、
このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。

ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、
地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。

++  出生登録に関しては複数指標クラスター調査第２回および 第３回(MICS２とMICS３)から第４回(MICS４)にかけて
その定義が変化した。その後の回における比較可能性をもたせるため、MICS２およびMICS３から引かれたデータ
はMICS４で用いられた指標の定義にしたがって計算し直されている。したがって、ここで紹介する再計算を経た
データは国別のMICS２およびMICS３に掲載された推定値と異なりうる。

 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ** 中国を除く。
※「最上位20％」、「最下位20％」…所得の受取額から見て最上位20％の世帯と最下位20％の世帯を指す。

出生登録（%）＋＋
2005-2012*

専門技能者が付き添う
出産の割合（%）
2008-2012*

5歳未満児の低体重率（%）
2008-2012*

下痢をした5歳未満児のうち経口
補水塩（ORS）による治療を受け

た割合（%）
2008-2012*

初等教育純出席率
2008-2012*

HIVについての包括的な知識をもつ割合（%）
2008-2012*

15-24歳の女性 15-24歳の男性

国・地域
最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

最下位
20%

最上位
20%

最上位と
最下位の比

ザンビア 5 31 5.8 27 x 91 x 3.4 x 16 x 11 x 1.5 x 61 x 61 x 1.0 x 73 x 96 x 1.3 x ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ジンバブエ 35 75 2.1 48 91 1.9 12 6 2.1 18 28 1.6 84 91 1.1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 26 63 2.4 27 83 3.1 29 11 2.6 24 41 1.7 55 90 1.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
　東部・南部アフリカ 24 50 2.1 27 75 2.8 26 11 2.3 33 45 1.4 64 89 1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
　西部・中部アフリカ 27 71 2.6 29 91 3.2 32 11 2.9 17 41 2.4 46 90 1.9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
中東と北アフリカ 76 94 1.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南アジア 24 65 2.6 22 82 3.8 56 20 2.8 27 47 1.7 ‒ ‒ ‒ 4 43 11.7 15 55 3.8
東アジアと太平洋諸国 ‒ ‒ ‒ 50 ** 96 ** 1.9 ** 24 ** 10 ** 2.5 ** 40 ** 45 ** 1.1 ** ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ラテンアメリカとカリブ海諸国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
CEE/CIS 96 99 1.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
後発開発途上国 28 55 2.0 29 78 2.7 32 14 2.3 38 47 1.2 63 88 1.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
世界 51 ** 79 ** 1.6 ** 32 ** 86 ** 2.7 ** 37 ** 14 ** 2.7 ** 28 ** 44 ** 1.6 ** ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。
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幼児教育の出席率
2005-2012*

おとなによる学習支援++

2005-2012* 父親による
学習支援++

2005-2012*

家庭での学習教材
2005-2012* ケアが十分に行き届いていない子ども

2005-2012*

国・地域

児童書 遊具++

全体 男 女 最下位
20%

最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20%

アフガニスタン 1 1 1 0 4 73 74 73 72 80 62 2 1 5 53 52 57 40 42 39 43 27
アルバニア 40 39 42 26 60 86 85 87 68 96 53 32 16 52 53 57 48 13 14 11 9 16
バングラデシュ 15 14 15 11 16 61 61 60 42 85 53 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ベラルーシ 88 86 89 75 91 96 94 97 90 99 68 92 83 96 79 77 79 4 4 4 4 5
ベリーズ 32 30 34 16 59 86 88 83 73 94 50 40 17 73 57 55 58 2 3 2 4 1
ブータン 10 10 10 3 27 54 52 57 40 73 51 6 1 24 52 36 60 14 13 15 17 7
ボスニア・ヘルツェゴビナ 13 12 14 2 31 95 95 96 87 100 76 56 39 73 56 58 60 2 2 2 3 1
ボツワナ 18 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルキナファソ 2 3 1 0 9 14 14 14 12 26 24 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ブルンジ 5 5 5 4 10 34 35 34 32 38 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
カメルーン 30 29 31 4 67 62 64 61 47 72 35 4 0 13 41 30 57 31 30 32 38 19
中央アフリカ共和国 5 5 6 2 17 74 74 74 70 78 42 1 0 3 49 41 51 61 60 62 58 60
チャド 5 5 4 1 16 70 69 70 64 71 29 1 0 2 43 38 50 56 57 56 58 56
コートジボワール 5 5 5 1 15 50 50 51 55 57 40 5 3 13 39 44 35 59 60 58 62 51
朝鮮民主主義人民共和国 98 98 97 ‒ ‒ 91 88 93 ‒ ‒ 75 79 ‒ ‒ 47 ‒ ‒ 17 17 16 ‒ ‒
コンゴ民主共和国 5 5 5 2 18 61 61 62 62 76 36 1 0 2 29 21 40 60 60 60 69 39
ジブチ 14 12 16 ‒ ‒ 36 36 35 ‒ ‒ 23 15 ‒ ‒ 24 ‒ ‒ 12 11 13 ‒ ‒
ガンビア 18 17 19 12 32 48 49 47 50 55 21 1 0 4 42 28 50 21 22 19 25 18
グルジア 43 44 42 17 70 93 93 93 85 99 61 72 48 91 38 41 41 8 8 8 7 8
ガーナ 68 65 72 42 97 40 38 42 23 78 30 6 1 23 41 31 51 21 21 21 27 15
ギニアビサウ 10 10 10 4 26 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ガイアナ 49 48 50 33 78 89 88 89 77 99 52 54 28 86 65 67 60 11 13 10 19 6
ホンジュラス 19 17 21 13 28 48 47 49 28 75 59 11 1 34 78 74 81 4 5 4 8 2
イラン 20 y 19 y 22 y ‒ ‒ 70 y 69 y 70 y ‒ ‒ 60 y 36 y ‒ ‒ 67 y ‒ ‒ 15 y 15 y 15 y ‒ ‒
イラク 4 4 4 1 10 58 58 59 40 78 55 5 1 16 34 34 32 8 8 7 9 8
ジャマイカ 86 84 88 ‒ ‒ 94 95 93 ‒ ‒ 41 57 ‒ ‒ 71 ‒ ‒ 4 4 3 ‒ ‒
カザフスタン 37 36 38 19 61 92 92 91 84 96 49 48 24 76 45 40 49 4 4 4 5 4
キルギス 19 21 17 7 47 88 90 85 86 99 54 76 76 85 57 59 54 11 12 9 11 6
ラオス 23 21 25 5 73 57 58 57 42 87 52 5 1 24 41 29 50 14 15 13 20 8
レバノン 62 63 60 ‒ ‒ 56 y 58 y 54 y ‒ ‒ 74 y 29 ‒ ‒ 16 y ‒ ‒ 9 8 10 ‒ ‒
マリ 10 10 10 1 40 29 27 30 28 44 14 0 0 2 40 33 49 33 33 33 33 36
モーリタニア 14 14 14 2 41 55 54 55 55 64 28 ‒ ‒ ‒ 40 42 39 26 27 26 24 25
モンゴル 58 56 60 25 80 57 54 60 42 71 39 23 6 48 68 74 62 9 9 8 10 6
モンテネグロ 29 28 30 6 62 97 96 98 88 100 79 77 50 92 39 49 33 6 8 5 11 3
モロッコ 39 36 41 6 78 35 y 34 y 35 y 16 y 59 y 58 y 21 y 9 y 52 y 14 y 19 y 7 y 9 9 9 11 6
モザンビーク ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 47 45 48 48 50 20 3 2 10 ‒ ‒ ‒ 33 33 32 ‒ ‒
ミャンマー 23 23 23 8 46 58 y 58 y 58 y 42 y 76 y 44 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ネパール 30 y 29 y 31 y 14 y 61 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ナイジェリア 43 42 43 10 84 65 66 64 48 89 37 6 0 19 38 29 48 40 40 40 40 34

幼児教育の出席率
2005-2012*

おとなによる学習支援++

2005-2012* 父親による
学習支援++

2005-2012*

家庭での学習教材
2005-2012* ケアが十分に行き届いていない子ども

2005-2012*
児童書 遊具++

全体 男 女 最下位※
20%

最上位※
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20%

子どもの早期ケア指標表14
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幼児教育の出席率
2005-2012*

おとなによる学習支援++

2005-2012* 父親による
学習支援++

2005-2012*

家庭での学習教材
2005-2012* ケアが十分に行き届いていない子ども

2005-2012*

国・地域

児童書 遊具++

全体 男 女 最下位
20%

最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 最下位

20%
最上位
20% 全体 男 女 最下位

20%
最上位
20%

サントメ・プリンシペ 27 29 26 18 51 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セネガル 22 y 23 y 21 y 7 y 43 y ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
セルビア 44 41 47 22 75 95 96 95 84 98 78 76 49 86 63 65 60 1 1 1 2 1
シエラレオネ 14 13 15 5 42 54 53 55 45 79 42 2 0 10 35 24 50 32 33 32 29 28
ソマリア 2 2 2 1 6 79 80 79 76 85 48 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南スーダン 6 6 6 2 13 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
パレスチナ 15 16 15 9 26 58 58 57 49 69 77 12 ‒ ‒ 64 ‒ ‒ 13 13 14 12 15
スーダン 20 20 21 10 48 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
スリナム 34 33 35 16 63 73 71 75 56 91 26 25 4 61 59 61 60 7 7 7 9 8
スワジランド 33 32 34 36 50 50 50 50 35 71 10 4 1 12 69 64 74 15 15 15 20 9
シリア 8 8 7 4 18 70 70 69 52 84 62 30 12 53 52 52 51 17 17 17 22 15
タジキスタン 10 11 10 1 29 74 73 74 56 86 23 17 4 33 46 43 44 13 13 12 15 11
タイ 61 60 61 55 78 89 90 89 86 98 57 43 25 71 55 58 49 13 14 13 18 7
旧ユーゴスラビア・マケドニア 22 25 19 0 56 92 92 91 81 96 71 52 18 81 71 70 79 5 5 5 11 1
トーゴ 29 27 31 10 52 62 61 63 55 68 38 2 0 7 31 26 41 41 42 41 45 35
トリニダード・トバゴ 75 74 76 65 87 98 98 98 96 100 63 81 66 93 65 63 72 1 1 1 2 0
チュニジア 44 42 47 13 81 71 68 74 44 90 71 18 3 40 53 46 56 13 13 14 18 9
ウクライナ 63 63 63 30 74 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 97 93 99 47 36 47 10 11 10 15 4
ウズベキスタン 20 20 19 5 46 91 91 90 83 95 54 43 32 59 67 74 62 5 5 5 6 7
ベトナム 72 71 73 59 91 77 74 80 63 94 61 20 3 49 49 41 54 9 10 9 17 4
イエメン 3 3 3 0 8 33 34 32 16 56 37 10 4 31 49 45 49 34 36 33 46 22

地域別要約 #

サハラ以南のアフリカ 26 26 26 8 53 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
　東部・南部アフリカ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
　西部・中部アフリカ 28 28 28 8 57 58 58 58 48 77 35 4 0 13 37 29 46 43 43 43 46 35
中東と北アフリカ 17 17 18 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
南アジア ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
東アジアと太平洋諸国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
ラテンアメリカとカリブ海諸国 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
CEE/CIS ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
後発開発途上国 12 12 12 6 25 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
世界 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

＃　国・地域の分類のリスト一覧については、26ページ参照。
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指標の定義

幼児教育の出席率－36～59カ月の子どものうち、幼児教育プログラムに出席している割合。
おとなによる学習支援－調査前３日間に、子どもの学習の推進と学校準備のために次のうち４つ以上の活動に従事した
おとながいた36～59カ月の子どもの割合：a）本を読み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）家の外
に連れて行く、e）一緒に遊ぶ、f）一緒に物の名前を挙げたり、数えたり、描いたりする時間をもつ。
父親による学習支援－調査前３日間に、子どもの学習の推進と学校準備のために次のうち４つ以上の活動に従事した父
親がいた36～59カ月の子どもの割合：a）本を読み聞かせる、b）お話を聞かせる、c）歌を聴かせる、d）家の外に連
れて行く、e）一緒に遊ぶ、f）一緒に名前を付けたり、数えたり、描いたりする時間をもつ。
家庭での学習教材：児童書－０～59カ月の子どものうち、家に３冊以上の児童書がある割合。
家庭での学習教材：遊具－０～59カ月の子どものうち、家に次のうち２つ以上の遊具がある割合：家庭内の物、あるい
は外にある物（枝、石、動物、貝、葉など）、手作りあるいは店で購入した人形。
ケアが十分に行き届いていない子ども－０～59カ月の子どものうち、調査期間の直前の週に、１人きりあるいは10歳
未満の子どもが面倒をみる状態が最低週に１回、１時間以上ある子どもの割合。

データの主な出典

幼児教育の出席率－複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）、その他の国別調査。
おとなによる学習支援－DHS、MICS、その他の国別調査。
父親による学習支援－DHS、MICS、その他の国別調査。
家庭での学習教材：児童書－DHS、MICS、その他の国別調査。
家庭での学習教材：遊具－DHS、MICS、その他の国別調査。
ケアが十分に行き届いていない子ども－DHS、MICS、その他の国別調査。

注

- 　データなし。
ｙ　 データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。指定されている期間内ならば、

地域平均や世界平均の算出に含まれていることを示す。
 * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 ++  MICS第３回～４回(MICS３とMICS４)の間にいくつかのECD指標の定義に変化があった。MICS４と比較できるよ

うにするため、MICS３のおとなによる学習支援、父親による学習支援、家庭での学習教材指標はMICS４の指標の
定義に基づき計算し直された。したがって、ここで示されている修正された統計は、MICS３国内調査で推定され
たものと異なる場合がある。

※「最上位20％」、「最下位20％」…所得の受取額から見て最上位20％の世帯と最下位20％の世帯を指す。

子どもの早期ケア指標表14
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